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○ 議長（宮平秀保） 

 ただいまから平成１９年第４回座間味村議会定例会を開会します。 

開 会（午前１０時００分） 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元にお配りしたとおりでございます。 

 日程第１．諸般の報告を行います。 

 諸般の報告については、お手元にお配りした報告のとおりです。朗読は省略します。 

 

諸 般 の 報 告 

平成１９年１２月１８日現在 

 

１．平成１９年 ９月２０日～２１日、平成１９年第３回定例議会 

２．平成１９年 ９月２９日、教科書検定意見撤回を求める県民大会 

              宜野湾市海浜公園午後３：００議員全員参加 

３．平成１９年１０月１０日、南部地区議長定期総会（久米島）（議長参加） 

４．平成１９年１０月３０日、議員研修会（金武町中央公民館）議員全員参加 

５．平成１９年１１月１３日、平成１９年第５回臨時議会、議長辞職 

              新議長 宮平秀保、副議長 金城勝英 

６．平成１９年１１月２６日、平成１９年第６回臨時議会 

７．平成１９年１１月２８日、南部地区議長会（議長参加） 

８．平成１９年１１月２９日～１２月 １日、全国議長研修会（副議長参加） 

９．平成１９年１２月１３日、議員全員協議会 

 

 日程第２．行政報告を行います。 

 村長から行政報告の申し出がありました。これを許します。仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

行 政 報 告 

平成１９年１２月１９日現在 

 

平成１９年 ９月２２日   阿嘉校運動会 

２４日   慶留間校運動会 

２５日   慶留間区海神祭 

２６日   阿嘉区海神祭 

２８日   座間味・阿佐・阿真区海神祭 

２９日   教科書検定撤回県民大会 

１０月 ３日   日本広告西村氏来訪 

１０日   南部広域市町村圏事務組合理事会 

 〃    視覚障害者マラソン実行委員会 

 〃    なんぶトリムマラソン実行委員会 

 〃    サンゴ養殖技術開発調査委託事業懇親会 
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平成１９年１０月１１日   サンゴ養殖技術開発調査委託事業阿嘉サンゴ種苗センター視察 

１２日   陸上自衛隊退官式（感謝状贈呈） 

 〃    宮里法律事務所面談 

１３日   座間味村祭り 

１５日   クリスチャンサイエンスモニター紙 神林記者取材 

１６日   沖縄県農林水産部大浜統括官来訪 

 〃    ウィルコム仲里社長表敬 

 〃    港湾整備振興大会 

１８日   郵便局（株）宮良支社長表敬 

 〃    工業試験場ＯＢ会 

１９日   ダム事務所訪問 

 〃    薬務衛生課訪問 

２０日   座間味シーカヤックレース 

２２日   南部広域行政組合臨時議会 

２３日   沖縄県消防広域化推進検討委員会 

２４日   列島交流グラウンドゴルフ 

 〃    ＪＩＣＡ表敬 

 〃    阿佐区総会 

２５日   へき地教育研究大会開会式あいさつ 

２６日   内閣府柳田氏来訪 

２７日   座間味島岳登 

３１日   ＯＴＳレンタカー落成祝賀会 

１１月 ３日   村民運動会 

 ５日   南部広域行政組合市町村長協議会 

 〃    南部市町村会理事会 

 〃    南部振興会理事会 

 ７日   宮古・八重山両支庁存続要請 

 ８日   離島振興協議会理事会 

 〃    過疎地域振興協議会理事会 

 ９日   沖縄県町村会理事会 

１０日   ＱＡＢボランティアを迎えてあいさつ 

１１日   トーカチ祝い（那覇にて） 

１２日   臨時議会 

１３日   ウィルコム社表敬 

 〃    県警本部長来訪 

１４日   南部振興会評議員会 

 〃    南部市町村会定例総会 

 〃    自治体職員政策形成セミナー研究発表会 

１５日   離島振興協議会総会 

 〃    過疎地域振興協議会定期総会 
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平成１９年１１月１５日   離島振興協議会・過疎地域振興協議会研修 

１６日   町村会多会議 

 〃    離海振取締役会 

１７日   健康・福祉祭り開会あいさつ 

 〃    三重県小山氏を迎えての職員研修会 

２０日   カヤックレース御礼、ＷＷフェスタ協賛依頼 

２１日   シーカヤック御礼、ＷＷフェスタ協賛依頼 

２２日   村渇水対策委員会辞令交付 

 〃    ２１・ざまみ取締役会 

２４日   ファン感謝月間あいさつ 

２５日   阿嘉老人クラブ忘年会 

２６日   臨時議会 

 〃    介護広域打合せ 

２８日   全国町村長大会 

２９日   全国過疎地域自立促進連盟定期総会 

３０日   知事との昼食懇談会 

 〃    離島フェアオープニング 

 〃    離島フェア表彰式 

１２月 １日   南部振興会町村会理事会 

 〃    離島フェア会場詰め～３日 

 ２日   那覇マラソン 

 ５日   座間味村飲酒運転根絶連絡協議会設立総会 

 ６日   離島フェア御礼 

 ７日   琉球大学アドバイザリー会議 

 〃    離海振総会 

 ９日   渡嘉敷村長ご母堂告別式 

１０日   中日友好協会歓迎レセプション 

１３日   控訴審第２回和解協議：東京高等裁判所 

１６日   クリーングリーングレイシャス 

 

 おはようございます。行政報告をいたします。皆さんのお手元に平成１９年第４回座間味村議会定例議会

行政報告、そして３ページからなる資料をお配りしてあります。詳細については省略させていただきまして

行政報告といたします。よろしくお願いいたします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 以上、村長の行政報告を終わります。 

 日程第３．会議録署名議員を指名します。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、１番 宮里順之議員及び２番 中村秀

克議員を指名します。 

 日程第４．会期の決定について議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日１日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって本会期は、本日１日間と決定しました。 

 日程第５．一般質問を行います。 

 質問の前に先になりまして、時間は１時間以内で質問を終わるように努めてください。 

 通告順に発言を許します。１番 宮里順之議員。 

○ １番（宮里順之議員） 

 おはようございます。本日はたくさんの一般質問の方々がたくさんの話題を抱えておりまして、時間がか

かると思いますけれども、皆様の足手まといにならないように、簡潔に進めてまいります。議事者の皆さん

も簡潔によろしくお願いをいたします。 

 質問事項１、和解勧告について伺います。質問要旨です。ごみ焼却施設の請負代金などをめぐりまして、

東京地裁が本村に対し業者（株式会社還元溶融技術研究所）へ約３，０６５万円の支払いを命じた訴訟の控

訴審で、東京高裁が去った１１月１９日の第１回控訴審で村と業者の和解を勧告した。村は業者と和解に向

けて協議する意向のようですけれども、このことについて伺いをいたします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 幸地 東政策調整監。 

○ 政策調整監（幸地 東） 

 御質問にお答えをいたします。今御指摘がございましたとおり、１１月１９日の控訴審の第１回口頭弁論

におきまして、裁判所のほうから職権での和解勧告をいただいております。これにつきまして、この間１２

月４日と、それから１３日の２回、和解協議を行いました。私どものほうからの和解についての向こうさん

への提案ですけれども、私どもからは基本的に村がみずから操業を行う。みずから操業を行うというのは、

いずれかの事業者にお願いをするということはあるかもしれませんけれども、みずから操業を行うという前

提で、村が操業できるような条件を整備してほしいということを相手側に申し上げてきたところであります。

これに対して相手方のほうからは、自分たちが操業したいという前提での和解協議の提案がなされてきてお

ります。こちらについて１２月３日の和解協議の段階で、裁判官からもまず被控訴人がちゃんと協力をして

くれないときれいな島にあるごみを処理することができないことはそのとおりだと。また被控訴人から言っ

ているように、自分たちに間違いなく作業をさせてくれというふうなものは、地方自治法とかいろんな条件

からそれを今和解条件でやることはできないので、こちらのほうは和解条件等はできないのではないかとい

う指摘が裁判所からもあります。私たちのほうからは、もし被控訴人の同意がなくて我々が操業ができない

のであれば、それは皆さんが我々に対する操業の妨害を行っている、事業の妨害を行っているので、改めて

別の訴訟を起こすこともあり得るということを彼らにお伝えをしてあります。裁判所のほうからは、金額に

ついては別途協議をするとして、現時点ではその操業を確保することを第１点としての話し合いを続けよう

ということがずっと出てまいりました。１３日の話し合いの場面には、実は残念ながら被控訴人の代表者の

社長が出て来られませんでした。また弁護士のほうからもこの間、被控訴人の代表者の社長の方と十分な打

ち合わせができなかったということで、１３日の時点で和解には至っておりません。ただ、今申し上げたと

おり、裁判所のほうからもとにかく溶融炉をちゃんと稼働させて、そしてごみを処理することがまず第１の

前提でしょうと。それに向けて控訴人、被控訴人側も条件整備に努めてもらいたいということがございまし

た。それを受けては和解協議ができませんでしたけれども、それが必要だということを裁判所も理解してい

ただいておりますので、最初１２月２６日に予定されておりました判決言い渡し日を延期しまして、１月１

１日に３度目の和解協議を行うということの日程が決定されたところであります。 

○ 議長（宮平秀保） 
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 １番 宮里順之議員。 

○ １番（宮里順之議員） 

 わかりました。１２月３日は、これは村長が出廷なさったということですけれども、これ確認したいんで

すけれども、行かれておりますか。そうですか。村長、それではそのときの役場のお話では、業者からやる、

還元溶融さんから和解案が出たというんですけれども、この資料があったら提示をお願いできますか。この

和解案の提示、いわゆる還元さんから出した和解案があったら、この資料を提示願いたいと思います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 ただいま調整監のほうから説明したとおりでありまして、やはり今協議中でありますので、この資料を今

出すわけにはいきません。それで、もしあれでしたら、後ほどお見せすることは十分可能ですので、ぜひそ

ういうふうに御理解をいただきたいと思っております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 １番 宮里順之議員。 

○ １番（宮里順之議員） 

 ぜひ後でですね、まだ都合が悪いということなんですけれども、ぜひその業者が出した和解案を後で提示

してもらいたいと思っております。 

 それから次、強制執行停止決定申し立てについてお伺いします。東京高裁裁判に控訴状を提出し受理され

たようですが、その控訴受理書証明書の提出を願います。これはありますか。提示してください。 

○ 議長（宮平秀保） 

 しばらく休憩します。 

休 憩 

再 開 

○ 議長（宮平秀保） 

 再開します。 

 幸地 東政策調整監。 

○ 政策調整監（幸地 東） 

 受理ということではなくて、執行停止の通知書がございますので、それにつきましては休憩中にお見せし

たとおりでございます。 

○ 議長（宮平秀保） 

 １番 宮里順之議員。 

○ １番（宮里順之議員） 

 ただいま証明書は見ました。 

 それから申し立て理由について若干、勉強の形で述べたいと思っています。まず最初に８億６，８５３万

円より完成をさせたごみ処理施設の操作マニュアルの交付について。それから次に廃タイヤの処理の問題。

３番目に廃タイヤ１５０トンの溶融処理にされた問題。それから４番目にコークスの販売について。それか

ら５番目に申立人が第１回答弁論期日に出廷しなかったなどがありますが、強制執行停止決定申立書は９月

３日に提出受理されたんですけれども、それから３カ月余りになったんですけれども、現判決は村はどのよ

うにこれに反論してきたか。この裁判は十分にやるべきですが、審理なされたんでしょうか。村長は陳述書

でも操業の意志については再三にわたり提出をお願いしたが、依然として拒否していると、業者は。焼却量
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やコークスの利用量はＰＣデータでわかることであり、ほかの自治体でも当然の定数量である。村は特異な

要求をしていない、操作マニュアルでも同等のことがいえる。今後について、控訴申請に述べていくといろ

いろありますけれども、云々ありますけれども、私は法律の専門家ではありませんが、今後和解は果たして

できるんですかと。私はそこで言いますけれども、村はもう既に敗訴したんじゃないかというふうに思って

いますけれども、どうですか。今後、和解金がどれぐらいになるか大変気になります。担当課長はこの裁判

にかかった費用は弁護士料も含めて、また今後も解決ができるまで時間がかかると思いますけれども、一体

どのぐらいその費用がかかるのか。お願いします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 幸地 東政策調整監。 

○ 政策調整監（幸地 東） 

 一審の段階であれば敗訴したということはそのとおりだろうと思います。ただ、その内容が我々としては

承服できないということで今控訴しているところですので、敗訴が決着しているかということではないだろ

うと思います。また和解という形になった場合に、それは双方で必要な手続をとって、譲るべきは譲り、ま

た得るべきものは得てということになりますので、こちらまで含めてどういう決着になるかは、今のところ

はまだ予測することは適切ではないというふうに考えております。ただ現状としては、仮にこのままいった

として役場が支払うべき最高の賠償額、これはその一審の判決額が最高の賠償額になって、それに６％の加

算金が加わるのが賠償額の最高額になろうかなということになります。訴訟事務に関しましては、環境衛生

課長のほうから訴訟費用についてはお答えいたします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 しばらく休憩します。 

休 憩 

再 開 

○ 議長（宮平秀保） 

 再開します。 

 垣花 健総務企画課長。 

○ 総務企画課長（垣花 健） 

 訴訟費用についてなんですけれども、９月の議会等でも補正予算を承認していただきましたが、弁護士へ

の費用は１１０万円を契約しております。ただ旅費等、東京へ行く際の旅費等については別途請求というこ

とになりますので、１１０万円プラスその費用ということになるかと思います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 １番 宮里順之議員。 

○ １番（宮里順之議員） 

 先ほど幸地調整監の答弁にあったんですけれども、この和解の中には還元さんが今後操業したいという意

図的なものがあるということでありましたね。すると和解しても、果たしてこれいつもこうなるんじゃない

ですか。いつ終わるかわからないですよね。１月何とか言っていましたけれども、これは１月で終わらない

んじゃないですか。果たしてその妥協点、和解案が村は出せますか。出せると思いますか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 幸地 東政策調整監。 

○ 政策調整監（幸地 東） 

 先ほども申し上げましたけれども、村からは還元溶融さんに引き続き操業を依頼する考えはないというこ
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とをはっきりお伝えしてあります。これは和解協議の場ではっきりお伝えをしてあります。それを踏まえた

上で、裁判官のほうからもそれは村の判断としてあることであって、その上で操業を確保する手段を還元溶

融さんも考えてもらいたいということが和解協議の今の内容でありますので、その方向で努力をしたいと思

います。ただ、もし仮にですね、還元溶融さんのほうがどうしても協力を今のところいただけないというこ

とであれば、先ほど申し上げましたように、我々としてはその協力をすべきだというふうな裁判を別途起こ

さざるを得なくなる可能性があります。その可能性があることについては裁判所も理解をしていただいてお

りますので、そのようにして裁判が今後長引いたり、操業できることがこれからもどんどんおくれていくこ

とがないように還元溶融さんも考えてもらいたいということは裁判所のほうから１３日の協議の場面で、

はっきりと向こうの代理人弁護士に伝えられたところであります。 

○ 議長（宮平秀保） 

 １番 宮里順之議員。 

○ １番（宮里順之議員） 

 非常にわかりにくいんですけれども、また戻りますけれども、いわゆるその和解案というのは村側から出

したんですか、それとも業者側が出したんですか。その辺を教えてください。 

○ 議長（宮平秀保） 

 幸地 東政策調整監。 

○ 政策調整監（幸地 東） 

 最初の和解の案といいますか、和解の骨子の部分ですけれども、要するに和解案というのは完全な正文な

んですが、こういう条件で和解をしたいというふうな条件の部分ですね。この部分の最初の部分は村から出

してあります。それを受けて向こうさんから出てきた内容の中に、御自分たちが今後操業することを前提と

した条件づけがありましたので、順番からするとですね。我々としては我々が操業をするという前提で条件

を出した。それに対して向こうから返ってきた文章の中に、あちらさんが操業を続けたいという前提でのも

のがあった。それでまとまっていないということであります。 

○ 議長（宮平秀保） 

 １番 宮里順之議員。 

○ １番（宮里順之議員） 

 わかりました。では先ほどもお願いしたんですけれども、向こう業者が出した和解案の内容を、後ででい

いですから出してください。今ありますか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 しばらく休憩します。 

休 憩 

再 開 

○ 議長（宮平秀保） 

 再開します。 

 幸地 東政策調整監。 

○ 政策調整監（幸地 東） 

 それでは、まず口頭でかいつまんで説明をさせていただきますけれども、まず金額につきましては第一審

で認められた金額を全部年内に払えということが向こうの要求です。年内に全額を払いなさいということで

す。それからもう一つ、以下細かい条件になりますけれども、クリーンセンターに残してある向こうさんの

持ち物である工具類は返却しなさいということ。それから作業請負についてなんですが、まず暴力団や暴力
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団関係者、またそのグループ関係者をこの事業から排除しなさいと。請負事業から排除しなさいということ

を言っています。それから産業廃棄物のものを排除しなさいということ。それから阿嘉からのごみの搬入の

場合には別途料金を出せということ。今後発生する操業とか、引き継ぎに至るすべての金額は全額前金払い

にしろということ。そのほかは協議でということなんですけれども、それから最終的に村内外、県内外に出

回っている還元溶融さんに対する悪評を払拭するような文章を、村長みずから出しなさいという部分です。

先ほど申し上げていましたのは、その阿嘉からのごみ等の持ち込みとか、今後発生する操業、引き継ぎ等の

請負代金はすべて前払いにしろという部分が、還元溶融さんが今後操業するという前提で考えておられる部

分ですので、こちらについては我々はそういう前提はやりませんよと。また暴力団等という話については、

我々は還元溶融さんがおっしゃっている内容がよくわからないということで、これについては我々としては

これまでもそういうことをやってきたことはないので、今後も当然あり得ませんということを申し上げてい

ます。また産業廃棄物について、タイヤについてはこれはそもそも産業廃棄物でないということは県のほう

とも確認をとっておりますので、おっしゃられている内容についてはほとんどその理由がないんじゃないで

すかということをお伝えしています。また、その前金払いの件については、これは地方自治法上、出来高払

いというのは当然の原則ですので、部分払いというのはありますけれども、全額前金払いということはあり

得ないというふうなことは、裁判所のほうからもこれはできないことですねということを言っています。で

すから、最終的に我々のほうが無茶なことを言っているというふうなことではないというふうに今考えてお

ります。 

○ 議長（宮平秀保） 

 １番 宮里順之議員。 

○ １番（宮里順之議員） 

 今この資料があったんですね。私が先ほど村長に質問したのはこれなんですよね。だから、そういううわ

さを聞いたものですから、私はそれをあえて言ったんです。それに尽きると思いますよ。 

 それで、その中で工具の問題とか、それから…、いいんですか、議長、暴力団の話をして。暴力団の排除

とか…。今言いましたからね。それ、そういった事実はあるんですか、それに近いような。これ調整監はよ

くわからんと言っていますけれども、非常にこの話は、はっきり言って村民に伝わっている感じがするんで

すよ。これがネックですよ。だから、その辺をもう尐ししないとあれですよ。これは後は泥沼化しますよ。

どうですか、村長。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 今の何ですか、暴力団いるかいないか、関係あるかにつきましては、先ほど答弁申し上げたとおりでござ

います。いません。警察に聞いてもかかわっていないということです。ただ皆さんの手元に、こういうもの

が配られていると思います。これは最近出たものではないけれども、１２月５日に出たものは裁判官にもお

見せしてあります。お見せしましたね。そういうことなのかということで、裁判所はコメントはしていない

んですけれども、しかとごらんになっております。今回出てきたのが、またわけがわからない。裁判所で

我々が議論していることが、こういうことに出てくるということは、だれが出しているかというのはもう大

体察しがつくと思います。それでこれに書かれているとおり、彼たちが言っているのは、我々がタイヤを試

験的に提供してもらった読谷村にある沖広産業、ここが暴力団だと言っている。そうですか、ごめんなさい。

という言い方、これに書かれているから。私は言いますけれども、こういうことを皆さんが信じては困ると

いうことです。ですから、我々は代替燃料としてのタイヤを提供してもらった事業者であって、その事業者
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もそういう彼たちが言うような事業者ではないということは警察も証明しておりますので、一切ないという

ふうに御理解をいただきたいと思っております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 １番 宮里順之議員。 

○ １番（宮里順之議員） 

 非常にこれはどうでしょうか。「李下に冠を正さず」という言葉もあるみたいですけれども、何でそんな

暴力団の話が出たんですかね。 

 そしてあと１点、このいわゆるタイヤチップを運んでいるときに、業者が沖広産業ということをおっ

しゃっていますけれども、この沖広産業というのはどのように村長はかかわってきたんですか。そしてどう

いう会社で、所在はどこにあるんですか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 しばらく休憩します。 

休 憩 

再 開 

○ 議長（宮平秀保） 

 再開します。 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 先ほど名前が出ました、我々にいわゆる代替エネルギー燃料を提供してくださった企業は株式会社沖広産

業で、所在地は読谷村字座喜味の３１０５番地にある企業でございます。この企業は要するに沖縄県のいわ

ゆる廃棄物処理、組織として認められた企業でございます。 

○ 議長（宮平秀保） 

 １番 宮里順之議員。 

○ １番（宮里順之議員） 

 この沖広産業についてはわかりました。 

 先ほども、この件は大体終わりますけれども、裁判官がいわゆる双方話し合いをして、あれだけの１０億

円近いような施設をつくったのに、これが遊休化したらいけないんじゃないかと、村民に大きな迷惑がか

かっているんじゃないかということで、双方、先ほどありましたように、調整監が話し合って、何とか稼働

させなさいよという、裁判官も良心的な話をなさっていますけれども、これは村長、今のところどうですか。

これはもう、やはり正月もあと１３回寝たらお正月ですよ、新年迎えますよ。今現在、あのヤードの中に約

２００トン、私は２５０トンぐらいあるんじゃないかと思いますけれども、それから外にも２００トン余り。

それが野ざらし、あるいは中にハエがブーブーして、非常に悪臭を放っていますよ。行ったことありますか。

尐しずつでも焼却していかないと、正月はないですよ、皆さん執行部は。我々もそうです、責任者として。

議会として。どうですか、稼働しますか、させますか。担当課長。担当は故障はしていません、できますと

いうことを言っているんですけれども、どうですか。電気系統の話も聞いたんですけれども、どうですか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 今御指摘のありました、ごみがずっとたまってきている、堆積してきていると、ふえてきているというこ

とに対しましては、私も村民に対しまして早くこれが処理できるようにと。非常に御迷惑、御心配をかけて
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申しわけないという気持ちでいっぱいでございます。同じ気持ちでございます。ただ我々とすれば、一番大

事なことはこのかまで処理するということが我々の任務だと、第一の責任だというふうに思っておりまして、

この間、あれは１２月の何日だったかな、掃除をしまして、とめて後にその次の操業に向けての、かまを冷

やしますとその下にスラグがたまります。この掃き出し作業までは、はつり作業を終えまして、かまは今で

も燃やせる状況にはあります。ただ先ほどから一つ課題になっております、その電気系統の部品の修理につ

きまして、それをつくったメーカーにお願いをしましたら、そのメーカーから還元さんの、要するに同意が

なければ修理をするわけにはいかんということがきたものですから、先ほど和解の中にこれを入れまして、

早く解決するようにしております。それで私としては、本当は１２月１３日にその案で和解をしていただき、

早くその部所を、故障を直して、できれば年内の操業、かなり操業費等の課題もありますけれども、できれ

ば年内の操業で尐しでもごみを減らそうという考え方は持っておりました。それがもしかし、先ほど来御説

明申し上げておりますように、そこら辺が相手側に受け入れられなくて尐し延びるということでございます。

それで尐し話が先に飛んでいくんですけれども、私としましては、皆さんにこれだけ御迷惑、御心配かけて

いるわけですから、できるだけ別の方法、例えば他の自治体にお願いするなど等々も今検討をしているとこ

ろでございます。できるだけそういうごみが堆積していかない、あるいは我々が解決をするまでの間でも、

それが他のところでお願いできればなと、お願いしているというふうなことで今検討を進めているところで

ございます。 

○ 議長（宮平秀保） 

 １番 宮里順之議員。 

○ １番（宮里順之議員） 

 担当課長、これは今年の１１月２７日の日付で私はこの資料をもらいましたけれども、いわゆる日立電気

計装。東京本社のほうから、営業部からこの文書が来て見ていますけれども、これについてちょっと説明を

してください。これは件名は、焼却設備電気・計装に関する図書についての御用命についてということなん

ですけれども、この文章の意味がちょっとわからないんですけれども、これ説明してください。これはあな

たの課の担当の宮平壮一郎にきておりまして、これの説明をしてください。 

○ 議長（宮平秀保） 

 しばらく休憩します。 

休 憩 

再 開 

○ 議長（宮平秀保） 

 再開します。 

 金城英隆環境衛生課長。 

○ 環境衛生課長（金城英隆） 

 ただいまの日立のほうからの回答文書につきまして説明をいたします。宮里議員のほうには配付したんで

すが、ちょっと今手元に資料がありませんので概略して説明いたします。この文書の回答の内容なんですけ

れども、村からは電気計装設備に対しての修理をしてもらいたいという要望を日立のほうに送付をいたしま

した。それを受けまして、この回路の中でもいろんな、これだけの大きな機械設備ですから、かなり大きな

ボックスが８基ほどついております。いろんな機械設備の中においては、かなり電気計装関係は規模として

は村内では一番大きい部類になります。そういうことで文書を受けて日立のほうは社内で検討したようです。

顧問弁護士も含めて検討した結果、いわゆる著作権についての話し合いが主になったようですけれども、こ

の設備については村のほうから還元溶融のほうに平成１４年に焼却施設の整備を委託したときに、これ一括
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してこれも含まれております。それを受けて還元のほうは、日立のほうにその電気計装を、設計も含めて設

備一式を受注しているわけです。納品先は日立から還元ということで、村ではないわけですね。そういうこ

とで、そういうふうなこの納品をした取り扱いについては、日立さんのほうは以前に裁判での判例があった

ということで、地裁のほうでそういうようないろんな争議があったようです。そのときにも著作権の中では

いわゆる発注を受けた側の著作になると。今の現時点での我々の中では還元さんのほうが著作権があるとい

うことで、向こうの了解なしにはもらえないということなんですね。今のこの村の置かれている立場という

のは重々周知はしていますけれども、そういう法的な障害を受けるおそれがあるので、日立さんのほうから

還元さんのほうには座間味村にわたしてくださいということで、書面一式は全部いっているようです。今

いっていますけれども、今こういう状況にありますので、還元のほうから村のほうには一切連絡等はありま

せん。 

○ 議長（宮平秀保） 

 １番 宮里順之議員。 

○ １番（宮里順之議員） 

 担当課長、ますますこの炉は動かないですね。ここに書いていますよね。御用命についての設計図書に関

する著作権法上の諸権利は同社が単独で、または弊社と共同で有するものと考えてありますと。したがって、

同社の同意を得ることなく設計図書を複製して貴社にわたすことは、著作権との関連に差し支えが生じるも

のと思慮されますということだから、ますますこれはどうなんですか。おかしいんじゃないですか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 幸地 東政策調整監。 

○ 政策調整監（幸地 東） 

 私どもが今回の控訴審の第１回、第２回の和解協議の中で主張しているのが、まさしくその点を主張して

おりまして、要するにあちらさんに来て我々のものを操業してくれということではなくて、我々が単独でや

るのでその修理にあたってのいろんなそういう著作権法の問題について、我々に対する協力、全面的に合意

をするということを求めているわけです。ですから、先ほど申し上げました裁判官のほうがこれを動かすの

が大事ですねというふうにおっしゃっていただいている部分も、その辺のところは製造者としてちゃんと相

手方に協力して稼働させるべきでしょうということがあって、この辺の協力はやってしかるべきじゃないで

すかということは裁判官から向こうに言われているところです。ですから、これが新たな問題として出てき

て、これをもってさらに処理の期間が延びるということではなくて、まさに今御指摘があった点において向

こうさんとの和解協議を行っているということです。 

○ 議長（宮平秀保） 

 １番 宮里順之議員。 

○ １番（宮里順之議員） 

 いずれにしても調整監、早くあるいはそういった今の話も含めて進めていかんと、行政、政治は結果です

よ。どんなこと言っても結果がだめならだめなんですよ、村政は。結果ですよ。どんないいことを言っても

美辞麗句、花火打ち上げても結果がだめならだめですよ。今結果ですよ。結果がこういう結果になっている

んでしょ。１日も早くこの炉が動くように、また和解に向けてあれができますことを強く要望します。以上

です。 

 議長から与えられていますので、走って次の問題に。２点目ですね、学力テストの結果について。文部省

は今年の４月、小学６年、中学３年の全児童生徒を対象としたところの全国学力・学習状況調査の結果を発

表しましたね。国語、算数、数学の２教科で基礎力、忚用力の平均正答率が都道府県別に公表され、沖縄県
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はすべてが最下位だったとの結果が出たんです。本村３校の児童生徒の結果が大変気になるところですけれ

ども、全国、または県の平均と比較をして、比較するのは子供たちに失礼ですけれども、どのランクにあり

ますか。 

 教育委員会は基礎学力中心の授業や、家庭学習の取り組み状況をどのように分析をなさっているのか。ま

た今後、学力分析検討委員会を設置し、小学校と中学校の教科ごとに現場の教諭とのワーキングチームを編

成し、教科ごとに家庭学習の具体的な取り組み方や授業の改善に生かすための分析結果は大変大事なことだ

と思いますけれども、教育長の考えをお願いします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 宮城 武教育課長。 

○ 教育課長（宮城 武） 

 ただいまの宮里順之議員の全国学力テストの結果についてお答えいたします。４月に実施しました全国学

力テストの本村の結果は県平均を大幅に上回っており、全国平均も小学校の国語以外は平均を上回っており

ます。県内でも上位校だと思われます。 

 基礎学力等の取り組み状況の分析については、毎月の校務研修会等で基礎的、基本的な学力の定着が図ら

れているかを確認しております。 

 学力分析検討委員会の設置については、本村は指導主事等が配置しておりませんので、検討委員会の設置

については当分の間は考えておりません。 

○ 議長（宮平秀保） 

 １番 宮里順之議員。 

○ １番（宮里順之議員） 

 特に中学校の数学の基礎力では、全国平均の約１５ポイントを下回っているんですね。厳しい結果になっ

ておりますけれども、ある研究者は不安定な家庭環境や厳しい経済状況が子供の学習意欲に悪影響を与えて

いると指摘していますね。また琉球大学の西本裕輝准教授は復帰以来、学力対策に取り組んできた成果が示

されるとの期待もあっただけに、県の教育関係者の落胆は大きいだろうと。今回の学習状況調査の結果から、

しつけを含めた家庭の教育の弱さが背景にあると言わざるを得ないと、このように話しておりますね。子供

たちの学習環境を整えるために家庭、保護者ですね、学校、行政、政治などの社会全体が支援していく必要

があると話されております。そこで仲地教育長、長年教鞭をとられた教育の専門家でありますので、ひとつ

どのように、こういうのも含めてお考えで。伺いたいと存じます。よろしくお願いします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲地 勇教育長。 

○ 教育長（仲地 勇） 

 ただいまの御質問にお答えしたいと思うんですが、この学力というと非常に抽象的なんですよね。だから、

学力向上といっても具体性を持っていない、基礎学力といっても持っていないんですが、非常に抽象的では

あるんですが、何か見つけ出さんといかんと思っております。文部省のほうでは、もちろん就学援助、こう

いうものの多いところは学力も下がっているんだと、相関関係にあるということを言っていますけれども、

それを追求していたら、貧しい県は学力も伸びないということになります。これは今回のテストはですね、

たくさんある教科の中から国語と数学、算数の２教科だけなんですね。これで沖縄県の学力をはかろうとす

るのは到底無理な話で、非常に沖縄県が秀でた分野もあるわけです。それを抜きにしては非常におかしいと

思うんですが、さてちょっと焦点を絞りたいと思うんですが、もう尐しこの学力というと、これは小学校、

中学校、義務教育の場合には小学校は小学校学習指導要領という、これは文部省の出す告示なんです。これ



 ― 573 ― 

に従わないとどうしようもないので、これに従って小学校の教育課程がつくられて、中学校は中学のもので

すね。これを見ると非常に、例えばこの中に小学校の国語の分野を見ると、小学校１年生の漢字、どんな漢

字が１年では勉強するというのがみんな書かれているんですよ。小学校１年にはたった８０字です。２年に

は１６０字、３年には２００字、４年も２００字ですね、５年が１８５字、６年生、今度の学テの対象学年

は６年生ですから、これは１８１字というふうになっております。６年ですから、１年からの合計でくるわ

けですが、こういうふうに具体的に出ているわけです。要するに、これを覚えているかどうかがかぎなんで

すね。この漢字を書けないというのは、どこに責任があるかを追求しないといけないと思うんです。 

 それでそれをやる前にですね、ちょっともう長くなったら困りますが、私が考えている学校と家庭の関係

というのは、学校でいわば授業をするというのは、教えるという作業はどの段階までいくかというと理解を

させる段階までいきます。これは理解というのはどうかというと、沖縄の方言にあるんですよ。「アノチョ

シッチョーニ」というと、「ウーン、シッチョーシガワカランサー」とこういうんですね。まさしく理解と

知識の差だと思っております。だから、要するに名前ぐらい知っているがどの人かわからんと。だから、そ

のどんな人かはわかるようになって初めてわかるというんで、だから学校では理解の段階、つまりわかるま

で教えるわけです。分数でも国語でもですね。そのときに学校で理解して家に帰って、どういうふうな勉強

をするかというのが家庭教育ですね。子供の作業の一連になるわけですが、これを塾に行かせたり、テスト

ブックを見てマル・バツ式で幾ら練習問題を１００ぐらいこなしても、私はこれは身につかんと思うんです。

どうしてかというと、覚えるという作業を抜きにしているわけですね。だから、学校で理解したものはここ

に出ているような漢字でも、学校とはこう書くのかというふうに書いて覚えるわけです、記憶するわけです。

この作業というのは塾に行っても、１人でやっても関係ないわけです。むしろ１人でこつこつと繰り返し覚

える以外に方法はないと思うんですね。車の運転、まさしくそのとおりで、我々が運転を受けたときには車

の構造までさせられました。しかし今はギアのかえるのもいらないくらいです。こうしてペダルを踏んだら

動くんだというのを。要するに、知る段階でも運転はできるわけですが、そして上手に運転できるようにな

れば専門家が機械の構造も修理してくれるというような感じで、だから義務教育の基礎というのは、まさし

く運転ができるかどうかだと思うんですね。だから、記憶をして１人でできる。この段階が欠如しているん

じゃないかと思うんですよ。だから要するに、これははっきり言えば授業で先生方が生徒一人一人にわから

せる。「いいか、分数の計算はこうしてやるんだ」とわからせる。生徒が「わかった」と言って１人ででき

るような状態まで引き上げないと、家庭では学習できないわけですね。これをできないでお母さん、お父さ

んが手伝うところはちょっとまた親の学力の問題も出てくるので後は言いませんけれども、要するに今度の

テストで出たのは、例えばＡ問題は基礎・基本、Ｂ問題は忚用と出ております。これを算数でちょっと実際

の問題から出しますと、算数で平行四辺形の問題、向かい合う辺がこう平行であるという。これの面積を求

める問題で、これは底辺掛ける高さというのがわかるわけですよ。問題Ａでは。ところが、これを実際に公

園にこういう土地がありますと。すると、これをやりなさいとすると、底辺はわかったんですが、底辺掛け

る高さはいわないで、斜線、ななめの線ですね。これにやってしまったんです。そうすると誤答がたくさん

出たんですね。だから大騒ぎをして忚用が利かんと言ったんですよ。これは忚用というべきではないだろう

と思うんですね。要するに、これはわからせるという学校の作業が手ぬるかったというあかしにしかならん

だろうと思っております。 

 それで、ここで言ってしまいますが、この検討委員会を立ち上げるまでもないと思うんですよ。中学は１

７名です。小学校は１３名、座間味村で６年生と中学生。これに専門家の先生方が分析したほうがずっとい

いので、委員を住民の方からも出すというのはかえって仕事しながら生半可な検討にしかならんじゃないか

と思います。そこでですね、これは本当は公表はいけないんですけれども、私は、この教育の問題は教育委
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員会も、それともちろん村長も、議員の皆さんも、共同の責任であるという意味に立って共有しようと。あ

まり公言はしないでほしいと思うんですが、優秀ですから問題はないです。その前にですね、これも未公開

のものですが、平成１８年度の選抜入試の分析結果が出ております。それともう一つは、これは達成度テス

ト、平成１６年度のですが結果が出て送られていますが、座間味村のレベルはどのぐらいかといいますと、

県が国語、これ達成度の場合ですね。国語と数学と英語ですが、県のレベルが３６．２、島尻が３７．１、

座間味村は３９．８。数学、これは県が２８．７、島尻が２９．６、座間味村が４３．４。それから英語、

県が３０．７、島尻３０、座間味村４０．８。こんなずっと勝っていますね。それから今度の選抜、去年の

高校入試ですが、これ県は国語、これは５教科で言います。国語が３６．１、島尻３６．８、座間味村が４

８。どんどんいきます。社会３２、３４、５０。数学３１、３２．８、５４。理科３３．９、３５．５、５

１。英語３１．４、３１．６、座間味村５２です。それから今度の全国学力テスト、これも正直に出します。

これは先ほど小学校の国語以外はという話がありましたので、小学校の国語Ａ、基礎・基本ですね。これは

全国いきます。全国が８１．７、正答率ですよ。県が７６．７、座間味村が８０．０、これがちょっと务っ

ているんです。今度は国語、小学校の活用の部分ですね、国語Ｂです。全国が６２．０、沖縄県が５３．０、

座間味村が５１．０、ワンポイントずつです。次の一番新聞に出ている問題の数学に行きます。全国、これ

は数学Ａです。ごめんなさい、まだ算数ですね。小学校、算数Ａですね。これは全国８２．１、県が７６．

３、座間味村が８０．３、これもちょっと負けておりますね。次は忚用のＢです。全国は６３．６、沖縄県

が５１．３、座間味村が６５．７、この忚用の部分から追い抜いているんですよ。次中学行きます。中学の

数学ですね。これ非常に新聞でも問題になったんですが、全国は６０．６、沖縄県が４７．６、座間味村が

６２．４。今度は数学Ａ、全国が７０．０、沖縄県が５７．２、座間味村が７４．７です。これもはるかに

上ですね。国語、中学の国語です。全国８１．６、沖縄県７４．３、座間味村８３．０、これも全国を上

回っております。これは国語の活用の部分、これも全国７２．０、沖縄県６４．０、座間味村７２．０、一

緒です。こういう結果で、私は教育は覚えるという作業をなくしてはだめだろうと思っております。以上で

す。 

○ 議長（宮平秀保） 

 １番 宮里順之議員。 

○ １番（宮里順之議員） 

 ありがとうございました。時間が来たようですから、まだ質問をたくさん準備しておりましたけれども、

次の方々が待っておりますので、ひとつこれで割愛させてもらいます。どうも教育長、ありがとうございま

した。 

○ 議長（宮平秀保） 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 

再 開 

○ 議長（宮平秀保） 

 再開いたします。 

 ５番 金城英雄議員。 

○ ５番（金城英雄議員） 

 一般質問、３点ほどお聞きします。まず１点目に、船舶の運賃値上げについて。燃料高騰で船舶運賃値上

げの話がよその村ではあるが、座間味村では計画があるのかどうか。値上げしたらどのぐらいの値上げにな

るか伺います。船舶課長、お願いします。 
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○ 議長（宮平秀保） 

 宮村英美船舶課長。 

○ 船舶課長（宮村英美） 

 ただいまの運賃値上げについてお答えいたします。御指摘のとおり、高騰を続けている原油価格は航路事

業においても経営に大きな影響を与えております。住民の生活を維持する重要な航路ですので、運賃見直し

については今後の原油価格の変動を見ながら実施について検討してまいりたいと思います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ５番 金城英雄議員。 

○ ５番（金城英雄議員） 

 今の課長の答弁では、まだ幾らぐらいの値上げをするということは検討はしていないわけですね。 

○ 議長（宮平秀保） 

 宮村英美船舶課長。 

○ 船舶課長（宮村英美） 

 この原料の幾らぐらい、どれぐらい上げるかというこの上げ幅なんですが、実施することになれば５％か

ら１０％の範囲内になると思います。実際に今資料として試算はしておりますが、ちなみにこの上げ幅なん

ですが、去年、今年と決算５，０００万円の赤字になっておりますが、それ相当の値上げをするということ

になれば旅客運賃、それから小荷物、手荷物、自動車航送、貨物運賃、一律に１０％値上げしたときには４，

９００万円という数字になりますが、いずれにしても値上げ幅については関係機関との調整になってくると

思います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ５番 金城英雄議員。 

○ ５番（金城英雄議員） 

 値上げするとしたら５％から１０％というお話でございますが、これまでは黒字だったので総合事務局あ

たりからも指示はなかったと思いますが、どうしても赤字になると国、県、村から補助が出ますね。そうい

うときには、総合事務局から何パーセント値上げしなさいというような指示がこれまであったと思うんです

よね。ですから、あまりにも５％、１０％となると相当な値上げになるわけですが、もちろんこれはたくさ

ん上げて黒字にしたほうがだれも、担当職員としてはいいわけですが、あんまり値上げしてしまうとまた今

度は住民に非常に負担がかかるので、あんまりたくさんの、高額の値上げはしてはいけないだろうと思うん

ですが、でき得るものでしたらもう全然値上げをしないで運行ができたら幸いだと思っていますが、総合事

務局からはそれはまだ何も指示もないわけですよね。これはもう赤字経営で補助がでているわけですから、

必ず指示がくると思いますが、でき得る限りこれでも見込み計算をして、あんまり黒字に近づけるような値

上げをしたくないとそのように思います。その辺についてはよく検討して、課長、計算をしてやってくださ

い。この件についてはこれで終わります。 

 続けて２番目、財政健全化についてでございます。座間味村の財政状況が実質公債比率３０．７％となり、

２０１３年度まで２５％未満になると予測していると説明があるが、村としてはどのように健全化計画を策

定するか伺います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 垣花 健総務企画課長。 

○ 総務企画課長（垣花 健） 

 ただいまの金城議員の御質問にお答えいたします。確かに御指摘のとおり、本村の場合は実質公債比率が



 ― 576 ― 

平成１８年度決算において、３カ年平均で３０．７％と県内で最も高くなっておりまして、財政状況につい

ては決して優位とはいえません。ただ本村におきましては財政の健全化を図るため、現在、公債負担適正化

計画を策定しまして、その計画については総務省の確認を得ております。現在、同計画にのっとって公債費

の負担を計画的に圧縮し、２０１３年度をめどに実質公債比率を２５％以下に抑える予定です。また２０１

５年度までには地方債の発行に県知事の許可が必要のない、適正範囲内の１８％以下とすることとして計画

を進めているところであります。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ５番 金城英雄議員。 

○ ５番（金城英雄議員） 

 ２０１３年までに２５％未満に持っていくと今おっしゃられましたが、今の状況で村長、そういった赤字

を抱えていながら村の今は合併とか、そういうものにもまた話が関連してくるわけですが、生き残りをかけ

るためにあと１３年、１５年まで今のような財政で賄っていき切れるかどうかですね。そうなりますと、合

併の話が出てくるんじゃないかと私は思うんですが、我が村ではまだその合併についても何の計画もされて

いない。案づくりもいろいろあるとは思いますが、やられていないわけですが、村長。今後ですね、私なん

かが見てもこの財政では到底賄っていき切れないんじゃないか、また来年も給料の減額、下手するとその翌

年、その次も給料が下がっていくというような予測がするわけですよね。合併とかそういうものに対しては

どのように考えていますか。生き残りができるかどうかですね。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 非常に御心配の種だと思います。いろいろ報道されていますように、あるいはまた我々もそういうふうに

数字を発表している中で、今いわゆる健全化計画というのは平成１９年度の予算をひとつ基にして、これか

ら総務省等から２５％以上の地域に出てくるところですが、健全化ということでは、私はこういうふうに楽

観というまでではないんですけれども、自分としてはぜひ乗り切りたいという気持ちでこう考えております。

平成１８年度決算があったときまでは、いわゆる臨時財政調整債というのがもう平成１８年度で打ち切られ

るということでしたけれども、それが平成２１年度まで延びましたということで、その平成１８年度からこ

の２１年度までのいわゆる歳入に与えるものは尐し変化してきたということです。それから現国会でも議論

されておりますけれども、交付税の非常に財政的に困っている地域に尐し膨らみを持たせて考えていこうと

いう、これはまだ決定はないですけれども、そういうふうないわゆる状況を踏まえますと、努力しながら職

員の給与とか、そういったものはそんなに削れるものではないんですけれども、いろんな事業を尐し圧縮し

ながらすれば何とか持ちこたえることができるのかなということです。できるとは断言はできません。そう

いうことで、うんと努力はします。ただ合併とのかかわりでは、合併することによって財政的なひとつ苦労

というんでしょうか。それから逃れると、外れるというんでしょうかね。言葉がちょっと探し切れないんで

すけれども、そういうふうな形になるんですけれども、私は合併の議論というのは地域が、いわゆる地域に

住んでいる皆さん、住民が合併することによって今よりはよくなるんだという展望を持ち切れない限り、合

併という考え方を打ち出すわけにはいかないだろうというのが現時点での私の思い、考えでございます。

「おもい」というのは「重たい」という意味ではなくて、思っていること、考えているということでござい

ます。ということで、これから後で他の議員からもこの合併問題が議論されることになっておりますが、こ

こでは尐し合併問題は大まかなことでお答えして、後で御議論していただくことにしますけれども、私とし

ては早い時期に住民の考え方をまとめて合併議論を深めていきたいということを、今執行部としてはどうい
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う方向で持っていこうかということを検討しているところでございます。以上でございます。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ５番 金城英雄議員。 

○ ５番（金城英雄議員） 

 村長がおっしゃるのもよく、いろいろと新聞等やあらゆる報道から話を聞いてわかってはいますが、万一

のことがあってはいけないということで私は聞いているわけですよね。もちろん合併して、どこの市町村も

メリットがあるという答えが出たところがないんですよね。合併して二、三点はあるかもしれません。だか

らそういうことを入れたわけですが、極力その健全化するには支出を抑えないとやっぱり健全化にならない

んじゃないかと私は思うんですが、そこで調整監に一言お聞きしますが、財政調整監としてどういった形で、

どういった計画を持っていらっしゃるか。そこをちょっとお答えください。 

○ 議長（宮平秀保） 

 幸地 東政策調整監。 

○ 政策調整監（幸地 東） 

 座間味に参りまして１０カ月たちますけれども、今座間味のほうは非常に厳しい財政状況でございます。

また、その中で執行部もこの間、支出も非常に抑えてきたところではありますが、やはり住民の皆さんに必

要な支出については当然確保しなければなりませんので、その部分をどのように確保していくのかというこ

とをまず前提に考えざるを得ないと思います。その上で無駄になりそうな部分は省かざるを得ません。最終

的に次年度以降の財政のいろんな予算の編成の中で、各課の皆さんと調整をしながら総務企画課長を中心に

して、そのような計画をしていきたいと思います。ちょっと今具体的にどの辺というと、ちょっとお答えで

きるところがございませんけれども、いずれにしても議員おっしゃるように、まず「出るを制する」という

ことが必要だと思いますので、無駄な歳出については庁内を挙げて見直しに取り組むべきだというふうに考

えております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ５番 金城英雄議員。 

○ ５番（金城英雄議員） 

 具体的な計画はあまりまだやられていないようでございますが、これもあんまりせっぱ詰まっていろいろ

考えようとしたって、あんまりいい案は出ないと思いますので、調整監はあと１カ年いるように、２カ年と

いう話を聞いていますので、県から派遣されてきた以上は粉骨砕身の心でもって、我が村の財政健全化に向

けて頑張ってください。この質問はこれで終わります。 

 ３点目、下水道浄化槽施設についてお聞きします。この浄化槽から出る汚泥ですね、それはどのように処

理されているかお聞きします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英隆環境衛生課長。 

○ 環境衛生課長（金城英隆） 

 下水道の汚泥について、汚泥はどこでどのように処理しているのかという質問にお答えいたします。御質

問にあります汚泥処理についてお答えいたします。座間味島においては年間発生量が約６４立方あります。

旧ごみ処理場の空き地に保存もしております。資源の活用を図るため、平成１８年１月２５日に肥料登録を

行い、これまでに学校の花木の肥料、あとは農業肥料として約２３立方の活用実績がありました。今後住民

への周知を図り、有効活用を進めてまいります。阿嘉島においては年間発生量が約１２．６立方あります。

真謝の補助用地に保存をしております。資源の活用を図るため成分の検査を終えております。検査結果は合
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格ということで通知を受けております。肥料登録に向け、今申請の準備を進めているところであります。慶

留間島においては、現在まで汚泥が発生するレベルまではまだ達しておりません。まだ汚泥は出ておりませ

ん。以上です。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ５番 金城英雄議員。 

○ ５番（金城英雄議員） 

 課長がこの間私に説明もありましたが、ＥＭを使ってにおいがたたないようにして処理しているというこ

とでございますので、これ肥料にできる、肥料化して堆肥づくりして農家に提供するというお話でございま

すが、そのままでするとあまり利用が多くないので、農家全部に配付するような量にはならないと思います

が、村長、以前から村長が牛ふんを使って堆肥づくりをするという話もありましたが、そういったものは真

謝の畑に、阿嘉はたくさんギシキが生えていますので、それをチョッパーして、混合して堆肥づくりができ

るような方法はないのか。私がなぜそれをこのように言うかというと、幾ら検査に合格しているからとは

言っても、わからない人なんかがは非常に危険という誤解を受けるわけですね。ですから、早くそれをたく

さん積まないで処理してもらいたいと思うんですよ。だから、農家がもらわなければ、抵抗があって使って

いけなければ、真謝やニシ浜あたりの防風林にですね、そういった所にもまいたり、肥料として入れておけ

ば効果がないかと私は思うんですが、その点については研究をしてもらってやる方法はないのかどうかお伺

いします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 本当に御提言ありがとうございます。ちょっとまた早い話になるんですけれども、次年度というんでしょ

うか、要するに重点事業として取り組んでいきたいというふうに、今実は既にこの堆肥づくりということに

つきましては、以前に１０センチまでチョップできるチョッパー、機械を購入したんですけれども、それが

うまく稼働しなくて、今尐し故障状態でありますので。きのう、何か折が一緒で申しわけないんですけれど

も、きのう実は担当者にこれは早く動かせるようにということで指示をしたところです。考え方としまして

は、この汚泥は大体水分量が８０から９０ぐらいの水分量を持っておりますので、そのままでは使いにくい

です。今御提言があったように、やはり枯れ草を混ぜることによってよい肥料になっていくと思います。そ

れで今考えておりますのは、その枯れ草をどれぐらい混ぜたらちゃんとした肥料としてできるのかどうか、

そういったものをひとつ検討しながらやっていきたいと。その中には今６３立方と６４立方ですか。６４立

方というのは大体６メートル掛ける６メートルの、２メートルの量しかありませんので、それでは量的に村

としての量は足りません。それと生ごみがありますので、生ごみのミックスということと、それから先ほど

御提言のありました牛ふんにつきましては、一忚は畜舎で買うと。今警告しているんですけれども、畜舎で

買うということでふん尿を集めることができます。その装備についてはもう既に整備をしてありますので、

現在のところ、今牛が枯れ草を食べないと。座間味村はあまりにもこの生の草がおいしいと見えまして、枯

れ草を食べないという状況ですので、早くそれを食べるような飼育の仕方をお願いしまして、今御提言のあ

りましたことについて来年度、本当に重点的に取り組んでまいりたいと思いますので、金城議員はまた農業

委員会の委員でもありますので、ひとつ御指導をよろしくお願いしたいと思います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ５番 金城英雄議員。 

○ ５番（金城英雄議員） 
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 これを肥料化して、あんまり大々的ではなくても、小さな一坪ぐらいの畑にこれを使って作物を植えてみ

て、取れた作物を本当に検査して人間が食べても大丈夫なのかどうか、そのぐらいは行政はやってもらわな

いと、行政のすばらしいところを見せてもらわないといけないと思いますよ、村長。ですから研究、最初は

何でも小さなところから研究していって、しないとだめだと思いますので、ひとつこういった仕事になると

余分な仕事になってきて、だれがするのか、暇がないというようなことにもなるかとは思いますが、これ

やってまいておいておけば自然に農作物は大きくなるものですから、そういう研究もなさってください。そ

していい方法でこれが使えるようにお願いして、私の質問をこれで終わります。 

○ 議長（宮平秀保） 

 時間までは続けます。３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 私は施設の運営についてということで、前定例会で報告の形でその利用状況等を報告してほしいというこ

とでいつも提案しているんですが、通告書の中にも書いてありますけれども、運営及び管理と、大浜の施設

ですね、あと交流施設、艇庫。その中に利用度、収支等の資料の提出を求むと書いてあるんですけれども、

先ほど大浜と艇庫のものは報告書もらってあるんですよ。要するに何名が予約入って、何名が使ったという

こと。いわゆる教育委員会は何か忙しすぎて出てこないみたいですね。今出てきました。これ確認をする暇

がちょっとないので、後で質問の中に入れます。課長、利用状況というのは経過はわかっていますけれども、

それに対する金額と、あとこれからの計画というのが出ていないものですから、これをきれいにつくって全

議員に配付してほしいと思っております。それと私毎回申し上げているんですけれども、教育委員会と産業

振興課が別の動きをしているということで、これを総括した動きができないかと、利用ができないかという

ことを毎回お願いしているんですけれども、それに対して協議をしているかどうか、どのような協議をして

いるのか、ちょっとどちらでもいいですからお答え願えますか。協議をしたのかどうか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英幸産業振興課長。 

○ 産業振興課長（金城英幸） 

 金城議員の施設の利用状況についての委員会との協議ということなんですが、大浜とか艇庫の利用につい

ての委員会との、事業を一緒にやるというのは難しいような今判断をしています。そういうことで、例えば

交流センターで子供たちが活動するに当たって、また大浜で何ができるかということでいろいろ考えをして

みてきたんですが、なかなか難しいようであります。今産業振興課は大浜の施設はその施設の使い方で現在、

艇庫は艇庫の使用の仕方ということで、艇庫にあたっては、ヨット関係では共同で一忚ヨットの専門の方を

招いて指導などをやって、共同でのそういう利用の仕方はやっております。先ほどお尋ねのあった協議した

かということについては、先ほど答弁した中で施設の使用方が違うということなので、一忚協議などはして

おりません。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 私が前回提案したのは、交流施設と艇庫の中に入っているこのサバニとか小さいヨット、村が所有してい

るのがありますよね。これを教育の一環として組み合わせて使えるのであれば有効利用ができるんじゃない

かと。艇庫にそのサバニ等を預けている人たちが、その保管料金を、それでペイできるんじゃないかと。だ

から学校単位でもいいですよ、子ども会単位でもいいですよ。教育委員会がそういう沖縄本島とかの団体に

当たって、こういうヨットもできると、サバニもできますよということで外部にこう、民間でいえば営業で
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すよね。そういうことをやってほしいということで、そうすれば利用度が上がるから。利用度が上がれば施

設の管理費なんかがペイできるわけですよね。だから、そういう努力をしてほしいということで私は３月も、

この間の６月も９月も言っているわけですよ。それを先延ばしやっていては来年の３月の年度が終わったと

きには、恐らくまた管理費用も出ていないということになるんじゃないかと思って私はそういう話をしてい

るんです。だから、それとこの利用の方法は、はっきり言って早目に会議を開いてやるようにしてください。 

 それと、この艇庫のほうもそうなんですけれども、この施設に保険がかかっていると思うんですよね。い

ろんな保険が。どういう保険がかかっているのか、保険の内容をちょっと教えていただけますか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 しばらく休憩します。 

休 憩 

再 開 

○ 議長（宮平秀保） 

 再開します。 

 垣花 健総務企画課長。 

○ 総務企画課長（垣花 健） 

 村の施設については艇庫に限らず建物共済ということで、建物に関する保険は災害に関しての保険は入っ

ております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 建物に関しては、これは多分火災保険だと思うんですけれども、かかっていると思うんですけれども、利

用者に対しての補償というか、賠償というか、そういう保険はかかってないんですか。その辺をちょっとお

願いします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 垣花 健総務企画課長。 

○ 総務企画課長（垣花 健） 

 艇庫に関しては私のほうで承知しておりませんけれども、一部、これは座間味港のターミナル等について

はその利用者に関する保険も入っている施設もあります。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 一部と言ったらおかしいんですよね。要はどういうことかと言いますと、例えば大浜の施設、交流施設、

艇庫ですね。艇庫の場合は宿泊じゃないんですけれども、これは宿泊施設は保険はかけていますか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 垣花 健総務企画課長。 

○ 総務企画課長（垣花 健） 

 金城議員の御質問なんですけれども、確かに建物でもし災害が起きた場合、人身事故があった場合につい

ては、それが村の過失であるということであれば、それは損害賠償していかなければならないかとは思いま

すけれども、通常の利用においてはやはり、特にスポーツ大会とかでよくスポーツ保険とかというのは入る

かと思うんですけれども、やはり利用者においてもそういう手続をとってもらうことも必要かというふうに
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思います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 課長、ちょっと今の答えは逃げなんですよ。はっきり言いますけれども、スポーツ大会というのは村が企

画してからやることですよね。だから、その日のあれで保険がかかるんですよ、かけなくっちゃいけないん

ですよ。ところが、宿泊施設というのはそうはいかないんですよね。あれは村がどうぞ借りてくださいと、

旅行法のあれで中に入っているはずなんですよ、宿泊施設なんだから。保険はかけないといけないですよ。

あっちで火事でもあって人が死んだらどうしますか。保険かけてないから支払いできませんよと。そういう

ときに管理者いるんですか、誘導できる管理者いますか。だって管理やってないですよ、宿泊してるときに。

管理人は何名いるんですか、各施設に。特に宿泊施設、何かあったときに誘導する管理者が何名いますか、

お答えください。 

○ 議長（宮平秀保） 

 しばらく休憩します。 

休 憩 

再 開 

○ 議長（宮平秀保） 

 再開します。 

 幸地 東政策調整監。 

○ 政策調整監（幸地 東） 

 今のその旅館利用法とかの関係につきましては最終的な確認をしないと、私どものほうでは今お答えでき

ないんですけれども、例えば阿真の交流センターにしても、大浜の体験宿泊施設についても、あれは施設の

利用の提供であって、宿泊というサービスの提供とは若干違う部分があるのではないかと思います。ですか

ら、そこの場合の安全管理についての一義的な責任は利用者の側にあると思います。ですから、先ほどのス

ポーツ保険の例でいきますと、例えば阿真の交流センターを利用する方であれば、交流センターを利用する

団体さんが、みずからスポーツ傷害保険等に入って自分たちの安全を確保する場面ではないかと思っていま

す。一方で、例えばその村のほうの過失、何らかの村の過失、管理責任等によって発生した事故であれば、

それは村のほうの損害賠償の範疇になると思います。ですから、その村の過失によって発生する事故に対し

て担保をするために保険に入るべきであるという議論であれば、今後検討する必要があると思います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 ただいま調整監がおっしゃいましたように、この利用者が、その団体が例えば傷害保険を、旅行傷害保険

等あるので、これに入ってくる手もあります。しかし、その建物が例えば避難経路とか行ってだれかが教え

ていますかと言ったんです、私が言っているのは。多分、「はい、かぎ開けた」、「はい、どうぞ」でしょう。

それでは万が一何かあったときに、あっち管理者は２４時間泊まっているわけですよね、だれかね。両方。

何か緊急のときの管理者というのは、両方とも常時いるわけですよね。どうなっていますか、その辺ちょっ

と答えてもらえますか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 宮城 武教育課長。 
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○ 教育課長（宮城 武） 

 交流センターについては、その団体等が入舎といいますか、入居したときに、利用するときに教育委員会

の担当が行って設備の説明等を行っております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 交流センターであれば入所時に設備等の説明をして引き上げると。あとは緊急で何かあったときには、そ

の管理人はいないということになるわけですよね。それでいいかどうかというのは皆さんで今後判断してい

ただきたいんですけれども、大浜は多分私はいないと考えているんですけれども、２４時間いるかいないか。

多分同じようにいないと思うんですけれども、その辺ちょっと課長お願いします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英幸産業振興課長。 

○ 産業振興課長（金城英幸） 

 大浜の施設の管理なんですが、利用者からも一忚申し込みを受けます。その時点でその入所する人たちの

連絡、いわせれば携帯電話とかそういうのもやります。そして実際に座間味に入った場合に、うちの担当の

ほうで一忚施設まで案内して、その施設の使用の仕方、説明。そして今そういった緊急の連絡の場合の役場

と、そして担当の携帯とか、そういうのも一忚ちゃんと知らせて、入所、それで一忚戻りますが、定時です

ね、何回か施設まで一忚はどんな状況で使われているかとか、そういうことについて一忚は巡視などはやっ

ています。２４時間という管理は今実際やってはいないんですが、１０時から１２時ごろまで巡回して、こ

ういう状況は一忚管理状況やっております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 大浜の施設の件で私ちょっと耳にしたことがあるんですが、緊急連絡用のいわゆるこうお互いやっている

という話ですが、何か電話があるんだけれども、そうじゃないという話なんですね。何年前から通じていな

いのかがわからないと。なのに料金はずっと払っていると。これを点検したことはございますか。今どうい

うふうになっているのか、ちょっと報告をお願いします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英幸産業振興課長。 

○ 産業振興課長（金城英幸） 

 大浜の施設は、今電話は設置されています。外部から連絡があった場合には、転送できるように一忚やっ

ていますが、そこら辺が担当が外勤したりとか、そういうことでうまく連絡がとれていないというのが今の

状況です。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 今担当が、要するに連絡とれないということでありますけれども、施設というのはつくってそのまま置い

ておいたらもう老朽化するだけなんですね。管理しないで。常に開けたり閉めたりもしないと、空気の出し

入れもしないと、あの建物はもうやがて朽ち果てますよ。 

 それとさっき保険の件も出したんですけれども、宿泊施設は宿泊施設で、ちゃんともし万が一があった場
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合のその村の過失が認められた場合には、溶融炉のあの金額どころの話じゃないんで、その辺は早急に検討

してください。かけるべきなのか、どうなのか。 

 それともう一つ、艇庫の件なんですが、この間事故が起きていますよね。あの事故がどういう状況で起き

たのか、ちょっと説明を願います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英幸産業振興課長。 

○ 産業振興課長（金城英幸） 

 今艇庫の事故についてなんですが、たしか１２月５日だったと覚えています。使用者が今艇庫に保管して

あるサバニ、それを修繕するために艇庫の外に出したり、そして中に入れて、そういう作業を行っています。

その際にですね、艇庫の中にはこのサバニ、ヨット等を保管するために、サバニも重量がありますので、こ

れを移動するためのクレーンがあります。これホイストクレーンといいますが、１トンを吊り下げのクレー

ンです。それで作業をします。その際のワイヤーをとめてある金具のところから外れたということで、それ

をこうサバニを上げるときの、いわせればＨ構なんですが、それの部分が落下した。そして使用している右

手に当たったということで、その場所の確認、その使用の状況等を一忚警察も含めてですね、一忚確認して

あります。そのワイヤー止めからの外れについては、村としてもこの緩んでいたかどうかというのは確認し

ていなかったもんですから、これからの利用についてはその吊り下げる重量等に見合った目方のワイヤー等

を利用していきたいという形で今は考えています。事故としてはそういう形で今入っています。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 事故の状況はわかりましたけれども、要するにその管理がされていないということですよね。要するに、

その建物を貸して保管するにはお金をいただいていますよね。お金いただいているんだけれども、道具の点

検はしていませんよということですよね。それと私ちょっと、本人に確認したわけではないんですが、

ちょっと話を聞いたら、何か表から入らないで窓、裏窓から入ってそれをやっていたということを聞いたん

ですが、それは事実なのかどうか。こっちに申し込みがあって、表を開けて入っていたのかどうか。その辺

ちょっと答弁。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英幸産業振興課長。 

○ 産業振興課長（金城英幸） 

 艇庫の使用の貸し出しには申し込みがあって、産業振興課のほうでかぎを預けて、行ってもらってみずか

ら開けて艇庫を利用する。そして終わった後は返却するというのが今、やり方をやっています。その事故の

際はですね、二、三日前には使用しますよという話はあったんですが、その当日は産業振興課のほうには連

絡がありませんでした。使用した方に聞いてみますと、あいていたということでしたので、それで中に入っ

て使用したということです。窓から入ったとかということではなかったです。そのドアのほうが開いていた

ので、開けて入って使用したという。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 ドアのほう、二、三日前にはその本人が申し込みがあってかぎを持っていって開けて入ったということで

うすよね。ということは、その借りた日にかぎの返却はしているはずなんですよね。じゃあなぜ、そのかぎ
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があいていたのか。本人が、要するにまた使うからということでかぎをかけていなかったのか。その辺はど

うなんですかね。ちょっと教えてください。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英幸産業振興課長。 

○ 産業振興課長（金城英幸） 

 返却するときにかぎがかかっているかどうかについては、当然、産業振興課が確認すべきだったと思いま

す。しかし、そこら辺ができていない状況で、本人がかけたかどうかというのは今、一忚は確認はできてお

りません。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 要するに、あれもその中でけがしたということは、この道具が不備でけがしたということは、これ役場で

払わないといけないですよね、けがした相手に対して。要するにこれが原因で、ワイヤーどめが外れてそれ

が落下したということなんですのでね。要するに、ちゃんとそういうものを管理しますということでお金を

もらっているわけですから、要するに道具に関しては整備しなくちゃいけないわけですよ。ただ置くだけが

目的ではないわけですからね。ここら辺の今けがされた人が今どういう状況なのか、支払いはどうするのか、

どうなるのか。ちょっと村長、お願いします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英幸産業振興課長。 

○ 産業振興課長（金城英幸） 

 本人の今の状況なんですが、事故後ですね、那覇のほうに行って入院して、それで手の状況が骨折とかそ

ういうことがあったもんですから手術をして、今現在は退院しております。まだ本人との事故の発生状況と

か、そういうのがまだ確認は実際できていない状況にあります。本人も入院中でしたので、そういう詳しい

話し合いはできませんでしたので。その中でですね、この補償についても退院後話し合いをしましょうとい

うことで、見舞いのときにはそういう形で一忚終わっております。先週の金曜日だったかと思いますが、う

ちの補佐のほうで再度見舞いに行ったんですが、もう退院していなかったということなので、今その事故に

遭った方の知り合いを通じて自宅までお伺いしていいかどうかとか、今そういう調整をしています。そうい

う中でこれからのことは一忚話し合いしていきたいと思っております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 ですから、先ほどから宿泊もそうなんですよ。利用する人間からお金をもらっているわけですからね。そ

の中で万が一のことがあったときにはどう補償するかということを考えないと、これはっきり言って阿真と

阿佐と、両方１人の人間があっち飛んだりこっち飛んだりでは見れませんよね。職員数は尐ないですから。

だから、そういうものを職員みずからがやるというよりは、一括してでもいいし、分けてでもいいですから、

それで民間に管理委託をしたらどうかと。そうすれば、施設の運営も利用度もアップするんじゃないかと。

そういうものに、逆に言えば振り回されないで、皆さんのほうがもっと時間、ほかのことに時間がとれるん

じゃないかと思いますけれども。民間管理委託に関して、指定管理に関して今後可能性があるかどうか、そ

こら辺をちょっとお答え願えますか。 

○ 議長（宮平秀保） 
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 金城英幸産業振興課長。 

○ 産業振興課長（金城英幸） 

 施設の管理について指定管理者と今ありました。この指定管理について、これまで幾度となく一忚村の施

設を今全体的に指定しようということで、一忚検討はしてきております。そういう今できない状況にあるの

は、まだ一部で解決できていない部分があって、そういうものが解決できないので今は指定ができない状況

にありますので、今後はやはり分割とかそういうのが可能かどうかについて検討していきたいということで

あります。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 今解決できない部分というのがあるんですけれども、何がどう解決できないのか。それがわからないと、

ただ解決できない部分がありますのでと言われたら、何か次につながらないんですよね。どういうのが今

引っかかっているのかをお話願えますか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英幸産業振興課長。 

○ 産業振興課長（金城英幸） 

 解決できない部分については、今大浜の施設の土地の問題です。その土地の問題が契約できていない部分

がありますので、その部分の契約ができ次第、全体的な指定を考えていますけれども、今はできない状況に

ありますので、その部分は、先ほど分割というのはその部分を外してのできるかどうかを検討したいという

ことです。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 大浜の問題は土地の問題ということで相手があることですから、いつになるか、逆に言えばわからないわ

けですから、だから交流施設しても、艇庫にしても指定管理を早くやって、逆に運営を改善させていかない

といけないので、逆に皆さん、向こうとかかわり合う時間をなくしたほうがいいですよ。民間でやればさっ

きの保険の問題とかもあるので、民間のほうがその辺は確実性があるので、いちいち３月の予算計上どうの

こうのやらんでいいですよ。向こうはその場でやりますと。そうしますと、何か事故があったときに、今回

はたまたま骨折で入院だけで済みましたけれども、ホストクレーンのあのＨ構なんていったら、頭にでも当

たったら即死ですからね。これは逆に言えば不幸中の幸いなんですよ。皆さんに対する警告になっているわ

けですからね。だから指定管理も、逆に言えばもうこの議会が終わった時点から進めていくようにしてくだ

さい。施設の運営に関してはこれで終わります。 

○ 議長（宮平秀保） 

 これで午前の部を終わりまして、午後から引き続き一般質問を行います。 

休 憩 

再 開 

○ 議長（宮平秀保） 

 午前に引き続き一般質問を行います。 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 
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 午前中は途中になってしまいまして、これから施設運営について、④溶融炉の運営及び管理についてとい

うことでお聞きします。これは９月２０日の議会で焼却作業を１０月１日に開始するめどを立てているとい

うふうに環境衛生課長からの答弁があったんですが、それが今現在どういうふうになっているのか、ちょっ

と報告という形でお願いできますか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英隆環境衛生課長。 

○ 環境衛生課長（金城英隆） 

 ただいまの質問にお答えいたします。９月の議会において、１０月から操業するということにつきまして、

その後の操業の経過について報告をいたします。７月から点検整備作業を始めまして準備を整えておりまし

て、１０月１０日に火入れを行いまして、１０月１１日にごみの投入を始めまして、本格的なごみの焼却作

業を開始いたしました。開始しましたけれども、ごみを投入していわゆる出銑口というところから排出物が

出てきます。これが次の１２日の日に確認をしております。そういう作業を続けて順調に立ち上がったんで

すけれども、ごみを投入する、これは２系統の装置があるんですけれども、このうち１機が誤作動を起こし

まして、途中で停止をしてしまいました。そういうことで、１日の焼却量が２分の１の投入しかできなくて、

しばらくはその状態で続けておりましたけれども、出銑口からのスラグの排出がだんだん硬くなってしまい

まして、それを取り出すために酸素ランスといって、酸素を吹きつけて塊をこうやわらかくして取り除くと

いう作業を続けておりましたが、継続作業が無理だということで１０月２０日には作業を中止しております。

その後、炉が冷えるのを待って、中に残っている残留物の除去を行いまして、今かまは次の操業に向けて火

入れができるような状態になっております。電気については今いろんなこの施設全体の電気回路、これの

チェックを行いまして、大体このごみの投入をする装置にかかわる電気計装の回路、これを大体回路の場所

の特定までは確認をしております。そういうことで、試験的にその回路を作動するかどうか、テストを行う

必要はありますけれども、まだテストまではやっておりませんが、回路図がこれまでなかなか見つからなく

て、施設の中を全部点検しましたら、建設当時の作業場の中から回路図を見つけまして、それで回路の特定

をすることができました。場所の特定ができたんですけれども、復旧についてはテストをしてみないと何と

も言えませんが、平成１５年１２月に作業を開始してからもう４年が経過していますので、村としてはこれ

までに２回電気系統のトラブルがあったもんですから、回路全部を総点検する必要があるのではないかと。

また次回動かしたら、もし仮に動かした場合に軽微な電気のトラブル等があって、またとまるということで

ありましたら大きな操業費のロスになりますので、電気系統の総点検といいますか。今回の故障部分だけで

はなくて、総点検を行って起動ができるようにということで今考えております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 今の報告ですと、回路図はあると。先ほど調整監も裁判、宮里議員の質問に対して何といいますか、電気

計装関連としての件で和解案の中でもこれをくれるようにということで出しているという話がありました。

先ほど、これがないから逆に今動かせないみたいな話がありましたが、今図書もあると。どこが原因だとい

うのは大体把握したと書いてありましたけどね。先ほど宮里議員がこの宮平壮一郎さんですか、に対してこ

の日立情報制御ソリューションズという会社からきた回答というのが、私も一忚借りてもっているんですけ

れども、この中に先ほど調整監の話にもありました著作権法上の問題があるということでもらえないという

話で、これはもう見るとやっぱり著作権法上のという意味もあるんですよ。ところが、あともう１件あるの

が改造というのがあるんですね。この２つに対しては還元溶融さんにいかなければ、オーケーがもらえなけ
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ればできないということですよね。この日立さんに修理をお願いしたことはありますか、修理依頼。その辺

をお願いします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英隆環境衛生課長。 

○ 環境衛生課長（金城英隆） 

 今お手元に持っているコピーについては、これは村の課のほうから日立のほうへ回路図と、それとソフト

のプログラムで設計されたものがあるもんですから、それとですね、あと修理の依頼、この３つについては

依頼をしたことがあります。これに対する回答が今手元に持っている資料で回答が来ておりますけれども、

まずは回路図、図面等をまず先にチェックしないと故障の場所は特定できないと。ある程度試験的に動かす

ことはできるんですけれども、それが全く何も作業が目に見えない状況にあったものですから。日立のほう

は還元にこの資料は一忚全部送ってあるとの回答でした。向こうを経由して村のほうに納めてもらいたいと

いうことでしたが、今裁判で争っている状況ですから届くということはまずないと。そういうことで、村と

しては独自で日立さんと、直接自治体と設計をした電機メーカーということでの依頼はやっております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 これは、日立さんはその取りつけまでここに来てやったのか、例えばソフトだけを収めているのか、どち

らですか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英隆環境衛生課長。 

○ 環境衛生課長（金城英隆） 

 年度としては平成１５年度あたりに電気計装の整備をしたと思うんですけれども、当時の課長がちょっと

おりませんのでただ想定的な話になるんですが、いわゆる起動する前にいろんな検査を行います。ソフトプ

ログラムが入っていますので、これはやっぱりメーカーじゃないと電気のチェックとか、全回路のチェック

は還元さんではちょっとできかねたのではないかなと。よって、ここに現地に来て取りつけテストまでやっ

たというふうに考えられます。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 要は、そのノウハウは持っているわけですよね。図面を見なくても逆に言えばその技術者はチェックでき

るはずなんですよ。だからこれに関しては、この回答に関しては、修理に関しては何にも、チェックに関し

ては何の答えも返ってきていないですよね、これ。ただ図書というか、その図面は還元さんからもらってく

ださいと。改造する場合も向こうに出してやってくださいと書いてあるわけですよ。だから、日立さん自体

が来てからチェックすることをできませんとどこにも書いてありませんね。はっきり言って。書いてないで

す、これ。そんな回答どこにないんですね。だから、そこら辺をちゃんと本当にこれ来てからやることもで

きないのかということを確認しましたか。ちょっとお願いします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英隆環境衛生課長。 

○ 環境衛生課長（金城英隆） 

 確かに技術者派遣の件については配付してある資料のほうに記載されておりませんけれども、先ほど申し
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上げたように図書の提出プラス電話、これは電話なんですけれども、電話で技術の支援ということでお願い

はしてきました。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 ということは、依頼はしたけれどもこの回答に入っていないということは、技術の協力をするかしないか、

回答がないというわけですよね。 

○ 議長（宮平秀保） 

 幸地 東政策調整監。 

○ 政策調整監（幸地 東） 

 まずこちらから出しましたのがごみ焼却設備の電気計装関連装置の提出ということと、もう一つは設備の

一部改造という両方があるわけですね。そのいずれをやるに当たっても、確かにおっしゃるとおり彼らがこ

ちらに来て確認をすることは可能だと思うんですけれども、一方でその今の著作権法等のいろんな関係から

しますと、日立情報制御ソリューションズというのは還元溶融さんとの契約関係になっているわけです。

我々は還元溶融さんとの契約関係ですから、日立さんとの直接な関係はありません。ですから著作権に関し

ても、彼らはこちらとの関係しか持っていないわけです。そういうこともあって、今こういうふうな協力関

係に忚じられないということを言ってきているわけですね。議員が今おっしゃっているのは、じゃあこっち

に来て見ることは可能なんじゃないのということだと思うんですけれども、ただ可能は可能かもしれないん

ですが、そうなった場合にこちらに来たとしても、じゃあここにふぐあいがあるとなったとしても、それを

我々に報告することができないと思うんですよ、彼らは。なぜかというと、その著作物としての権利は向こ

うが持っていますので、我々に報告する義務はないわけです。そうなると、こちらに来る意味もほとんどな

いというふうな意味で回答がないのではないかと思うんですね。ですから、権利上の問題として彼らが言っ

ているのは、我々は還元溶融さんとの権利義務関係は有しているけれども我々とはないので、我々が必要で

あれば還元溶融さんが出して構わないという承諾を取ってくださいということなんです。現に我々が裁判で

お願いしているのは、実はまさしくそこでして、日立情報制御ソリューションズだけでなくて、ほかにも還

元溶融さんは第３者に対して製品の製造と納品を依頼していますので、これに関しても同じ事態が起きる可

能性がありますから、そのすべてにわたって我々がその皆さんが発注した第３者に対して直接やっていいと

いうふうな了解をくれということを我々は今お願いしているところなんです。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 いや、今の調整監の説明では、あくまでもこれチェックしてふぐあいがありましたと。ここはこうですよ

という報告はできないと言っているわけですよね。これ別に報告はしなくていいですよ。口頭でもいいです

よ、こっちが悪いと。だから直しましたでいいんですよ。彼らは自分たちでつくっているわけですから、自

分たちで納めていますよね。逆に言えば、納めているのがふぐあいを起こすということは、向こうにも責任

があるわけですよ、逆に言えばね。ソフトをつくった会社が納品するというときには、ふぐあいがないこと

を前提としてやるわけですよ。ところが、先ほどの環境衛生課長の話だと、平成１５年から操業したんだけ

れどもすぐトラブルがあったと。ということは、向こうが最初からふぐあいのものを入れているわけじゃな

いですか。それも２回もあったというわけでしょう。彼らこそ完全なる商品を入れていないとういことにな

るわけですよ。だからその辺をやっていかないと、いつまでもこの著作権だけで争っていたら、向こうがあ



 ― 589 ― 

くまでも裁判に忚じなかったときには永久に使えないということになりますけどね、はっきり言って。 

 それと、もしあの会社がつぶれてなくりました。どことああいった交渉をするんですか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 幸地 東政策調整監。 

○ 政策調整監（幸地 東） 

 先ほど申し上げましたとおり、また環境衛生課長から申し上げましたとおり、この還元溶融さんから委託

というか、発注を受けた会社ですね、日立さんを含めて、そちらは還元溶融さんに納品をしています。です

から、還元溶融さんが検品をして完了の検査をして彼らに了解を与えているわけです。我々は還元溶融さん

が納めた機器をやっていますので、我々が要求できるのはあくまで還元溶融さんに対してしか債権債務は発

生していないわけです、権利義務関係は。今おっしゃっているように日立さんたちは、確かに日立に限らず

その発注を受けた皆さんは完成した適正な商品を納入する義務がありますけれども、その納入する義務を

負っているのはあくまで還元溶融さんに対してですので、我々ではないわけです。ですから、その点は御理

解いただきたいと。ですから、我々としては還元溶融さんがやったのであれば、還元溶融さんとしか交渉が

できないという現実です。法律的な考え方からしてそういうふうに考えています。 

 後半のほうで、ではそうなるとこの還元溶融が納得しなければ全然処理ができないじゃないかと。おっ

しゃるとおりです。ですから、我々のほうは今の和解協議の中でそちらを認めてくれということを、今回の

日立さんだけではなくて、もっと包括的な形でですね、一般的に認めるということを条件としてお願いをし

ています。裁判所のほうもその条件をやらない限り、まさしくおっしゃったように、還元溶融が仮になく

なってしまったらどことどう交渉するんですかという事態も置きかねませんので、そういう事態を裁判所も

十分理解していただいていますから、還元溶融に対してもそちら辺のところは必要なんじゃないですかとい

うふうな話し方をされて、和解協議をもっと積極的にやるようにというふうな形での話しかけをしていただ

いているところです。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 裁判所はそれをわかって、その和解の席に着きなさいということを提示しているわけですよね、勧告して

いるわけですよね。この間行ったら相手の社長が出てこないわけですよね。今後もその可能性はあるわけで

すよ。そうなった場合には、いつまでやるかわからないわけですよね。１月３０日に判決をすると言ってい

ますけれども、相手が来なければがっと延びるわけですよね、逆に言えば。判決できないわけです、相手が

テーブルに着かなければ。テーブルに着かなければ、裁判所としては判決は出せないわけですよね、結審で

きないわけですよね。そうなったときにどうするかですよね、要は。じゃあ向こうのこの今ソフトですね。

ソフトが問題であれば、逆に言えばですよ、その電気系統のものが幾らで、その部分に関して幾らでつくっ

ているか。幾ら金がかかっているのか。和解ができるまで長延ばしにしていってアウトになるより、それと

も逆に言えばそのソフト自体を、電気計装自体変えると。変えた場合に幾らかかるかとか、そういうことま

で検討したことはありますか。課長、あれ電気計装部分だけで幾らかかっているのか、幾らかかるのか、こ

れをちょっと教えてください。 

○ 議長（宮平秀保） 

 しばらく休憩します。 

休 憩 

再 開 



 ― 590 ― 

○ 議長（宮平秀保） 

 再開します。 

 金城英隆環境衛生課長。 

○ 環境衛生課長（金城英隆） 

 今の質問ですけれども、電気のこの計装なんですけれども、かなり機械設備が大きいもんですから、いわ

ゆる制御盤が全部で１０基ぐらいあります。その中である程度特定はしてはいるんですけれども、それにか

かる設計のその中から拾い出し作業というのは、ちょっと非常に厳しいところがあります。全く無理という

ことではないんですが、それとこの電子回路についても私は専門的な知識を有していないんですけれども、

そのプログラムを組むのがほかのメーカーでできるのか、そのあたりをちょっと検討はしたことはないんで

すが、いわゆるひとつ特殊なプログラムを組むわけですので、この辺の検討についてはそっくり計装類を、

その部分だけのものを取りかえる費用の積算、それとソフトに対しての検討、ほかの電機メーカーについて

は庁内においては検討したことはないです。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 じゃあこれは和解ができるまで、この機械は動きませんでいいんですか。よろしいですか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 幸地 東政策調整監。 

○ 政策調整監（幸地 東） 

 原則として、仮に我々が向こうさんの言うとおりのままで和解をしなければ動かすことはできないと思い

ます。現状でいけばですね。ただ、我々から彼らに対して今申し伝えていることが一つございますのは、こ

の協力をもし最後まで拒むということであれば、我々の事業を妨害しているということで訴えを起こします

ということは彼らに伝えてあります。これは裁判官も同席の中で私どもの弁護士から伝えてあります。裁判

官もこのことを承知しているので、この和解ができなければさらに新たな訴えが起きて、さらに訴訟が長引

いてごみが焼けなくなると。そういうことはぜひとも避けるべきだということは裁判官も重々重ねて何度も

おっしゃっておられます。ですから、その辺のところで和解をとにかく優先して成立をさせることがまず近

道だろうということで今努力をしているところです。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 多分、向こうもいつまでもそう頑固でね、自分たちの我を通すとは思わないと思う。特に裁判所から言わ

れているのであればね。だけど、逆にこれがもし早目に解決した場合に、自分たちの中で、村のほうで業者

選定して操業をしますということなんですが、今現在といいますか、これ平成１８年１０月１日の村の広報

に載っています経過報告の中で、平成１８年３月２８日から４月１８日にかけて「実施操業の折」と書いて

あるんですけれども、これ還元さんですね。ＯＢの技術者を中心に村が集めたチームで老機種操業し溶融処

理しましたとあるんですが、これはひとつの還元さん以外の会社でやったわけですよね。これは会社名は伏

せていいですけれども、どういうグループなのかちょっと教えていただけますか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英隆環境衛生課長。 

○ 環境衛生課長（金城英隆） 
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 この広報に記載してある文章の文言なんですけれども、実施操業という表現で書いてあることに関しては

いろいろと私のところにも質問がきます。いろいろと実施操業ということに関して、どういうことなのかな

ということがなかなかわかりにくいということのようです。村としてはこれまでどう整備して、それで操業

をやっておりました還元溶融からは溶融操業ではなくて、新たな操業をしたということでそういうふうな表

現になってはいるんですけれども、この編成したグループというのは村がいろいろと還元の後の操業に対し

ていろいろ作業員の確保等、それとあとこういう大がかりな作業というのは村が直轄で作業契約というのは

非常に困難なものがあります。それとあとは道具管理とか、あとは労働災害とか、いろいろそういうものを

考えた場合には、ある程度の組織のほうに、団体の事業所等の組織に委託をしたほうがいいだろうというこ

とで一括してですね。作業員の雇用については相談をしました。それが村が作業員の確保については全部丸

投げではなくて、いろいろとこれまでの創業者、還元のときの操業していた経験者等も含めていろいろと相

談をして作業員の確保をしております。現在でもその辺は以前の作業員がいるようです。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 私、この間まで、１０月の先ほどの課長の報告でありました、１０月１１日からごみを投入したと。２０

日で停止したと。停止したということで、いつから操業するんですかということですが、故障していると聞

いたもんですから、整備状況といつから稼働するかということで先ほど課長がおっしゃっていたグループで

すね、グループの長に会いに行ったんですね。そしたらですね、座間味村とはもうできないという話をして

いたんですよ。どういう理由でですかと聞いたら、今まで一生懸命協力してやってきたんだけれども、どう

も自分たちは疑われていると、ありもしないことを何かこう言われて非常に名誉を傷つけられて、もう座間

味村に協力、今のところは協力できないということを言っていたわけですよ。それで理由をちゃんと聞かせ

てくださいと言うんだけれども、そこまで詳しくは聞けませんでした。しかし、内容証明を送っております

からそこを見てくださいと。村長あてに内容証明を送っていますからね、それを見てくださいとはっきり言

われたんですよ。後でその内容証明の中身を見せていただけますか。なぜその人はそういうことを言うよう

になったのか、その理由をちょっと教えてください。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英隆環境衛生課長。 

○ 環境衛生課長（金城英隆） 

 ただいまの質問の件については、村のほうから質問ということで書面ではなくて、電話等で質問という形

で投げかけておりますけれども、非常に過敏に反忚したというようなことで、ひとつ誤解だと思っておりま

す。それについてはですね、ちょっと我々の表現の仕方が適切ではなかった部分もあったかもしれませんの

で、これについては説明をきちっとやっていきたいというふうに考えております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 この広報にも書いてあるんだけれども、前の会社も還元も信用できないからと、だから切ったんだと。新

しいグループをこうつくってやっているんだと、これ書いてありますよ。先ほど調整監、裁判官も相手に対

して早く同意しなさいと、ここは操業できるようにしなさいと勧告を出していると言っております。さあ操

業オーケーですよといったときに、じゃあ今までやってきた信頼関係があるという会社は座間味村とは協力

できません、名誉傷つけられましたと言っているわけですからね。そのときに、じゃあどこの会社でやるん
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ですか。もう新しい会社を探しているんですか。その辺ちょっと教えてください。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 ただいま名誉を傷つけられたということで、これまでいわゆる還元に次ぐ第２のいわゆる操業グループの

まとめをしている方にお会いして、そういうことの話があったというふうにありますけれども、このことに

つきましてはお互い誤解、言葉の使い方に問題があったと私も思っております。それで、本人にはそういう

説明をして、ほぼ納得をいただいているところです。それで一番ですね、大きかったのは、１１月１９日で

すか、和解協議ということが、恐らく相手側もですね、自分たちを切り捨てるだろうと。これは皆さんそう

言っていますが、いやそんなことはありませんよと。そういう情報を伝えるのが遅かったものですからね、

尐し。今の話とは直接は関係ないんですけれども、そういうことも一緒に折り重なってそういう状態になっ

ていると思います。それで私はこういうものを取り上げていいかどうか知りませんが、先ほどまた調整監か

らも話がありましたように、相手からの和解協議の中で自分たちに平成１７年度の操業と同じような方法で、

すべてを自分たちに任せてくれということについては、私はノーですとはっきり申し上げております。これ

はやりませんと。それから今、自分たちの次にその操業にかかわっている方々、これも全部切りなさいと。

これもできませんと。今私たちが頼れる方というのは、この方々しか今いませんということで、これもお断

りしたと。ですから、今裁判官から言われていることは、その３名についてどう考えるかというのを示して

もいいんじゃないかというんですけれども、私はそういうことから外すことはしませんと。先ほどから申し

上げておりますように、還元等に丸投げするということは考えておりませんので、そうすると我々は指導者

を失うことになりますから、これは絶対そういうことは考えていないということで、先ほど名前が挙がった

方にもその旨をお伝えして御理解いただいていると私は今のところ思っております。ですから、早くこの故

障部分、先ほどの電気系統ですね。要するに我々が直接つくった、メーカーと交渉ができるような状況をつ

くって、一日も早い操業をしていくということに懸命な努力をしているところでございます。以上です。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 今村長の答弁の中で、今現在やっている人たちのその言葉を間違えて、こうお互い行き違いがあるんだと。

その後話し合いをして、相手に理解をしてもらったんだという話でありますけれども、これ完全に解決して

いるわけですよね。相手は納得しているわけですよね。その辺ちょっとお願いします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 先ほど御理解いただけているものだと私は思いますという、非常に含みある発言をしましたけれども、こ

の文書で返してくれということでありますので、この議会終わり次第、来週始めですね、文書を介してお互

いじゃあそうだったかという、いわゆる理解し合う場をつくるということで今話を進めているところであり

ます。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 その件についてはこれでいいですけれども、先ほどのあれでね、操業ができない場合は持ち出しのことも
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考えているという話をしておりましたけれども、南部広域にはもう埋め立てするところもないということで

やっていますけれども、沖縄本島のね。その持ち出しするときに沖縄本島に持ち出しするんだろうけれども、

その相手の自治体というのはもう交渉入っているんでしょうか。どういう形でやっていくと考えているんで

しょうか。その辺をちょっとお願いします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 私たちは還元さんとこういう状態になったときに、今の要するに新しい操業をしているグループができる

前のことですけれども、そのときには近郊の自治体に申し入れをしまして協力をするというふうに回答をも

らっています。ただしかし、やり方等についてはこれから。さらに、そのときからかなり時間が経過してお

りますので、近々ですね、また再協力願いというんでしょうかね、依頼をして進めていこうというふうに考

えております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 その交渉相手は前回やったということなので、そのときどこのその自治体とそういう話し合いを持たれた

のか、よろしければ教えていただけますか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 そのときにですね、実は今この新しく請け負うというときに、もしできなければということも含めまして

交渉していますので、一番近いということ、それともう一つはこれまで余力があるということで那覇市のご

みを請け負っていた浦添市です。そこにお願いをして、もしそういう状況になれば支援しますというふうな

答えはいただいております。ただもう尐し補足しますが、この現時点で時間が経過しておりますので、近々

もう１回、また同じようなことをお願いし、あるいはもう一つまた近くの自治体にお願いできることだった

らそこら辺もお願いしていきたいなというふうに思っています。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 今質問の途中なんですが、何か持ち時間が制限されていたんですが、私の質問がまだあと２つほどあって、

まだこの溶融炉の件、あと亓、六分は必要じゃないかなと思っているので、時間延長しても大丈夫ですか。

皆さん。 

○ 議長（宮平秀保） 

 延長を認めます。 

 それから簡潔に、質問者も答弁者も簡潔にお願いします。 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 質問を続けます。近隣の、特に浦添でということで考えておられるということであるので、その裁判がい

つ決着するかわからないわけですから、もうそれに対してもう動いているわけですね、はっきり言ってね。

それどうしようかというのは、課長はもう準備しているはずなんですよね。どういう方法でやるのか、やろ
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うと考えているのか。課長の考えをちょっとお聞かせ願えますか。計画ですね。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英隆環境衛生課長。 

○ 環境衛生課長（金城英隆） 

 今現時点ではこういうふうに処理しようということはまだ庁内では決定はしていません。ただ、先ほどか

ら申し上げているように、今溶融炉の施設、電気の問題が解決しておりませんので、我々としてはこの裁判

の中で金銭的な判決、それとあと炉が動くものをこの判決の中で裁判所で盛り込んでもらうのを非常に期待

しております。というのは、電気を直してもらう、バックアップをその裁判所のほうから同意を取り付けた

いというふうに考えています。これはあくまでも裁判所が判断することですから、そういうことでどんどん

時間だけたっていくというのを見ているわけにもいきませんので、裁判の流れと合わせてですね、この今置

いてあるごみを早く片付ける方法がないものかということと合わせて考えています。やっぱりどうしても衛

生的な問題が発生しますので、量的にももうごみピット、年内ではもうごみピットにやっと納まるぐらいの

もうぎりぎりの状態まできていますので。今村としては全部持ち出すというのは、これはまたかなりの費用

もかかるし、受け入れの相手先の自治体の問題、そういうのもありますので、屋外に置いてあるごみ、それ

といわゆる年度内、３月までに排出されるごみの量を大体想定して、その分だけを他自治体に、もしくは本

当に搬出する場合には、全部ではなくて一部のものを搬出して、それでごみピットが来年の３月までのごみ

がそこに納まるようなぐらいの量を持ち出す必要があるのかなというふうに考えております。全部持ち出す

というのはちょっともう無理です、量的にも。輸送方法等も今、日当たりのごみの収集で持ち込まれるごみ

の量、これをもしフェリーとかほかのもので持ち出すと。持ち込みよりは持ち出しを多くしないといつまで

も減らないわけですから。そういうことでですね、フェリーを利用する方法と、あとは台船で運ぶとかとい

うような方法があります。この台船で運ぶものについても県の主管課と手続等、行政的な手続等、そういう

ものを含めて今いろいろと相談はしておりますけれども、あわせて考えているということです。その方向で

決定ということではありません。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 ３月までのごみの量を想定してという話がありますけれども、逆に言えばですよ。今いろいろたまってい

るわけですよね。その分に関してですよ。第１回目の作業を何月何日ぐらいまでにできるか。最初に持ち出

しするのは何月何日ぐらいに計画しているか、それをちょっと教えてください。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英隆環境衛生課長。 

○ 環境衛生課長（金城英隆） 

 先ほど裁判の状況を勘案しながらあわせて考えているという答弁をしたんですけれども、裁判自体ですね、

判決の内容がどういうような、一番危惧しているのはいわゆる金額的な支払いですね。支払い方法がどうな

るのかというのが全く今のところわかりません。これは和解案の中には分割してというような要望等をやっ

ていますけれども、これはあくまでも裁判所の判断になるものですから、それを支払うにはちょっと…、こ

れはですね、これ今私の答弁を聞けばわかります、後で。そういうことで、裁判所の決定額というのはこれ

はもう支払わないといけないわけですから、そうなると今ごみを排出する予算というのは裁判の支払い費用

へ全部回っていくかもしれません。そういうことでごみが運べないというような状況も、最悪の事態が発生

するかもしれませんので、あくまでも予算額という残額というのがまた一つ大きな課題として残ってきます
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ので、それもあわせて今計算をしながらやっているところです。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 今課長の答弁の中で、裁判の費用が高額になると、差し押さえされるだろうみたいな話があったんですけ

れども、これは何日かな、これも９月６日第４回の臨時議会で答弁した内容を見てみますと、課長は３００

万円という支払いがあれば大丈夫だというふうなお答えをしているんですよ。３００万円。要するに数字の

内訳３００万円、平成１７年１０月操業分に基づいたもので３００万円とあるんですね。だから、大体コー

クスとかそういうものは支払いをしないという感じで答えているんですよ。ということは、コークスとかそ

ういうのが入らなければ、逆にいえば高額にはならないはずなんですよね。これもう臨時議会での答弁です

よ、これ。３００万円を支払う、これはもう絶対に払わないといけないのが３００万円だと言っているわけ

ですよ。コークスは使っていないから、使っている分だけを払うんであって、使っていない分には払いませ

んと。これがあるから高額になるんだという話をしているんですよ。高額になるということは、これもじゃ

あ買い取りしますよという意味にとっていいんですかね。 

○ 議長（宮平秀保） 

 しばらく休憩します。 

休 憩 

再 開 

○ 議長（宮平秀保） 

 再開します。 

 幸地 東政策調整監。 

○ 政策調整監（幸地 東） 

 ３００万円の数字の話については、９月議会でお答えしたときには我々が確認していて支払うべき額だと

思えるのはこれだけだと。じゃあ残り幾らかということになると、それは最終的に裁判で判定されることな

ので、我々としてはお答えができないということで答弁をした記憶がございます。ですから、３００万円し

か皆さん払わないでしょうと、和解金額もそれで終わりでしょうということにはならないという理解です。

基本的に現在の裁判では先ほど議論もありましたけれども、３，０６０万円余の金額の支払いを命じられて

いるということについては、これはそのとおりでございます。その内のりで一体幾らでその和解が成立をす

るのかということがわからないと、すぐその操業費用、今和解金として用意しているお金、もしくは供託し

ているお金、プラスアルファとして出ていかなければいけないお金、そういうものを全部含めて幾らかわか

らないと、すぐにいついつからこういうふうな、島外搬出が始められますということが予算の範囲では言え

ないということを先ほど金城が述べたものだと考えています。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 それで今はそのように調整監の答弁の中であったように、もろもろ、裁判するには供託金も出ていますし、

あと弁護士、先ほどの答弁の中で弁護士費用等々ありますからね。かなり高額になってくるだろうというこ

とはわかっておりますよ。はっきり言って、だけどそれだけの金額を全部認めるということもおかしな話

じゃないですかと。皆さんは臨時議会でこの控訴理由のときには１００対０では勝てないけれども、かなり

勝てるということを言っていますからね。そうすれば、丸々払ったということになれば控訴する必要なかっ
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たわけですよ。丸々払うんであればね。だから、そういうことを言っているわけですよ。だから、いつまで

もごみをためるのかと。予算のことを言っている場合かと、逆に。向こうがオーケーして、使用してどうぞ

と言ったところで、相手とはこれからその何というのかな、技術者とは今からこう話し合いをするというわ

けでしょう。全然何にも整備されていないじゃない、整っていないじゃないですか。行き当たりばったりで

やっているんですか。違うはずですよ。ちゃんと計画に基づいて皆さんやっているはずですよね、仕事は。

控訴するにも、それなりの理由があったはずですよ。ただ電気系統だけをどうのこうの言ってやったわけ

じゃないはずですよ。私は９月にも、臨時議会のときにも言いましたけれども、そのときには控訴するかど

うか、村の口座が差し押さえられたら仕事ができないということで私らはオーケーしたんですけれどもね。

私はそのときに言いましたよ。そのときの責任所在、要はどういうことかと言ったら、第１回口頭弁論の第

一審で行っていないからこうなっているわけですよね。このときの責任所在はどう今考えているかと、判決

が出ようが出まいが、それは関係ないですよ。調整監は冷静にやっていくという話をしていますからね。あ

れからどういうふうになったのか、これはあれが裁判所からきてから１２月１８日までの期間、当時の担当

課長は、そのときの村長の答弁では出張していて、ほかの書類に紛れ込んで見ていませんという話だったん

ですよ。では、その何といいますか、２４日に出して１１月２７日にたしか届いているはずです。１１月の

ね。それ２７日からずっと出張に行っていたのか、勤務表を提出してくださいよ。その間、受け付けした文

書はほかの課には行っていないんですか。総務課長は一切見ていないんですか。その場逃れのその言いわけ

というのは、絶対許されるものじゃないですよ。これ何千万円という金ですよ。さっき金城英雄議員からも

出ていましたけれども、公債比率がこれだけ上がってきているんですよ。そこにさらにどこから金を持って

くるんですか。課長、村長の退職金を持ってきて充てても、それだけカバーできませんよ、これ。だからい

い加減な答弁のやり方しないでくださいよ、はっきり言って。 

 ちょっと休憩入れてください。 

○ 議長（宮平秀保） 

 しばらく休憩します。 

休 憩 

再 開 

○ 議長（宮平秀保） 

 再開します。 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 時間かなり消化しているんでね、この溶融の件は７番の宮里清之助議員も同じような質問ありますので、

私のはこの溶融炉の件に関しては終わります。 

 次の質問行っていいですよね。次アイランダーズの問題なんですが、簡潔に聞くから簡潔に答えてくださ

い。今、これだれが答えるのかな、アイランダーズの件。総務課長。今アイランダーズは会員は何名ですか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 垣花 健総務企画課長。 

○ 総務企画課長（垣花 健） 

 お答えいたします。現在、村外村内合わせて約２，３００名の会員です。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 
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 ２，３００名ということは、これは毎年更新の人たちですか、それとも新規加入者が何割かいるのか。お

願いします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 垣花 健総務企画課長。 

○ 総務企画課長（垣花 健） 

 ２，３００名は更新も新規も含めての数字となっておりますが、申しわけありません。今ちょっと新規の

会員がこの中に何名いるかというデータがちょっと手元にありませんので、全体の数字しか申し上げられま

せん。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 これは更新のときは１，０００円、新規加入の場合は５００円プラス１，０００円かな、ですよね。今年

ですね、何名。昨年でもいいですよ。平成１８年度でもいいですよ。プラスの更新と新規のお金が幾ら入っ

たか、ちょっと教えてください。 

○ 議長（宮平秀保） 

 垣花 健総務企画課長。 

○ 総務企画課長（垣花 健） 

 こちらの手元に平成１８年４月から平成１９年３月までのアイランダーズの入金の額があります。１年間

のアイランダーズの入金が約２９０万円となっております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 この２９０万円のお金はどこに入っているんですか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 垣花 健総務企画課長。 

○ 総務企画課長（垣花 健） 

 事業を主催しております株式会社２１・ざまみのほうに入っております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 確かにこのほうにアイランダーズのメンバー登録の規約があるんですけれども、確かこれは株式会社２

１・ざまみではこの規約がこうあるんですね。会社は２１・ざまみなんですよね。２１・ざまみなんですね。

確かにこれを管理しています。入会金、更新料は２１・ざまみに入っておりますが、この２１・ざまみがや

らなければいけないサービスというのがあるんですね。この中にですね、第５章１９条の中に、すみません、

これちょっと違います。これ予約のですね、会員の予約、入会等の世話はしないといけないことになってい

るんですけれども、これはただ入会金をもらって更新料をもらっているだけになっている会社だと私は思う

んですけれども、これは違いますか。ほかに何か仕事をやっていますか、この２１・ざまみは。アイラン

ダーズに関して、何かほかに仕事をやっているんでしたらその内容をちょっと教えてください。 

○ 議長（宮平秀保） 

 垣花 健総務企画課長。 
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○ 総務企画課長（垣花 健） 

 ２１・ざまみがこのアイランダーズの業務として行っているのは入会と更新のみ、あとメンバーの対忚と

いうことになっております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 メンバーの対忚というんですが、メンバーに対する対忚というのは何があるんですか。ちょっとお願いし

ます。 

○ 議長（宮平秀保） 

 垣花 健総務企画課長。 

○ 総務企画課長（垣花 健） 

 さまざまな対忚が、質問とかがあるわけですから、その辺の電話とかメールでのやりとりの対忚というこ

とになります。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 じゃあ船の予約とか、そういうところの業務というのは一切やっていないわけですよね。やっていないわ

けですよね。 

○ 議長（宮平秀保） 

 垣花 健総務企画課長。 

○ 総務企画課長（垣花 健） 

 船の予約については村のほうでやっております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 じゃあ入会と更新の手続で年間２００万円以上、平成１８年は２９０万円あったということなんですが、

それだけで２９０万円もらって何もしないと。おかしな話ですよね。その更新とかそういうものすべて２

１・ざまみでお金をもらっていて、何で船舶課が船の優待券出さないといけないんですか。この辺ちょっと

教えてもらえますか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 垣花 健総務企画課長。 

○ 総務企画課長（垣花 健） 

 当初、これは国の補助制度で導入されたシステムなんですけれども、村においては観光立村ということで

ダイバーを中心にしたリピーターが多い村だということは皆さん御存じのとおりだとは思いますけれども、

この方々が一層座間味村を訪れやすくなるようにということで、また１人でも多くの座間味村ファンを増や

して行政の立場から観光ビジネスを支援するということで、ひとつの手段として船舶の優待を行っておりま

す。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 
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 残念ながらね、当初の計画とは非常に違っていると思うんですが、この間全員協議会の中でこのアイラン

ダーズいい村づくりということで、アイランダーズの説明があったんですよ。今課長が答弁されましたけれ

ども、新規会員も何名かわからないと。逆に言えばね、更新している人が半分いないということなんですよ。

更新はしないと。１回入ったけど更新しないと。２年、３年続けていく人が尐ないという話をされていまし

たね。これはなぜか。村に魅力がないということになるわけです、逆に言えば。それでいながらリピーター

は尐なくなっているという話ですよね。だから私、前にも議会でこのアイランダーズの問題を取り上げたと

きに、この事業を始めてからお客さんは多くなりましたかと聞いたときに、いやお客さんは尐なくなってお

りますと答えていました。だったらこの事業は継続する必要があるのかどうか。どう考えますか、ちょっと

お答え願えますか。これは村長のほうからできたら答えがほしいですね。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 私はあると考えております。このいわゆる効果につきましては、すぐ一概には言えません。内部ではそう

いう効果について測定をして、やはりないとなれば、やはりある期限を決めて整理する必要もあるという考

え方は一忚出してあります。けれども、今座間味村は特にダイビングのお客さんが多くて、それと船の高速

船のいわゆる席がかなり旅行者のほうでブロックというんでしょうか、固定されていますので、なかなか来

たいときに来れないと。一番の事例、このシステムをつくった大きなきっかけは、座間味村にダイビングに

要するに行きたいけれどもなかなかせっぱ詰まってですね、予約しようとしたらできなかったと。こういう

事例がありました。例えば５月に来て潜った方が帰るときに９月を予約して帰ると。それから９月に来た方

が１２月２３日付近のものを予約すると。予約というのはダイビングショップにですね、予約しまして、そ

れで次が宿、宿はダイビングショップが大体予約してくれますので、この２つはセットで確保されます。そ

の次、船はですね、一般客として扱われるものですから一月前ということになりまして、そういう一月前で

申し込んできたら、既に宿とショップは決まってあるけれどもなかなか来れないというふうなことなどが一

つのニーズというんでしょうか、ありまして、こういう仕組みをつくったらどうかということでつくった仕

組みで、これは通産省の支援を得てつくった仕組みですけれども、そういうことでやってきていますので、

ひとつじゃあ運転として何をするのかということで、ひとつのマイレージですね。それをひとつ船舶も含め

てやっていけば、確実にもう１回来るような仕組みになるはずだということでつくってきていますので、冒

頭で申し上げました効果がどれぐらいあるのか、そういったことを検証しながらですね、今御提言のあるこ

とについてはゆっくり、ゆっくりというのか、早い時期にこう十分考え方を練って対処していくべきだと考

えております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 村長のね、なぜこれをつくる必要があったかということでお聞きしまして、今ちょうどお客さんもいない。

この後ですよね。この連休から、多分何カ月前から予約とか入る。一般なんて１カ月前からだけれども、そ

のアイランダーズだと２カ月以上前からできるわけですよね。そういう特典があるわけですよ。じゃあ何で

ね、優待券は必要ないんじゃない。これ船舶課長にお聞きしたいんだけれども、年間の、このアイランダー

ズが優待で出している今年１年分、これ島も含めてですよ、那覇から来るのも含めて費用が幾らかかったか、

ちょっと教えてください。 

○ 議長（宮平秀保） 
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 宮村英美船舶課長。 

○ 船舶課長（宮村英美） 

 ただいまの優待に、アイランダーズによる優待券がどれぐらい利用されたかという御質問なんですが、こ

れは今年１月から１１月末までの実績でいいますと、利用者がこれ那覇、座間味、阿嘉、３カ所の販売所合

わせて１，４６６枚です。それに伴う金額というのが６６０万円でございます。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 ６６０万円、これすごい金額ですよ、はっきり言って。５，０００万円のこの航路出ているわけですから

ね。このアイランダーズ、これやる必要ないと私は考えているんですよ。この優待に関してはね。ほかのも

のはいいですよ、カードを持って何カ月も前から予約できる。このサービスだけで私はいいと思うんです。

そこまでやる必要があるかどうか。村長に伺います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 効果についてはじっくり検討する必要があると申しましたのは、結局、我々は観光を核にした島です。こ

の１，４００名、この中には村内のカード保持者もいるんですけれども、多くは外から来るということでで

すね、私は船はそういうことで優待するけれども、来られて確実に民宿に泊まるわけですから、そういう意

味合いでは先ほど申しましたように村としての観光振興という立場からは、ですからゆっくり効果測定をし

ないといけないよというのはそこら辺も含めまして、みんなでひとつ検討しながら、絶対にマイナスには

なっていないんじゃないかなというのが私の考え方でございます。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 村長は今確実に民宿に泊まるんだという話がありましたけれども、このカードを持っている人は仕事に来

る人もいるんですね。前はたくさんいましたよ、そういうの。これ多分、後でこの工事契約もありますから

ね、そういう人たちもほとんどカード持っていますよ。そういう人たちもいます。民宿関係ないんですよ。

日帰りでこれやっている人も結構います。ゼロなんですね。マイナスなんですよ、逆に言えば。前、入島税

「美ら島税」というのを導入しようという話がありましたけれども、このマイナスになっている部分を直し

てからじゃないと、逆にそういうのもどうかなと。もう国会と同じですよ。無駄遣いはどんどんさせておい

て消費税上げましょうという話と全く同じなんですよ。そうじゃないですよ。これははっきり言いますけれ

ども、島内からこう行ってカードを持っている人もいますよ、確かに。ところが、島内というのは割引率高

いですよね。このカードは中学生は持てないでしょう、小学生も持てないでしょう。はっきり言います。そ

ういうものは、自分たちも割引はたくさん受けていますよ。その割引だけで十分だと私は考えていますけれ

どもね。これは絶対に船舶からその分を差し引くようなまねはしちゃいけないと思います。だって今、燃料

も上がっていますよ、はっきり言って。燃料どんどん上がっていって、どんどん苦しくなってきますよ。ど

こから埋めるんですか。村民全体がこれ考えないといけないですよ。これ燃料が上がりました、じゃあ運賃

上げましょうで、先ほど５％から１０％考えていると言いましたね。それから考えたら、こういうものをな

くしていかないといけないんじゃないですか、逆に。収入を上げるような形で、年間６００万円ですよ、６

６０万円ですよ。これ３年間の資料を持っていますけれども、３年間で１，９６０万円ですね。これだけ逆
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に言えば無駄なんですよ、はっきり言って。そういうものは、これをやめたからと言って来なくなる人とい

うのは尐ないはずです、はっきり言って。じゃあ島の人もかなりありますよ、これ。今年の１月から１１月

の座間味からで２４５万円ですよ。阿嘉から１８９万円ですよ。じゃあこれだけ出さなかったら那覇は出な

いのか、用事に行かないのか。違うはずですよ。自分たちで往復運賃割引されている船で行くでしょう、切

符で。逆に運賃上げるよりこっちのほうを先にやって、やらないと、やっていかないと運賃上げられません

よ。これはっきり言って。それよりは往復割引もあるんだから、それで行ってね、あと子供たちがいろんな

大会行きますよ。そういうときに運賃補助をするぐらいに変わったほうがいいんじゃないですか。私はそう

思いますけれども、村長はいかがですか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 先ほどから申し上げておりますように、要するにこれは３回乗ったら４回目が要するにマイレージで来れ

ますよということですから、必ずしも４回目来るとは限らないですよね。まずこの無料の券があったからと

いうことで来るというのが私は大きいと思う。ただ、その中で今御指摘のありました、私は村民をこのカー

ドの中に入れたというのは、私は今反省しております。入れるべきじゃなかったと。当初つくったように、

外部から来る人のみ、お客さんのみに適用すべきだったなというふうに思っています。これはかなり地域か

らの要望が強くて入れることになったけれども、村民は５回に１回ですね、入れるようになったんですけれ

ども、これは尐し反省すべきだなと思っているんですけれども、ただ４回目来たという方々が、では３回来

てですよ、４回目の要するにこの無料カードがあるから自分たち、もう１回行こうという気になる人が多い

んじゃないかと。これが要するにマイレージの一つの考え方ですから、ぜひですね、おっしゃることはよく

わかります。わかりますけれども、先ほどから申し上げているように、じっくり検討してその効果たるやど

うだろうということでひとつ整理をさせていただきたいというふうに考えております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 村長ね、もう３月には予算審議しないといけませんよ。じっくり考えている時間ないですよ。早急にお願

いします。早急にこれをどうするか、船舶の予算も含めてね。そのためには、これの収入があるかないかに

よって全然違ってきますからね。じっくりというよりは、早急にお願いします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 これは短兵急にできる問題じゃないんですね。要するに受け付けというのはずっと、毎日の受け付けに

なっておりますから。例えば、きょう申し込んだ方は１年の要するにカードの有効期限がありますので、そ

の１年以上は待たないとどうしても整理がつきません。ですから、じゃあきょうからこの事業については整

理する方向でいきますので、いわゆるカードの売り出しはストップしますよ。１年後ですよ。そういったよ

うなことで、じっくり検討させてくださいというのはそういうことで御理解いただきたいと思います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 村長、私が早急にしてくださいというのは、このサービスきょうから打ち切りなさい、あしたから打ち切
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りなさいじゃないんですよ。要するに、じっくりやっていくんじゃなくして、これがいつからなるかわかり

ませんけれども、早目にその対策、どうしたらいいかという話し合いをしてくださいという意味なんですよ。

早急に対処してくださいというのは。だから、さっき１０％、５％から１０％に値上げしたら大変な負担に

なるんですよ、住民もね。だから、それよりはこういうものをやって、値上げするんだったらパーセントを

低くするとか、そういうやり方もあるんじゃないかな。船舶課は赤字が続いているということで、そういう

運賃の値上げを検討していると言っているんですけれども、それ議会、休会中にこう船舶課長とも話し合い

はしているんですけれども、船で広告をとって収入を上げるようにしなさいと。それを検討したらどうかと

いうことでやっていますので、船舶課長、その辺どうですかね。できそうですか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 宮村英美船舶課長。 

○ 船舶課長（宮村英美） 

 ただいまの広告の件ですが、御提言ありがとうございます。船舶のあいたスペースの有効活用ということ

で、大変いいアイデアだと考えておりますので、どの箇所がいいのか、また船員等の意見も聞きながら実施

していきたいと思います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 船舶も赤字がなくなるように頑張ってください。 

 次行っていいですか。あれはもう５分ぐらいで終わります。 

○ 議長（宮平秀保） 

 認めます。手短にお願いします。 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 エコツーリズム法が平成２０年４月１日から施行されるんですけれども、私は渡嘉敷に行ったりですね、

座間味のほうで環境省が見えて説明会なんか受けたんですけれども、役場の人がほとんどいなかったんです

けれども、いなかったわけですね。このエコツーリズム法に関しては、村長はよく御存じだと思うんですよ。

ですけれども、この法律の施行に関してはこの市町村課、村長、委員会合わせて規約を上げなければ、国に

上げなければないわけですよね。その中でですね、もう来年の４月１日ですから、この役場のほうでそのエ

コツーリズム法に関する条例作成をしないといけないんですけれども。遅くても３月には環境省のほうにで

きないと、大臣の印鑑をもらわないといけないので、どういう意識を持って、どのぐらいその条例づくりに

会議とか、そういう推進をしているか、全体構想というか、どういう状況なのか教えてください。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英幸産業振興課長。 

○ 産業振興課長（金城英幸） 

 ただいまのエコツーリズム法の施行に伴う条例整備についてなんですが、去った６月の議会においても質

問がありまして、その後に慶良間保全会議の理事会等においてこの法律の勉強会をしようということで、環

境省の沖縄事務所の職員、そして県の自然保護課、観光振興課等の職員を招いてですね、一忚勉強会などを

やっております。この施行法の中にこの推進協議会を立ち上げるということですので、村としては早い時期

にこの推進協議会を立ち上げて、そしてこのエコツーリズムを推進するために全体構想、今金城議員がおっ

しゃった規定というか、この全体構想を作成して大臣の認定を受けてからですね、必要に忚じて条例の制定
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に取り組んでいくという考えで今進めております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 これが非常に重要なことで、今、来年の協議会を含めたこの保全協議会、渡嘉敷も含めてね。非常にこの

規約づくりというのは環境省の担当も含めてかなり進んでいるんですね。だから、それと並行していかない

と一方先に進んで、一方はおくれて、また話し合いができなかった場合には、施行がおくれることによって

また１年どんどんおくれていくわけですよね。この法律は自分たちでつくれるということですね。これまで

は法の網の中で、例えばダイビング、外から来ても中に入ってきても文句言えなかったと。口だけで言って

も追い出すことはできなかったけれども、この法律というのは罰金等も含めてその制約ができるので、早急

にですね、とにかく１月、２月にはもう完全にできて、もう出すんだという状態に。逆に言えば専門をね、

担当をつけて早目にやってください。これは本当にお願いします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英幸産業振興課長。 

○ 産業振興課長（金城英幸） 

 その施行前までにはですね、先ほども申し上げたように推進協議会を立ち上げます。その中で、やはり先

ほどの規制とかありましたので、この構想の中に、例えば行為や船の立ち入り等の規制をするためには、そ

の全体構想の中に盛り込んで、その規制においての条例を整備するということであります。そして、その自

然観光資源、これはエリアではなくて物を、言わせればサンゴです。サンゴとか魚、そのさきのサンゴの群

を指定して、そこのエリアには１日当たりの観光利用者が何名ですよと、船を何隻入れますよというような

形を条例でやっていくというとらえ方を今していますので、それと４月１日から施行なんですが、これを実

施するのには、先ほども申し上げましたように大臣の認定が必要です。その大臣の認定が出るあれはですね、

申請は４月からできますので、早目に作成して提出をしたいと考えています。国ではですね、基本方針を国

が作成してやることになっております。今その情報によりますと、基本方針ができるのが６月中旪ごろと聞

いております。ですから、４月に入って申請して、６月中旪ごろにはそういう方針ができて、それに基づい

て認定が認められるとなりますと条例の制定、策定に取り組んでいくということです。 

○ 議長（宮平秀保） 

 幸地 東政策調整監。 

○ 政策調整監（幸地 東） 

 エコツーリズム法に大変関心を持っていただいて、大変ありがたく思っております。役場のほうはですね、

６月にエコツーリズム法が国会で成立をして、かなり早い時期から実は動いておりました。７月には役場の

担当職員と、また当時の慶良間自然環境保全会議のこちら側の理事、副理事長と一緒に環境省の那覇事務所

のほうに参りまして、向こうのほうからそのエコツーリズム法の考えであるとか、そのプロセスについて説

明をいただきました。またさらに、すぐ７月中には担当の方にも来ていただいて説明会をしております。こ

れらのことについて、その環境保全会議のほうでお話をしましたら、逆に渡嘉敷のほうからあなた方だけ先

に突っ走って我々に情報くれないじゃないかというおしかりもいただいたぐらい、我々は進んでいたと思っ

ております。その結果を受けて、特に利害関係の強うございますダイビング協会の皆様がかなり関心を持っ

て動かれて、その後もずっと勉強会を続けてこられていることは御承知のとおりです。我々としてはこの勉

強会の中身を踏まえまして、特に保全すべきサンゴ等についてはダイビング協会の皆様が一番御存じだと思

いますので、こちらの結果を踏まえてやっていきたいというふうに考えています。何よりも、その我々が早
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く走り始めた理由と申しますのは、やはり早い時期にこの手を上げるということが座間味のバリューを、価

値を上げていくことについて非常に意味があるという問題意識がございましたので、先ほど金城課長からも

ありましたように、早い時期に取り組めるように適切な対忚をしていきたいと考えております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 非常に大事なことなので、このエコツーリズム法はね。自分たちのところで発信して、自分たちのところ

でこれを守るというのが、今回ダイビング協会の話が出ましたけれども、これは海を守るのは陸からも必要

なことでありますので、その辺トータル的なことを課では、村ではやっていくようにお願いして、私の質問

を終わります。 

○ 議長（宮平秀保） 

 続けます。 

 ２番 中村秀克議員。 

 ５分間休憩します。 

休 憩 

再 開 

○ 議長（宮平秀保） 

 再開します。 

 引き続き一般質問を行います。 

 ２番 中村秀克議員。 

○ ２番（中村秀克議員） 

 よろしくお願いします。１点だけ、簡潔にやります。 

 市町村合併についてですが、来る平成２２年３月３１日で新合併特例法の期限を迎えるが、村当局のこれ

からの考えをお伺いいたします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 垣花 健総務企画課長。 

○ 総務企画課長（垣花 健） 

 ただいまの中村議員の合併についての御質問にお答えさせていただいます。本村においてはですね、旧法

の際に合併について検討してまいりました。住民説明会等も行ってはきたんですけれども、その際には合併

するかしないかという結論には至っておりません。現在は今後の行政面及び財政運営等についての調査、研

究、望ましい行財政基盤の整備、拡充のあり方を検討するために、これは沖縄県のほうで運営をしていただ

いているんですが、構想市町村行政体制整備研究会というのがありまして、その中でいろんな話し合いを今

しているところです。ただ、先ほどから出ておりますように本村の財政状況を考えますと、今後は県が合併

構想をしております与那原、那覇、渡名喜、粟国、座間味、渡嘉敷といった構想を基本とした任意協議会等

についても、今後検討していかなければならないかなということは考えております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ２番 中村秀克議員。 

○ ２番（中村秀克議員） 

 去った６月にも県主催の県民フォーラムですね、合併に関するフォーラムがあったんですが、先月の１９

日ですか、渡嘉敷村で県の担当者を招いて住民説明会をしております。その中でやっぱり小嶺村長は合併は
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避けて通れない問題だと、行政が一緒になって村民にとって最善の結果が得られるように研究を重ねていき

たいと。やるやらないははっきり言っていないんですが、やっぱり住民の意見を聞いてそれも反映させたい

ということなんですが、村長は小嶺村長とはいろいろと親交があると思うんですが、その合併についてはお

話し合いになったことはありますでしょうか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 あります。先ほど総務課長がお答えしたとおりですね、構想市町村行政体制整備研究会というのが県のほ

うにありまして、その組織を使いましてひとつ勉強会をしようということでやっています。ただ渡嘉敷村は

ですね、村長から聞いたところでは、以前に議会は合併反対であったということですけれども、最近になっ

て議会も必ずしも反対ではないと。やはりいろいろ勉強して、備えたほうがいいだろうというふうな考え方

に基づいてやったというふうにお伺いしております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ２番 中村秀克議員。 

○ ２番（中村秀克議員） 

 旧特例法の中でやっぱり渡嘉敷村議会から反対があってというあれがあったのは、あれは３月議会では賛

成したんですよね。６月で急遽一転反対に回って、あれもし賛成していればですね、多分、翁長那覇市長も

乗り気で座間味村と一緒にということで、たまたま座間味村はあのとき意思表明していなくて、渡嘉敷が議

会で反対したおかげで免れたというか、そういう感じを持ちますが、その当時の村長、正直な気持ちですね、

どうだったんですか。以来聞いてはいないんですけどね。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 合併しなかったほうがよかったと申しますのは、我々は要するに離島とそういう都会、自治体との合併と

いうんですけれども、吸収ですよね。そういう中で議論が必ずしも尽くされてなかったということで、本当

の気持ち、もう尐し延ばしてよかったなというふうな気持ちでございます。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ２番 中村秀克議員。 

○ ２番（中村秀克議員） 

 そのとき翁長市長のインタビューの中では、渡嘉敷村が反対だったら、いわゆる自分としては座間味村と

のセットが望ましかったからということで諦めざるを得ない、だけど将来的にはまだ諦めたわけではないと

いうことを言っていて、これが今、合併新法があと３年切った段階でまた取りざたされているわけでありま

すが、この間機会があって、那覇で渡嘉敷の議員の人と話す機会があったんですが、この説明会の後に行政、

議員、住民といわゆる合併に関しての協議会みたいなものを設置したと。やっぱり合併に関してはやるかや

らないかわからないけれども、議論を尽くして答えを出したいということであったんですが、今座間味村に

はさっき美ら島税の住民会議がありますよね。その中でその合併について問題提議をかけるということは調

整監どうですか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 幸地 東政策調整監。 

○ 政策調整監（幸地 東） 
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 今座間味村にございます環境目的税を考える住民会議は、あくまで環境目的税ということで取り上げてお

りますので、こちらのほうで合併問題を議論するということはちょっと考えなくてよろしいかと思います。

ただ、これに参加されている皆さん方は今回のその住民会議のいろんな活動を通して、またそれ以前から非

常にその行政、座間味村の将来というものに関心を持ってこられた方々ですので、次回以降、何らかの形で

その住民との話し合い、住民の皆さんとの勉強会等をやる場面においては、今回のこの経験を持たれた皆さ

んが積極的に参加していただいて、議論を闘わせていただくリーダーになっていただけるのではないかとい

うことを非常に期待しております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ２番 中村秀克議員。 

○ ２番（中村秀克議員） 

 わかりました。そういう意味で、いわゆる住民の方々にも詳しく、旧特例法の中で合併がなかったという

ことですから、もうないと思っている方々がいるんですよ。新特例法があること自体わからない人がたくさ

んいると思うんですね。やっぱりもうあと３年切って、しりに火がついたときからチャースガヨーして始め

て、最終結論は議会の議決ですから、我々はそういう中で責任をとるあれも、負うこともちょっと考えます

し、やっぱりこのフォーラムの中であと３年、いわゆる平成２２年３月いっぱいですか。だけど、いわゆる

この１年が勝負だと。そうしないとすり合わせとか全然できなくて間に合わないという。もし特例法の援助

を受けるんだったら。それなら、この１年が限度です。やるやらないは自治体の判断に任せますけれども、

これはやっぱり住民にその合併の話があるんだよと、あったらどうなるんだと。いわゆるまた旧特例法の中

でやった住民説明会ですね。あの大まかにやらなくてもいいです。各小さい集まりの中、区、集落集落の中

の集まりでいいですので、これをやっぱり住民には合併があるんだということを、問題を抱えているんだと

いうことを説明しないといけない。また、特に座間味村は財政的にきついから、もう那覇と一緒になって那

覇から恩恵を受けようという人もいると思います。だけど、やっぱり島は昔からの島の文化、歴史があるか

ら、それはやっぱりぜひ守っていきたいと。私もできれば合併しなければ、それにこしたことはありません

が、やっぱり国としてはいわゆる座間味、渡嘉敷、渡名喜、粟国の離島、前は南北大東も含めて６村も対象

に入っていましたが、南北大東は距離が遠すぎるということで、いわゆる国からお墨つきでもうやらなくて

いいと。あそこも財政はあんまりよくないんですが、やらなくていいという今枠組みから外れています。前

のフォーラムの資料の中に渡名喜、粟国も外れそうな感じの資料があったんですね。あそこもいわゆる南北

大東と一緒で遠隔地だと。いわゆる国からお墨つきをもらおうとしています。こうなるとですね、座間味村

とどこが違うか、確かに距離的には遠いんですが、生活物資を運ぶフェリーの距離からしたら、３０分しか

かからないわけですよ。条件はあんまり変わらないわけですよ。その辺もですね、渡名喜、粟国がそれでい

わゆる対象から外れるんだったら、座間味村も何でそこは優遇されるということで、やっぱり国側からそう

いう指針が出たら文句を言うぐらいの意見を持ってやってほしいと思うんですが、住民説明会等々の計画は

持っていますでしょうか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 幸地 東政策調整監。 

○ 政策調整監（幸地 東） 

 先日、渡嘉敷でも説明会がございましたけれども、県のほうには、あれには県のほうの合併対策官にいら

していただいて説明会を持っております。県のほうと説明官の対忚状況等も確認いたしまして、またこちら

のほうのいろんな準備状況等も確認いたしまして、できるだけ早い時期、今お話がございましたようにこの

１年が勝負だということもございますので、早い時期、遅くとも４月、年度明けにはやれるような方向で調
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整をしたいと思います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ２番 中村秀克議員。 

○ ２番（中村秀克議員） 

 わかりました。これですね、いわゆる住民のほとんどが合併について関心を持てるような状況に持って

いってもらいたいです。やるやらないの決定はいわゆる村長が議会に上げると思うんですが、その前にいろ

いろ情報開示をしてやってもらえたらなと思います。 

 このフォーラムの中で国の担当課長が、この方は合併はやったほうがいいということを言っていたんです

が、そのときにペナルティーはあるのか、いわゆる交付税のカットとかですね。聞いたときに、この方はペ

ナルティーは基本的にはないと。だけど、この１年間で十分論議を尽くしてくれと、やるやらないは自治体

の勝手だと言っていましたので、それをですね、やっぱり中身の濃い議論をしていただいて、いわゆる最終

的な決定を議会に出してもらいたいと思います。村長、お願いします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 先ほどの話に続くんですけれども、やはり外海離島というんでしょうか。遠い南北大東、それから与那国、

これは今まだ外すというところまではいっていないんですけれども、やはり難しいだろうなという見方が強

くなっております。それから次に渡名喜、粟国があるんですけれども、そういう中でですね、私が今特に主

張していることは、沖縄の離島というのはすべてが外海離島ですと。尐し天気が荒れ狂うともう渡ることが

できない。例えば座間味村、村の中にも座間味島と阿嘉、慶留間島があります。この間が渡れなくなるんで

す。そういうようなところで、いわゆる合併のメリットというのはいろんな施設、例えば総合運動場、何と

か体育館とか、いろんなことをするときにどこかの真ん中につくってみんなで、多くの方が使うという形を

つくれば非常に財政的にも軽くなると。いわゆる国の税金を使わなくて済むというのが、また合併のひとつ

大きな方針でございますので、そういったようなことからは確実に外れますということで、うんとそのこと

を主張しております。先ほどやってくださいという話がありましたが、それをかなり主張しているところで

ございます。 

 それで私がですね、那覇市との合併協議会で那覇市長に申し入れたことは、那覇市に申し入れたことは２

６項目ありました。それはいろんな水の料金とか、保険料とかいろんなのありますけれども、その中で４つ

はですね、要するに陸域の開発というのはどう考えているんですかと。それから海域の利用というのはどう

考えているんですかと。その次にアクセス、船をどう考えるんですかと。それから次に医療問題です。それ

で那覇市長はそのときに、この前の３つ、いわゆる陸、海の使い方、船の動かし方、これはもう確実にこの

地域の開発の方向というのをどうするかという話ですので、これ協定書でやりましょうというが、協定書は

紙切れだと。ということでですね、私は協定書だったら、これはもうやるわけにはいかんじゃないかという

話で議論しているうちに、どんどん時間が過ぎて今の状態になったんですけれども、ただ、今ここでですね、

ひとつ立ちどまって考えてみる必要があるなと思っているのは、エコツーリズム法ができましたと。ですか

ら、法律でこの地域の海域というものが確実に守れるならば、本当に合併してデメリットだけではありませ

んので、そういうメリット部分がもっと何があるかというのを、先ほどの来年早々に勉強会を開いて考えて

みようよというのが次のステップとしてあるんじゃないかというようなことを今内部でやっています。それ

で中身はですね、特にアクセスの場合、船、ここに頻繁に船が来るというのは非常に便利でいいように見え

るんですけれども、環境容量という面からしますとかなりの負荷を受けるだろうと思います。今下水道も座
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間味島で６００ですか、阿嘉で４００かな、慶留間で１００ですか、というふうな容量でしかやっておりま

せんので、そういうようなときにじゃあどういう対忚をしていくのかということが非常に大切で、そして今

国からもずっと言われてきていることは、フェリーは赤字だから１つにして、渡嘉敷と座間味をぐるぐる回

せばいいんじゃないかと。おかしいですよということで、皆さんはよくおわかりのとおり、ちょうどこれか

らの、特に季節風が吹きますと高速船は停まるわけですから。じゃあ渡嘉敷の方はこれ交互にするとすれば、

渡嘉敷を拝観してきて、阿嘉、座間味をおろして渡嘉敷つけての那覇へ行くと、また逆はというようなもの

が出てきますので、そんなことではだめでしょうというふうなことをひとつ主張しながら、ぜひこのことに

ついては議員の先生方も一緒になって、こんな議論もありますよということで早い時期に、来年、早い時期

にですね、議論をしていくということをお互いに確認し合いたいと思います。ひとつよろしくお願いします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ２番 中村秀克議員。 

○ ２番（中村秀克議員） 

 わかりました。やっぱり合併ですね、絶対やらないと言えないのはやっぱり財政が厳しくて、本当に自立

できるかと言われたら何も対策は今ないわけでありまして、やっぱり村の決定、住民全部の決定でやって

いって、いわゆる中身の充実した議論をして結果を出していってもらえればなと思います。 

 そのときのフォーラムの、いわゆる意見等が出ている２つの相反することを紹介して私は終わりたいと思

います。アンケートの中にですね、「小規模な離島村においては早期に合併を取り組んでほしい」という意

見があります。また片一方は、「遠隔離島については１島１村がこと保全上いいのではないかと思います」

という、やっぱりみんなもそういう賛否両論あります。島でも、村でも多分あると思いますので、これをい

かにしてまとめていくのかが村長の手腕だと思いますので、私たちもそれには協力を惜しみませんので、ま

た一緒に協力し合ってですね、いわゆるしたほうがいいのか、しないほうがいいのか。しないときに村はど

うあるべきかということを、確実にビジョンを組んでやっていってもらいたいと思います。以上です。 

○ 議長（宮平秀保） 

 続きまして、８番 金城勝英議員。 

○ ８番（金城勝英議員） 

 では、一般質問を行いたいと思います。後期高齢者医療制度についてお聞きしたいと思います。平成２０

年４月１日より新しい制度がスタートし、７５歳以上の後期高齢者の方は、一定の障害のある方は６５歳以

上でございますけれども、現在加入されている国民健康保険や社会保険などから離れ、独立した後期高齢者

医療制度に加入することになるが、本村の該当者は何人か、また１人当たりの年間保険料は幾らぐらいにな

るか。それから介護保険ももらっておりますけれども、その介護保険も合わせましてどの程度の支払いがあ

るのか、また医療機関等の窓口で支払う患者等の負担は何割か。また該当者への説明会は終わったのか、

ちょっとお聞きしたいと思います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 宮平真由美住民課長。 

○ 住民課長（宮平真由美） 

 ただいまの金城勝英議員の後期高齢者医療制度についてお答えいたします。平成１９年１１月末現在、４

月から新しい制度に移行する対象者は１６１名でございます。年間の保険料は１人当たり平均６万２，５６

０円になりますが、７割、５割、２割の軽減があるため、実質は１人当たり平均して３万７，０２５円とな

る見込みです。保険料は介護保険料と同様に年金天引きになりますが、介護保険料と医療保険を合わせた額

が年金の２分の１を超える場合は、医療保険の保険料は年金からの天引きの対象にならず、介護保険が優先
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されて天引きされ、医療保険のほうは役場の窓口で支払うことになります。 

 先ほど御質問があった保険料のほうなんですが、介護保険と後期高齢者医療を合わせて最低の額で月額２，

９６２円、２カ月に１回の引き落としでしたら１回の天引きが最低５，９２４円の天引きになります。 

 医療機関の窓口で支払う患者の負担額は従来どおりで、通常は１割負担、現役並みの所得者、高額の所得

者の方は３割となります。制度の開始については、広報ざまみや健康福祉祭り等で広報してまいりました。

また平成２０年２月には、後期高齢者医療広域連合からパンフレットの配布が予定されております。また２

月から４月までの間はテレビやラジオのＣＭ放送も予定されております。制度の内容がとても複雑で、また

お一人お一人の事情が違うものですから、３月中旪に新しく後期高齢者医療受給者証を切りかえることに

なっておりますが、それを切りかえる際、個人個人の状況に合わせて説明していく考えであります。以上で

す。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ８番 金城勝英議員。 

○ ８番（金城勝英議員） 

 今現在、国保を持っている方がいるんですが、この方におきましては大変高額で払っている方も何名かい

ると思います。この医療に入った場合に、この国保より下がるのか上がるのか、ちょっとお聞きしたいと思

います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 宮平真由美住民課長。 

○ 住民課長（宮平真由美） 

 ただいまの御質問ですが、全体的に見て国保は均等割が１万４，０００円、平等割が１万６，０００円、

所得割が６％、あと資産割は３０％の４方式で課税されております。後期高齢者のほうは均等割、所得割の

２方式で基本的な課税方式が異なっており、一概には言えませんが、固定資産税を多く払っている方は安く

なりますが、ほとんどの方が負担増になると思います。国保の最低の７割軽減された方、お一人でしたら今

のところは９，０００円の支払いをいただいております。後期高齢者になりますと、１人当たり最低額が１

万４，５３２円になりまして差額が生じております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ８番 金城勝英議員。 

○ ８番（金城勝英議員） 

 それから今、共済の公務員の中で扶養を抱えている方がいると思います。これも独立しなければいけない

ことになっておりますね。これにつきましては大体どのくらいぐらい払うのか。今言ったように３万円余り

で済むのか、これもちょっとお聞きしたいと思います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 宮平真由美住民課長。 

○ 住民課長（宮平真由美） 

 ただいまの御質問ですが、今ですね、社会保険の扶養者の方は法が決まりまして、平成２０年４月から９

月の間はゼロ円ということで凍結されております。１０月から平成２１年３月までは９割軽減ということで

１割のみの負担になっておりまして、１，４５３円の年額の負担になるということで決まりました。ですか

ら、負担のほうは軽減されるようになっております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ８番 金城勝英議員。 
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○ ８番（金城勝英議員） 

 この年金から天引きすると言われているんですが、これ年金というのは恐らくほとんど持っている方が多

いんですか。それと介護保険と一緒にやりましたら、１回分ですかな、月に大体何万円ぐらいになるのかで

すね、介護と合わせまして。大変高齢者に負担がかかって、大変なことだと思うんですよ。だから、大体ど

の程度、１回に月々払うのかお聞きしたいと思います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 宮平真由美住民課長。 

○ 住民課長（宮平真由美） 

 そうですね、最低の保険料の天引きがですね、年間介護保険の最低が座間味村のランクでは２万１，０１

２円、後期高齢者では１万４，５３２円になりますので、年間最低で３万５，５４４円の負担になります。

これは合算してですね。年金をもらっていらっしゃらない方、ほとんどいらっしゃらないと思うんですけれ

ども、ちょっとその辺は把握しておりません。申しわけありません。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ８番 金城勝英議員。 

○ ８番（金城勝英議員） 

 この制度につきましては新聞紙上でもありましたが、宮古の多良間とか、宮古島市とか、それから伊是名、

伊平屋も可決されるようでありますが、この意見書がきているわけですね。これにつきましては大変もう、

７５歳以上というのは非常に高齢でございますので、これにつきましてもこちらのほうもこの意見書を、今

度上げるか上げないかちょっと問題になっていたんですが、だからこれにつきましても私どもは、どうして

もこの制度をなるべく見直しがないかどうか、これから検討してまいりたいと思っているわけでございます

が、村としてはどうお考えですか。お聞きしたいと思います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 宮平真由美住民課長。 

○ 住民課長（宮平真由美） 

 ただいま金城勝英議員がおっしゃられたように、保険料が介護保険、後期高齢者医療と合わせて大変年金

生活者の方を苦しめていると思います。今おっしゃったように、発議等も含めてお願いしたいことと、それ

と介護保険料、それから後期高齢者医療ですね、このようにお金をいただいているのですが、それ以外にも

後期高齢者支援分としてゼロ歳から７４歳までの方にも御負担をいただくことになりました。今後住民課と

しては、医療の伸びの抑制に努める予防事業に力を注ぎたいと思います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 しばらく休憩します。 

休 憩 

再 開 

○ 議長（宮平秀保） 

 再開します。 

 ８番 金城勝英議員。 

○ ８番（金城勝英議員） 

 今の説明でよくわかりました。今後は、とにかく高齢者というのは大変負担が相当かかっておりますので、

これからもですね、私のほうもこの要望にこたえて進めてまいりたいと、このように思っています。以上で

終わりたいと思います。 
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○ 議長（宮平秀保） 

 続きまして、７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 私の一般質問を始めさせてもらいます。１番ですね、公共料金の値上げについてお聞きしたいと思います。

読み上げて質問します。航路事業について原油等の大幅な高騰により、各近隣自治体が相次いで船舶運賃の

値上げの実施、または検討をしている中で座間味村はどうなのかという点ですね。この点は先ほど金城議員

からも質問がありましたので、同じ答えになっても構いません。 

 それとですね、平成１８年度及び１９年度、２カ年続けて５，０００万円以上の赤字が確定的な中、航路

事業の赤字解消に対して具体的な方策が出ていないことに対してですね。安易な値上げだけで赤字問題が解

決できるものではないが、船舶賃の値上げを検討することに至っていないのは今の時点において問題がある

のではないかと思います。 

 あわせてですね２番、水道料金の値上げについて。この間ずっと執行部のほうから水道料金の値上げの必

要性を、耳にたこができるほど聞かされてきました。１０年近くも水道料金が値上げされておらず、今、村

の財政問題がクローズアップされてきた近年において、地域住民の理解も深まってきたと思っています。確

かに一部には感情的な意見はありますが、水道料金の値上げは既成事実としてあるものを思っていました。

しかるに今回この提案がなされてなく、再三議会や全体協議会において時間を割いて、先日も議論してきた

経緯があります。財政健全化法が新聞で話題になり、座間味村は名指しで財政再生団体の可能性が高いと言

われている中、なぜ今回水道料金の値上げの提案がなされていないのか、そして議会に対して船舶運賃の値

上げの議論が、相談がされていないのか、その理由を村長からお聞きしたいと思います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 公共料金の値上げについてでございますけれども、私としては今いわゆる地域経済がかなり打撃を受けて

いるというのが世の中のひとつ流れの中にあります。そういったような中で、特に年金生活の多いこの村で

公共料金というものを簡単に上げてはいけないというのが基本的な考え方です。それで船舶料金につきまし

ては本当に厳しいところではあるんですけれども、今回、去年、今年と高速船のエンジン開放というひとつ

の定期検査がございまして、その使用等と今の赤字をひとつ比較しますと、ほとんどというんでしょうか、

額が等しいところにあります。それだけではありませんが、それに燃料高騰というものを加えてその赤字が

出ているわけですけれども、できるだけこの船の運賃についてはもう尐し集客をするということで、大きい

のは台風での欠航というのが収入減につながっていきますけれども、できるだけもう尐し努力をすれば集客

をしてその運賃を上げなくてもいけるんじゃないか。いわゆる自助努力をしようということで今職員には、

皆さんハッパをかけているところでございます。それで先ほども５番、金城議員の御質問にもお答えしたと

おりですね、今の燃料高騰の額で何とか乗り切ろうという考え方をしておりますが、次の動向というものを

調べてみますと、さらに上がるという情報がありますので、そういう事態になったときは検討させていただ

きますというふうなことで、今据え置いているところでございます。 

 それから水につきましてはですね、基本的には先ほどお答えしたとおりですが、担当課長に詳しいことを

説明させたいと思います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英隆環境衛生課長。 

○ 環境衛生課長（金城英隆） 
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 水道料金の改定の件についてお答えいたします。料金の改定案について、先日の議会の全員協議会におい

て説明をしてきたところでありますけれども、実施時期としては本議会に提案をする予定で作業を進めてま

いりました。しかし提案をする前に当たって、平成１９年度の水道料金の収納状況、これが例年になく非常

に収納率が悪いです。これはもう過去に例がないといってもいいぐらいです。現年度分においても、滞納分

においても非常に収納率が悪いです。こういう時期にあえて料金を上げるということは、余り得策ではない

んじゃないか。ということは、もう赤字が確実に今見込まれる中にさらに料金をアップすれば、もっと赤字

幅が広がるということで、それとこの料金の値上げについてはある一定期間の時間を設けて、住民と意見交

換的なものを持って理解を得て実施をするというのが一番重要なことですので、本議会ではなくてですね、

しばらく説明期間等も含めて目標年度をちょっと先送りしまして、平成２０年４月１日の実施に向けて、こ

の年明けから３カ月間、地域との意見交換を持って実施をしたいというふうに考えております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 料金の値上げはしないということなんですね。実際、その判断が正しいのかどうか。実はですね、この間、

村の判断における過ちといいますか、ミスリードというのが、非常に私はそれを感じています。本当は値上

げするタイミングなんてないんじゃないですか。今地域においてですね、確かに低所得者の方がいらっしゃ

いますけれども、今回の値上げについてはそこら辺も配慮されたような提案だったというふうに私はとらえ

ていますけれども、確かに地域の経済は厳しいです。しかしこれとですね、今回提案しない、値上げしない

という理由の正当性については、私は個人的にはどうだろうかと。執行部の判断について、私はどうだろう

かということを考えています。長い目で見た場合ですね、今地域において一番の懸念材料は確かに観光客も

減っています。一時的な要因かもしれません。それよりも役場のほうは大丈夫なのかと。そっちのがほうが

心配なんですよ。要するに、地域のことを考える前に自分たちのことをちゃんとしてくれと。そうすれば、

自分たちはどうにかなるというレベルじゃないかというふうに考えています。夕張みたいになった場合に、

そのことをみんな考えているんですよ。そちらのほうのマイナスが大きいんじゃないかと。この特会、各事

業ですね、赤字、まずそれを解消することが最優先だというふうに私は思っています。今の状況ですね、住

民のどうのこうのと役場が言える状況なのか、実際そういうレベルじゃないんじゃないかというふうに思っ

ていますがね。そういったこと、つらいことを強い指導性を持って住民と多尐意見が違ってても推し進める

ような指導性を発揮していただきたいし、もしそういったことに対して、困難者に対して立ち向かう、村長

に闘争心なり村政への情熱が薄れているのであれば、もうちょっと、本当にやる気のある人にですね、ぜひ

かわることも考えていただきたいと。今回ですね、水道料金が提示されていないことについては、非常に執

行部に対して不信感を持つものであります。 

 次の質問に移ります。２１・ざまみについてですね。経営状況について、６月議会において私と中村議員

でしたか、その件に対して経営状況について問いただした経緯があります。村長は一忚、２１・ざまみにつ

いては答える立場ではないということで答弁をされませんでした。これに対して議員及び多くの方から村長

の対忚に対して疑問が投げかけられたんですけれども、９月議会においてですね、金城勝英議員がこれは法

的に実際報告義務があるんじゃないかということで、総務課もそれを認めて総務課長が謝罪した経緯があり

ます。それを踏まえてですね、改めて村長に２１・ざまみの経営状況についてお答え願いたい。 

 ３点ほどですね、この件について。ここ数年の経営状況、赤字なのか黒字なのか。２点目ですね、累積債

務、借金は幾らあるのか。３点目、村の債務保証はないと答弁されていますが、改めて確認します。２１・

ざまみの債務に対して、村の債務保証はないのか。以上３点ですね、お願いします。 
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○ 議長（宮平秀保） 

 垣花 健総務企画課長。 

○ 総務企画課長（垣花 健） 

 宮里議員の御質問、１点目の黒字なのか、赤字なのかということと、累積債務が幾らあるかということに

ついて、私のほうから説明させていただきます。 

 ２１・ざまみの経営については、株主総会にて毎年報告されておりまして、平成１８年度末の負債合計が

約６，８００万円となっております。大変厳しい経営状況にあるということは認識をしております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 先ほど、赤字額については総務課長からお答えしたとおりですが、債務保証についてはですね、今村では

やっておりません。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 債務保証はないということでわかりました。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 要するに、将来的にも債務保証があるかないかではなくてですね、現在のところは債務保証はしていなく

て、会社が独自でそれを返していくようにということでの努力をしてもらっております。経営者に。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 今、金融機関からの借り入れとかあると思いますけれども、それに保証人にはなっていないということで

すよね。別の方がやっているということでわかりました。 

 さっきの話で６，８００万円というのは累積の債務の件ですよね。平成１８年度は赤字、黒字ですか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 垣花 健総務企画課長。 

○ 総務企画課長（垣花 健） 

 お答えいたします。平成１８年度決算においても赤字となっております。赤字の額なんですが、平成１８

年度において約１，５００万円となっております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 単年度で１，５００万円ですか。 

 次に進めます。２１・ざまみ取締役会について確認をします。村の代表として村長が取締役会に参加され

ていますが、村長はどのような立場で取締役会に参加されていますか。それと２点目ですね、取締役会の経

営責任及び村長の経営責任についてお答え願いたいと思っています。お願いします。 

○ 議長（宮平秀保） 
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 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 代表権を持つ会長として取締役です。 

 それから経営責任につきましては、私は会長としていわゆる助言をしていく１人でございますので、実質

的には代表取締役、いわゆる社長、普通にいくいわゆる社長が責任を持っております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 去った１３日ですか。議会の全員協議会の場において、現社長、垣花さんがいらっしゃいまして、垣花さ

んも一忚代表権をお持ちなんですね。２１・ざまみのほうがなかなか情報開示がされていないということで、

ぜひ情報開示をしてくれと要請しましたら、快く了解していただきました。３月議会で２１・ざまみの会計

状況とか、そこらについて議会のほうでちょっと疑問があるということで決議をしております。そのことに

ついてですね、議会のほうもどのように進めるかまだ結論は出ていません。が、協力いただくということで

それについては進めていこうというふうに思っています。 

 続きまして、アイランダーズネットワークの件ですけれども、これは先ほど質問がありましたけれども、

２１・ざまみが行うアイランダーズ事業についてということでとらえてください。実は質問がダブっていま

すので、実情については先ほど答えがありました。その目的、事業目的に合致した内容になっているかとい

う件についても先ほど質問がありました。このアイランダーズネットワークというシステムは、とてもいい

システムだと私は思っています。ただ、２１・ざまみが受け皿になっているということが非常にネックに

なっているんじゃないかと。２１・ざまみということから外せば、ものすごく伸びるんじゃないかというふ

うに思っているんですね、先ほどの特定財源の見直しについて。これは２１・ざまみと一体の事業なのか、

それとも切り離してこれを有効活用できないものか。これをちょっとお答え願えないですか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 切り離す、切り離さないというよりもですね、この仕組みをつくるときに、要するに２１・ざまみがあっ

たからできたんですね。２１・ざまみが補助金をもらってやった事業でございます。これは村がやった事業

ではありません。それでここまで来てですね、先ほどもお互い検討しながら考えてみる必要があるよという

こと、別のことで申し上げましたけれども、運用してきて、やはりふぐあいがあるというならば、やはりこ

の段階で見直すことは決してないというわけではないです。ですから、当初はいわゆる座間味村の観光産業

の底上げをしていこうということでつくって、通産省から約１億円をいただいてつくったシステムですので、

これをうまく活用し切れていないのかなという感じがします。それから、できてですね、かなりの間は赤字

状態でありましたが、最近になって約３００万円ぐらいですか、の要するに収入があると。２８０万円です

か、あるようで、それから人件費を差し引き、それからいろんな消耗品代、あるいは電話料等々、そういう

いろんな情報提供をする事業費を差し引いていけば、どれぐらい残るかというのをまだ私は確認しておりま

せんが、ぜひ今担当者にちょっと整理してくれという話をしているのは、その上がりの分からちゃんと経費

を引いた残りがあるならば、もっと会員サービスをするようにひとつ検討してくれないかということは指示

してあります。以上でございます。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ７番 宮里清之助議員。 
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○ ７番（宮里清之助議員） 

 村長、今せっかく御答弁いただいたんですけれども、先ほどの質問がありましたね。その中では今の答弁、

村長が言った答弁にはなっていないんですね。確かにアイランダーズ事業で今年は２９０万円ぐらい上がっ

ていますけれども、それについて実際はどうなんだと疑問の、先ほど質問がされたわけですよ。実績、事業

の目的に合致しているか。集計を上げたんじゃなくて、この間、このアイランダーズ事業から出た収益とい

うのが１，０００万円以上、２，０００万円近くぐらいあるはずなんですよ。そのお金がどういった使われ

方をしたかというのが、非常にその目的に合致したものなのか、いいまちづくり事業ということでですね。

その件をお聞きしたんですけれども、村長は収益は出てきたんだと。このアイランダーズ事業単体ですよね。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 収支決算につきましては、毎年度の２１・ざまみのその部門の事業報告として提出されております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 平成１７年度でしたか、２１・ざまみの決算のところで概況ですかね、委託事業が減ったために経営が苦

しいと書いています。要するに、２１・ざまみが経営が苦しいのは村のせいだと、２１・ざまみの決算書に

書かれているんですね。解説しますと。委託者に頼っているということで、この２１・ざまみ、アイラン

ダーズ事業も入っていたんですけれども、この２１・ざまみというものに対してですね、事業、これは実は

仲村村長が非常にこだわりを持ってつくられた第三セクターなんですけれども、もうそろそろ我々も含めて

本音の話をしたほうがいいんじゃないかと。先日ですね、全体協議会の中でＪＴＢ、この間新しい事業の話

も持ってきたんですけれども、とんでもない話ですね、ＪＴＢさんには悪いんですけどね。この２１・ざま

みをやっぱり正面から我々は直視すべきだろうと思っているんですよ。どこ行ってもその話です。本当に２

１・ざまみを設立した時点は、確かに意気込みもあって社会的なニーズもあったかもしれません。でも現状

はどうですかと言ったら、もうマイナス要因なんですよ。地域の負担なんですよ、２１・ざまみがあること

によって。観光事業においても２１・ざまみはないほうがいいというのが大勢を占めています。何もしてく

れるなと、これが地域の本音なんですね。実際、この２１・ざまみがどうにかなるという特効薬もなし。村

長には本当に申しわけないんですけれども、この２１・ざまみ、正面から一忚事業評価してですね、見直し、

もしくは清算していくという形の考え方は持っていないのかどうか、お答え願えないですか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 ２１・ざまみの設立の目的というのは、まず一番大きく挙げられるのが観光産業のいわゆるコーディネー

トということです。それから２番目に特産品の開発と。それから３番目に公共事業の受託による、いわゆる

地域の役場ですね、そういうものを含めて安定したひとつ事業運営。特に環境整備とかいろんな形で、安定

したような形をつくっていこうというのが大きな目的でやってきたんですけれども、今２１・ざまみで一番

大きく赤字を出してきたのが特産品づくりです。これは余りにも雇用を伸ばそう、あるいは地域の材料を

使って特産品に取り組むという当初の考え方がかなり投資をしまして赤字がその部分にあります。どうぞ

我々の決算報告、損益計算書をごらんになれば、どういうふうにそれがたまっているかというのはよくおわ

かりになると思います。そういったようにですね、今できていないのが特産品ということで、一生懸命やろ
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うとしたけれども赤字を生んでしまったと。これはこれまでのいわゆる代表者が一生懸命やってきたけれど

も、努力はしたけれども実らなかったということですから、私からああだこうだということは言えないんで

すけれども、ただ一生懸命やってきたことは私は認めて、また皆さんも認めてあげてもらいたいというふう

に思っております。 

 それで観光部門ですけれども、観光部門は特にこの企業が役割を果たしてきたことは、いわゆる座間味村

はこの２１・ざまみをつくるときはですね、かなりこの島での観光開発をしようという方がいっぱい来られ

ておりました。しかしその状態で、ちょうどそのときで宿泊施設の能力というのは１，３００人だったんで

すけれども、これでも大きいホテルにとっては年間を通していくと稼働率が４０％を切るような状態という

ような状況でしたので、２１・ざまみをつくって繁忙期だけ、いわゆる民泊システムというのを考えていこ

うやというふうなことを打ち出してやってきたんですけれども、それがなかなか人材を得られなくて今まで

できておりません。そういう中でどんどん宿泊施設はふえていきまして、今１，７００人になっております。

そういう状況は幾ら観光客を運んでもですね、今まであった既存企業の皆さんはなかなかもう客が減ってい

るというふうな見方をしていくのが今の現状でございます。恐らく、ですからちゃんと調査をしてみないと

よくわかりませんが、船で運んでいる数というのはそう差はないんですけれども、実態として、実感として

民宿経営者が受けているのは、数が減っているだろうというのが私に来る情報でございます。そういったよ

うなことをなくそうというのが２１・ざまみをつくった大きな目的です。観光産業のコーディネート、新規

参入については考えますよということで、既存企業をどう育てていくかというのが大きな目的でつくった会

社でございます。ですが、まだこの民泊ということにはちゃんと手をつけることができないというのが現状

です。 

 それから次にですね、もう１つ目は、どうしても観光産業というのは一次産業を観光産業と結びつけて、

活力あるものにしていかないといけないということが大事なことですので、その部門ですね、特に株式会社

２１・ざまみに打たれている定款の中で目につくのがあると思うんですけれども、それは堆肥づくり、そう

いったような農業の振興にかかわるようなところをひとつやっていこうというふうなところがですね、まだ

まだ手がつけられていなくて、皆さんからなかなかこの２１・ざまみというのはもうやることないんじゃな

いかというふうなことが指摘されているだろうと思います。ですが、そこら辺もう一度、私はこれまで環境

関係のインフラの整備ということでかなり力を入れてまいりましたけれども、次年度以降ですね、私の任期

が続く限り、今積み残している問題を解決していこうということで、皆さんにも今ハッパをかけているとこ

ろでございます。ですから今、宮里議員から清算したらどうかということについてはですね、私はそういう

ことよりももっと発展させていくべきじゃないかということです。 

 それから、先ほどＪＴＢの固有名詞が出てきたんですけれども、そのことについてはどうしても先ほどの

いわゆる２１・ざまみがこれまで考えてきた民泊システムではなくて、やはり今はどっちかと言いますと修

学旅行ということでシフトしていっていますので、そういう受け入れ態勢の充実を図ることによって、もっ

と座間味の観光を活性化していく必要があるんじゃないかということで、今ＪＴＢさんは、今仲五眞知事が

進める沖縄県の１，０００万人構想の中でどうしてもお手伝いしたいということで、ＪＴＢの子会社ではな

くてＪＴＢ沖縄という会社をつくったところでございます。そういう中で離島の活性化というものをどうし

ていくかということを、ひとつみんなで、県も一緒になって考えていきたいというのが、この間、座間味村

に来て説明していった内容かと思います。私はそのときにおりませんが、私がこれまでそのことにかかわっ

てきたことは、そういう流れになっております。そういう意味合いで、ぜひ議員の先生方も、いま一つ、こ

の２１・ざまみのあり方について、どうしてもだめというならばそれを清算するしないはまた皆さんのお知

恵をかりながらやるべきだと思っておりますので、ひとつ御指導を賜りたいと思っております。以上です。 
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○ 議長（宮平秀保） 

 ７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 村長の肝いりでつくられた２１・ざまみですから、村長の思い入れは理解できますけれども、あと１年あ

と１年、もう２１・ざまみできて何年になりますか。そろそろ結果と英断を下すべきですし、あと村長の任

期も１年半、４期なされるかは別としてですね、するんでしたらそういう話し合いがあるんですけれども、

１年半ということで時間がないんだったら任期中にどうにかしていただきたいというのが本心です。 

○ 村長（仲村三雄） 

 聞こえないんですよね。要するに、言葉じりが聞こえないんですよ。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 申しわけありません。ちょっと睡眠不足でして…。２１・ざまみの結論はですね、今みたいな言葉で、逆

にまた数字目標とはっきりしたラインを引いて答えを出していかないといけないんじゃないかということで

す。御協力と皆様の将来性だけで、もうオジー、オバーになったらどうするんですか。これは本当に２１・

ざまみ、設立当初は確かに…だったかもしれませんが、私から見るとですね、地域、住民ができるすき間と

かそういったのを食いつぶして、逆に言えばこの地域を食い荒らすモンスターになりかねない組織にも見え

るんですよ。この辺は立場の違い、その言葉の違いかもしれませんけれども、じゃあ２１・ざまみに対して

正しい評価をみんなでやりましょうよということなので、本当に必要あってつくられた組織なのかどうなの

かさえも設立当初から疑問があるわけですね。それで結果が出ていればいいですよ。地域は指示も受け入れ

れば。ほとんど反発と憎悪しかないんですから。５年前もそういったことで雇用化、稼業化ということで座

間味村の経済について村長と、村長は覚えらっしゃらないかもしれませんが、やった覚えがあります。個人

ができることをですね、組織を維持するために２１・ざまみがどんどん手を出したんですよ。こういう経緯

もあります。組織というものはそういうものだろうと思いますけどね、ぜひ存続ありきな、今みたいな御理

解をというありきじゃない視点で、真剣に２１・ざまみの事業のあり方、真摯に住民の声も、地域の声も聞

いてですね、考えていただきたいなと思っています。もし何でしたら、住民の直接的な署名でも、もしかし

たら投票でもやってもいいんじゃないかと思っているぐらいです。 

 ２１・ざまみが座間味村の観光に、村長のほうは大分比重を置かれているみたいですけれども、決して多

くの住民がそういうふうに思っているとは考えておりません。それでですね、実は観光だけじゃなくて、２

１・ざまみに関してはいろんな座間味村が行った各事業、例えばウハマの体験滞在とか溶融炉についてもさ

んざん２１・ざまみの名前が出てくるんですね、受け皿として。実質的に結果と形にはなっていませんけれ

ども、常に２１・ざまみが出てきました、いろんなことで。実際、先ほど指定管理の話も出ましたけれども、

土地の問題もありましたけどね。実際は２１・ざまみにさせたいということは、村長の欲というのは当然わ

かりますけれども、そういった結果、いろんな艇庫にしても指定管理が阻害要因になったという、一因に

なっていないかということを私は考えています。この各事業の施設の効率的運用、２１・ざまみがなければ

指定管理はもう既に入っていたんじゃないかというふうに思っていますし、この辺はですね、もうちょっと

考えていただきたいと思っています。 

 次の質問に行きます。ごみの溶融炉の件についてですけれども、宮里順之議員、金城善昇議員からも質問

がありました。その質問を聞いてですね、今現在、今日現在のごみ溶融、クリーンセンターの溶融炉の現状

が私にはまだ理解できておりません。ごみ溶融炉の今現在の状況はどうなっているんですか。さっき村長の

答弁ではかまは修理中と言いました。その後にいろんな説明がありましたね。そして質問が終わって、宮里

議員から「じゃあ動かないんですね」と、今相反する見解が出ています。端的にお答え願いたいです。現在、
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きょう現在ですね。これは操業停止して、ごみ溶融炉がとまっている原因は何ですか。１点ずつお答えいた

だきたいと思います。端的に。説明は要りません。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英隆環境衛生課長。 

○ 環境衛生課長（金城英隆） 

 ただいまの質問にお答えいたします。溶融炉が停止している状況についての質問ですけれども、炉がと

まっている原因については、１０月の操業時において、１０月１０日から操業を開始しております。操業を

始めてですね、立ち上がりは順調にいっていたんですけれども、電気系統の誤作動でごみを投入するライン

がとまってしまいました。それで停止状態なんです。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 同じ答弁になりますので、ですから端的にとまっている原因で一番大きい原因を１点ずつ挙げてください

と言っているんですよ。説明要りません。 

○ 環境衛生課長（金城英隆） 

 電気回路の故障です。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 じゃあ先ほど火入れできる状態にありますというのは、今は火入れはできないわけですね。それでは、こ

の電気回路の故障が直れば動くんですね。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英隆環境衛生課長。 

○ 環境衛生課長（金城英隆） 

 電気回路の修繕が終わりましたら動きます。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 じゃあ今回とまっている原因は、電気回路１点のみということでよろしいんですか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英隆環境衛生課長。 

○ 環境衛生課長（金城英隆） 

 電気回路のみとお答えいたします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 本当に間違いないですね。ベルトコンベアーとかそういったのは、銑鋼の問題とか、かまの問題はないわ

けですね。よろしいですね。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英隆環境衛生課長。 

○ 環境衛生課長（金城英隆） 

 若干スキップのレールの補修がありますけれども、これは軽微な修理です。 
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○ 議長（宮平秀保） 

 ７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 なぜこういう聞き方をしているかといいますと、実際修理してみないとわからないという状況じゃないか

ということを想定して質問をしています。 

 結論としてですね、今現在、かまが動く状況にないというとらえ方でまとめさせていただきたいんですけ

れども、それでよろしいですね。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英隆環境衛生課長。 

○ 環境衛生課長（金城英隆） 

 先ほども申し上げましたように、故障箇所がありますので動きません。ただ炉を動かして操業することに

関しては予算も伴いますので、それはまた別問題であります。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 この溶融炉の件についてはですね、いろんな要素が絡まっておりまして、非常に難しい話になっています。

とりあえずですね、じゃあこのごみ処理については先ほど質問がありました、希望的観測ということで持ち

出しも考えていると、具体的ではないという話ですね。すべては裁判、予算の問題ということで思っており

ます。 

 このごみ溶融炉、今裁判にもなっていますけれども、これを平成１７年１０月１７日時点で区切ってお話

を進めて、お聞かせ願いたいと思っております。平成１７年１０月１７日というのは、還元さんが引き上げ

た日にちでよろしいんでしょうか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 しばらく休憩します。 

休 憩 

再 開 

○ 議長（宮平秀保） 

 再開します。 

 ７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 平成１７年１０月１６日ですね、ごみをほうり投げて帰ったということなんですけれども、なぜそういう

ことに至ったかについて、平成１８年１０月１日、広報ざまみ３９号の中でこういうふうに説明がされてい

ます。皆さん、これは見ていると思います。その経緯についても書かれています。村と折り合いがつかな

かったということで帰ったということなんですけれども、これについてですね、広報ざまみに書いてある平

成１７年度から委託費用の高額の値上げ要求がありましたとあります。この高額な委託費用の請求と、これ

見積もりは３，１００万円でしたか、２，８００万円でしたか、還元さんが出している見積もりは。そうで

すよね、その金額ですよね。その見積もりの内容について尐しお聞かせ願えないですか。還元さんはですね、

２カ月に１回、年６回操業していたんですね。その見積もりはどういった内容の見積もりの金額なのか、と

いうことをちょっと教えてください。 

○ 議長（宮平秀保） 
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 しばらく休憩します。 

休 憩 

再 開 

○ 議長（宮平秀保） 

 再開します。 

 ７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 今のあれはですね、実はこの還元さんは一忚環境悪化、仲が悪くなったという原因の一つとして、委託費

用の高額な値上げ要求がありましたということで、それで話し合いがつかないということでなっています。

それで引き上げたんですね。その後ですね、還元さんと村と交渉をしたんですけれども、折り合いがつかず

サンワさんのほうにお願いをする形になったんですけれども、サンワさんが３月から操業するということに

ついて相談をされたのはいつから、いつごろなんですか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英隆環境衛生課長。 

○ 環境衛生課長（金城英隆） 

 ちょっと今の質問の前に、さっき質問を受けたものから答えていいですか。平成１７年１０月１６日、還

元溶融の作業の途中に、村に一切の報告もなくて帰っております。理由としては、平成１７年４月の契約時

において、コークス代が２万５，０００円から５万２，０００円への値上げ、それと操業延長の請求、これ

について書面の提出も、操業のいわゆる延長をしてごみを焼却したことに関して全く日誌等がなかったもの

ですから、これは提出がないと払えませんということを再三申しておりました。そのときには、１０月１６

日には何も言わなくてそのまま帰っています。ごみも放置してですね。この理由というのはわかりません。

炉が故障したのかどうか。それも原因としては考えられます。そういう状況が続きまして、確かに水不足で

やりとりはしていました、先方とは。制限給水等もそのころ実施をしていたのかな。とにかく水不足の状況

にありました。それで新たに古座間味のほうにタンクを増設しまして、予備水を貯蔵しまして、それでも弁

護士を通してやりとりをしていましたけれども、操業をすると、再開するという同意は得られませんでした

ので、サンワさんと話をする時期がいつだったかというのは平成１８年１月ごろだったかなという記憶があ

ります。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 今課長が話された、９割方はずっと説明を聞いていますので、この説明は一忚できたら時間の関係で省い

ていただきたいと。質問の件だけ、要点だけ答えていただきたいんですけどね。実際、さっきの高額な費用

だという件ですね。それと、この時系列の中であるんですけれども、その時点ではまだ訴訟にはなっていな

いんですね。訴訟にはなっていないんですね、訴訟。結局、サンワが操業して１年たっても訴訟になってい

ないんですね。ちょうど去年の今ごろですか、訴訟になったのは。その間の役場側の対忚が、本当に村の利

益を守るような対忚、やるべきことをやってこられたのかどうかというのが、もう疑問に思っているから今

そういう質問をしているんですよ。やるべきことはやらず、ということになっていないか。先ほどのですね、

還元さんが報告書を出していないという話がありました。それで金を払わない。これは裁判が始まってから

そういう抗弁ですか、それとも当初からそういったことを言い続けてきたんですか。 

○ 議長（宮平秀保） 
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 金城英隆環境衛生課長。 

○ 環境衛生課長（金城英隆） 

 主張につきましては、裁判の始まる以前に双方の代理人弁護士を通して、書面でやりとりをしてきました。

その中で請求書だけでは払う根拠がないと、日誌を提出すれば支払いに忚じるという旨は弁護士同士のやり

とりで何回も先方に要求をしております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 一忚、訴訟前ということですね。弁護士を通してのお互いの話し合いからそういうことは出てきていると。

じゃあ実質的に操業中にそういった要求はされたんですね、されていない。帳票類のそういう提出物につい

ての請求は、あるべき役場業務としての請求は、還元さんにはやったというのは記録としてあるんですか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英隆環境衛生課長。 

○ 環境衛生課長（金城英隆） 

 私が環境衛生課に異動になったのが平成１７年４月です。それから４月、６月、８月、１０月と還元のほ

うでは４回操業しております。日誌の提出がないものですから、それは口頭で出してくれということは私に

かわってからは再三言っています。それを口頭で言って書面には残っていませんけれども、結局相手は出さ

なくて引き上げていったわけですよね。ということは、支払いは、提出は拒んでおりました。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 そこら辺のいきさつをそろそろ整理したいんですよ。人事異動で平成１７年４月に課長が来られたわけで

すね。それでそういったのがない、ちゃんとした根拠に基づくものがないと、操業に関して。それを出して

くれと。平成１７年４月以降、移られてから還元さんの社長に言われた、口頭で言った。これが一月ずれ、

一月ずれでもいいんですけれども、その間に支払い関係は発生していますよね。裁判の内容によると、４月、

６月、８月は支払い済みだということになっていますけれども、これは例年と同じような状況で、同じよう

なパターンで支払われたんですか。それとも多尐は支払いがおくれていますか。この辺ちょっと確認願いた

いと思います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 休憩します。 

休 憩 

再 開 

○ 議長（宮平秀保） 

 再開します。 

 ７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 あのですね、夫婦げんかも最初はお金の問題から始まるんですよね。新婚さんの最初のけんかは。これで

すね、その当時そういったこともありまして、別の件もあったかもしれませんけれども、支払い関係があん

まりすんなりいっていないみたいで、それで関係がぎくしゃくし出しましたというふうにも聞いています。

それでですね、平成１７年１０月に操業をやめたんですね。お金の関係だとは思うんですけれども、先ほど
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金城善昇議員から現業者、グループと何かトラブっているようなことを言っていましたけれども、村長の答

弁で誤解、言葉のあやだと、そういった発言で誤解を解くという話がありましたけれども、当時もそういっ

たことはなかったんですか。誤解、それが修復つかない状況を生み出したということはないんですか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 先ほど誤解という、現在操業している方との誤解というのは、これは操業に関しての言葉、お互いの誤解

ではなくて、別のことですから、操業とはかかわりありません。それと今、還元溶融とのいわゆる操業打ち

切りのような形になったのはですね、あくまでも先ほどから説明しておりますように、還元さんが出してき

た額が妥当なものかどうか。それともう一つは追加料金ですので、我々としては１年間の契約の中で追加さ

れてきたときには、どうしても補正しないといかんと。補正するということであれば、ちゃんと議会にも説

明をして補正をするということが当然でありますので、そういうことで彼たちに操業日誌を出してください

ということでやりますけれども、ただ明細書だけで、あれやりました、これやりました、ですからこれだけ

かかりましたというふうな請求でしたから、それはちょっと待ってくれよと、ちゃんと説明がつくような資

料を出してくださいというのが中身でございます。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 また次、今度は平成１７年、１６年にいきますけれども、この還元溶融炉研究所ですか、これをつくって

ですね、この間１０何回か操業をしているわけですね。今金城課長がいらっしゃる前には前の課長がやられ

ていましたし、その前、その都度やっているんですけれども、その間やるべきことは要するに操業日誌、そ

れから報告物が出されるような関係ではなかったんじゃないですか、還元さんと役場は。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英隆環境衛生課長。 

○ 環境衛生課長（金城英隆） 

 平成１６年ですから、私の以前になりますけれども、操業の回数につきましては平成１５年１０月試験操

業、本格的なごみの処分作業は平成１５年１２月、１６年１月、１６年２月、１６年３月、１６年４月、１

６年６月、１６年８月、１６年１１月、１６年１２月、１７年２月、１７年４月、１７年６月、１７年８月、

１７年１０月と１４回実施されておりますけれども、一切日誌は出されておりません。村からは日誌だけで

はなくて、操業の工程会議を持ってくれということも私に変わってから再三話をしたんですけれども、１０

月に引き上げたときも、入ったことさえ連絡なく、帰るときにも連絡も一切ありませんでした。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 これはですね、向こうが悪いという話じゃなくて、なぜこんなこと放置されていたんですか。結局、これ

だけの委託費用を払って操業して、一切役場側は検証していない。業務をしていないということじゃないで

すか。相手が悪いんですか。管理するほう、こちらの役場の問題じゃないんですか、これ。それを一、二年

近くも操業させて、出しなさい、金は払わん、それならちゃんとゆっくり、お互い感情的にならずに話する

ことが、十分な時間が必要だったんじゃないですか。こんなはずじゃなかったと。実はですね、この溶融炉

導入に当たってですね、座間味村は平成１２年、１３年度最終処分場の計画がありまして、各字１回ずつ、
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本気で入れる気があったかどうか疑うような回数ですけれども、最終処分場の説明会もしています。そして

断念しています。平成１３年ですね。断念した日付については、ちょっと私も事件について調べているんで

すけれども、まだ正確な数字はありませんけれども、渡名喜村においても同じ平成１２年、１３年で最終ご

み処理、向こうはガス溶融炉、今入っているやつですね。導入を進めたんですね。実際、村長がこの間議会

でも導入の正当性について、話はちょっと飛んでいますけれども、一忚一つの流れがあると私は思っていま

すので、国の補助物件だと。国という答弁と、議会も認めたんじゃないか、一緒に決議していたんじゃない

かという発言等がここでされています。実はそれ自体引っかかったものですから、過去のものを一忚見てみ

たら、当時の証言、今度の教科書問題も似たようなものですが、体験者が生きているうちに聞き取りしなさ

いみたいなもので、去年、平成１８年の議事録の９月定例議会で前比嘉議員の内容の中に、もう実際に出て

くるんですね。去年の１２月議会で私は村長にお聞きしたんですけれども、導入前の計画はどうだったのか

と、そして導入後はどうだったんだという話を聞いていますけれども、調べてみたら議事録にもちゃんと出

ています。こちらは議事録の大切さというのはあるんですけれども、１年、２年近くかかってこれが出てき

たんですけどね。これを見てみると、この溶融炉は２人で操業できるんだと、作業人数については。故障も

しないと、いろんなこと書かれています。そういうふうに説明して視察もして、議会は導入したんですね。

あけてみたら違う。こういうことが議事録にちゃんと載っているんですけれども、答弁の中で実際村長が答

弁されたこともですね、前の答弁、状況が変わったときに答弁内容が若干尐しずつ変わってきているんです

よ。そういうことも踏まえてですね、ちょっとこの導入に当たるいきさつですね。結局、国が認めたもの、

認定したものという言い方は多分１年前の渡名喜村のことを指していると思います。いいですか、そのまま

続けて。それでですね、県の環境対策課から文書で、導入に当たっては導入の時点の判断というか、ある程

度の性能試験とかそういうのをやられるべきだという、みたいな形があるんですが、実際、座間味村も財団

のほうから証明書をもらっているんですよね。環境何とか財団、環境、廃棄物研究財団の評価書を、座間味

村はこれはもらっているんですよね。補助物件を申請する場合に。課長…。 

 導入するに当たってですね、村長が国の補助物件だということで導入の正当性を答弁しているんですけれ

ども、この還元さんと導入に当たってですね、導入のいきさつについてですね、先ほどの平成１６年、村が

役場として操業に対していろんなこと言えなかった、やっていなかったこと及び運転、操業についてこの議

事録に載っているように、一括して還元さんに任せたといういきさつがあるんですね。内容知らなかったと

いういきさつがあるんですよ。そういうことを踏まえてですね、これ全部読んだほうが一番いいんですけど

ね。その答弁の中で、なぜ導入してから操業日誌とかいろんなものとか、必要な提出物が出なかったという

こと、なれ合いの関係を私は今言いたいんですよ。要するに持ちつ持たれつの関係で、島はこの溶融炉を導

入したい、向こうも入れたいという関係、そういう構図の中でうまく運転したいという関係ですね。まさか

裁判の原告と被告になるとは夢にも思わず、そういった関係で仲良くやってきたはずなんですよね。そう

いった中でこういった形でトラブルが起こった。実際、裁判とかいろんなことのときにやるべきことを、事

務処理がやられていないという結果、今に至っていないかということですね。それを言いたかったんですよ。

平成１７年１０月以降、本当に精力的に村長が最大限努力したかというものにおいて、非常に私は疑問を

持っていまして、この２年間、国が溶融炉を導入した後にトラブっている。平成１７年１０月まではだまし

だましでも、ごみは毎月燃えていたんですね。それ以降、トラブって以降、たまにしか燃やさないし、いろ

んなトラブルが発生しています。客観的に考えてこの違いを判断すべきじゃないかということと、そのとき

にちゃんとした対忚がされていれば裁判もなかっただろうということです。もっと大人の対忚なり、話し合

いはできるんじゃなかったかということですよ。ですから、あの見積もり高額のもの、実際そうだったのか

どうなのか。非常に感情的になっていないかどうかということですね。それが今回、この溶融炉が機能障害
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を起こしたのか故障したのかわかりませんけどね。設計者以外の人がこれを運営しているわけでして、実際、

先ほど調整監が裁判の話もされていましたけれども、この議事の中でも瑕疵担保で整備をやるとかやらない

とか村長は言っています。そこで質問にかえます。追訴訟といいますか、村は還元さんを瑕疵担保で訴える

ことができるんですか、実際問題。そこらについてお答え願いたいです。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 これ一連のこの流れの中でひとつ話になるわけですけれども、瑕疵担保という場合にはですね、それなり

の技術を持ってきた方々がその機械を検証していくということです。一時期はですね、私たちとしてはその

いわゆる瑕疵担保で請求をするということも含めて、そのチームを組もうと思っていろいろ検討してみたん

ですけれども、かなりの金が必要だったもんですから、それはちょっと保留しておこうということでまいっ

たところです。それでこのかまを納入して後に、要するにそのかま業者がそのまま運転をしてきたというこ

とで、先ほど平成１７年９月議会で前議員の比嘉議員からの質問に対しまして私答えておりますが、そのと

きも今も全く同じことでして、そのときに比嘉議員からあった２人で運転できるということにつきましては、

私はそれは聞いておりませんでした。要するに、溶融炉というのは昔からある技術なので、非常にだれでも

ちゃんとなれれば運転できるということで人数まではなくて、結局私がですね、ちょっと話を戻して申しわ

けないんですけれども、このかまを入れようということで各離島町村の皆さんにも行って見てこようよとい

う話をしたときに、どういうことを私は考えていますよということで皆さんに話をしたのはですね、こうい

うことです。まずこのかまはですね、ダイオキシンとかそういったものを確実にクリアできるかまであると

いうことが１つと、それからもう一つ私がこの島でどうしても採用したいと思ったのは、ごみをエネルギー

にかえるという一つのいわゆる最近はやっているエコ機というんでしょうか、エコ対象機であると。それか

らもう一つはですね、最終処分場が要らない。要らないというのはちょっと語弊があるけれども、かなり縮

小した最終処分場であると。それから私は雇用の拡大ということでですね、この３点をひとつ重大視しなが

ら、各市町村長にも説明をして、これは離島に合った機械ですよということで皆さんにも勧めたところです。

それで、尐しそのときの私の夢を皆さんにあれしますと、まず雇用ということではこういうふうに考えてお

りました。先ほど２人でできるということからの派生した話ですけれども、調整するにはですね、今でも皆

さんもう既に御承知のとおり、２４時間運転せざるを得ないですから、２４時間運転しますと５人の３交代

で１５人のひとつ人夫が必要です。それからもう一つは、還元ということで発電ができるということですの

で、この発電業務に約３名ぐらい。これガスを引っ張っていって発電しますからということと、それから次

にですね、淡水化と製塩ということで約ここに１５名ぐらいというような計算を、非常にラフな計算で、や

はり地域とすれば雇用というものを重視しなければいけないと。さらに、そういうごみから資源が得られる

ということが大事だろうということで導入したものでございます。それで２人で運転できるとかですね、と

いうことについて私が発言したことは１回もありません。そういうことはひとつ御理解いただきたいと、御

確認いただきたいと思いますけれども、そういったようなことを考えながらこのかまを入れてきまして、今

御指摘のあります、じゃあなあなあのいわゆる運転をしてきたのかということですけれども、私としてはで

すね、役場の職員を、核になる職員を２カ年間訓練してくれということで１人派遣しましたけれども、もう

とてもじゃないけどできないということで帰りました。それから２人目派遣したけれども、使い物にならん

ということで、相手側からどうしても受け入れられなかったということでありまして、このことは９月議会

に比嘉先生にも同じようなことを答えてあります。今考えてみたら、彼たちの策略として私たちが出した職

員を帰したのかな、自分たちがずっとその操業をするということであったのかなということであります。そ
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れでこの時点でですね、なあなあ、やあやあだったかということで申しますとそうではなくて、我々はごみ

を処理してくれといってごみはここに積んでありますから、このごみは確実に処理してもらいました。です

から、ちゃんとスラグも出て、それからもう一つ我々が彼たちを信用したのは、定期的ないわゆるガス分析、

これは定期的に環境技術センターにお願いしてやった。これは出ておりますので、ちゃんとした操業をして

いるというふうに認めざるを得なかった。その中でも、しかしこの次の廃タイヤを燃やしてエネルギーにか

えるということはやってくださいよと。そのための企画書を早く出してくださいというようなことは、ずっ

と私は彼に迫っておりまして、余りこういうことをここで公表するのはどうかと思いますけれども、ある日

私は会議の途中で久米社長とテーブルをけるぐらいの論争をしたこともあります。こういったようなことで。

ですから、決して我々はないがしろにしてきたわけではなくて、ちゃんと委託したことはできていると。け

れどもしかし、ちゃんとした工程書を出さないといけないよということはずっと口頭でやっていたんですけ

れども、結局は１０月１６日の形で今途切れてしまったというのが実情でございます。ですから、決して私

はこの間、答えている中身をですね、あっち行ったりこっち行ったりしているという考えは持っておりませ

んので、ひとつそこら辺は御理解いただきたいと思っています。 

○ 議長（宮平秀保） 

 もうかなり時間も経過していますので、簡潔に持ち時間を短くして発言してください。 

 ７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 実は今おっしゃったことですね、すべて１年前の９月と全く同じことが説明されています。要するにそれ

がどうのこうのじゃないんですけれども、ここから議論が先に進んでいないんですね。それをですね、何で

ここから先に進まないかということになるんですよね。この溶融炉、平成１７年１０月以前と以後と全然違

う問題になっていると私はとらえています。今回、私がこの議論の中で、議論といいますか、私の疑問の中

で村長に聞きたかったのは、平成１７年１０月１７日以降からサンワに至るまでに、村の利益を損なわない

ような立場に立って、いろんなシミュレーションの想定の中で行動がとられたかどうかという点に対して疑

問を持っているわけですよ。結局、石炭、１，２００万円の請求が来ています。確かに平成１８年１月には

仮処分の書類が出て使うなという話になったんですけどね。あれは買う予定で、当然お互いの暗黙の了解の

中で座間味村に持ってきたんですね。裁判でも当然買う意思があるということで、支払わないというふうな

訴えが出ていますけれども、使えなくなった。３月ではサンワさんが新しいグループとして操業することに

なったんですけれども、その答弁も契約が、還元の契約が２月いっぱいとか３月いっぱいとか揺らいでいる

んですね。そのときに実際まだ新たな石炭がないから石炭を導入した、２１・ざまみを通して石炭を買った

んですけどね。渡名喜村と座間味村、共同組んで５００トン、１５０トンが渡名喜村、３５０トンが座間味

村という形で。本来、そのときに還元さんと話し合いができなかったのか。高額の本当に委託料だったのか

どうかの分析、それから決別するのであれば法的手続なり、瑕疵担保なり、いろんなことなり、逆に操業す

る前にやるべきことではなかったのだろうかということも考えながら今お聞きしているんですよ。それでで

すね、平成１８年３月の石炭の２１・ざまみを通しての購入についてですけれども、村長と課長にお話を聞

きますけれども、なぜ２１・ざまみから購入したのか、それを聞かせてください。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 今のお話は還元さんが持っているコークスをそのまま使えばよかったんじゃないかということですけれど

も、彼たちは使わないといって内容証明が来ているわけですから、使えるはずがないです。それともう一つ
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がですね、彼たちが今持っている、今そこで見ることできるんですけれども、あれは要するに日本にはコー

クスが尐なくてですね、電気量用のコークスを持ってきているものですから、このかまに入れますと全部出

銑口というところから噴き出してくるんです。これでは使い物にならんと、使わないということでしたので、

今操業をお願いしている方は貿易もしているわけですから、中国からこういうのが入りますよということで

いろいろ調べてみたら、日本で一番いいコークスというものの中では格安で入るという状況がわかったもの

ですから、それを購入して操業に使うということでやったことであって、決して我々が当初から還元さんの

ものはどうだこうだではないです。相手が使わないという、彼たちは自分たちがこの、今も我々に要求して

いるんですけれども、引き続きこのかまを操業すると。自分たち以外はこのかまを操業できる人はいないと、

彼たちは言い切っているわけですからね。それを座間味村はやってのけたというところにひとつ問題があっ

たと思います。それともう一つはですね、先ほど来、要するにそういう努力はしたかということですけれど

も、還元さんに本当に三くだり半をつけるときの考え方はですね、２万５，０００円でここに購入して持っ

てきたコークスがですよ、市場が５万円に上がったということで、すぐこの市場価格を我々に上乗せして

持ってきている。私たちが思うことは、要するにそこを請求、あるいはちゃんとお互い商売として成り立つ、

買う買ったのあれが成立するのは、ここに持ってきて置いていた期間の、金利分の上乗せだったら我々は認

めます。そうじゃなくて、２万５，０００円で我々が納入しているコークスをですよ、すぐ市場価格で５万

円と。こんな理不尽なことはないですよ。そういったようなこともひとつ指摘しながら、これはちょっと許

せないですよと、もっと考えてください。使わないと言っているから私たちは新しく入れて使いますという

ことで、そのときのいわゆる我々がコークスを導入してですね、ちゃんと経済的に処理するということでは

努力したつもりであります。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 おもしろい話を聞かせていただいたんですけれども、この辺についてはやはり感情のあれがあるというこ

とですね。要するに２万５，０００円が５万円で買わされたという、これが感情です。それではですね、今

私が質問したのはそういうことではないんですね。３月操業のときに石炭を約３５０トンも座間味は２１・

ざまみから買っているんですね。これが単価が４万９，０００円で消費税入れて５万１，０００幾らかなん

ですね。だと思います。その件、なぜ２１・ざまみから買ったのかということをお聞きしたい。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 このコークスを入れた方が、やはりいわゆる事業所としてですね、そういう人夫を持っておりません。そ

れで、その人夫のコーディネートを２１・ざまみにお願いするということでやりまして、渡名喜のも２１・

ざまみを核にしましてその作業を、運ぶ作業をやったからそういう形で導入してあります。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 これはですね、役場サイドからということで今聞いていますけれども、サイドというか役場の視点からで

すね。実際、この件について一忚２１・ざまみのほうからも資料提出を要求したところです。というのはで

すね、平成１７年の決算の２１・ざまみのあれで、石炭の売り上げで２，０４４万円という売り上げが上

がっています。これが上がっています。これですね、何トンかということになるんですね。実際、計算して



 ― 627 ― 

みたら５万８，０００円の計算ですよ、大体３５０トンということになるんですけどね。結局、支払いの部

分を見ますとサンワに対して１，４００万円があるんですよ。そうしたらもう結局、これはまだ確定ではな

いですけれども、２１・ざまみのほうを調べてみていますけれども、結局２１・ざまみから石炭を買った理

由はそれだけなのかどうなのか、それだと６００万円も出るもんですから、それに対して一忚確定ではない

んですけれども、ちょっと疑問を持ったわけでして、これ２１・ざまみを通した正当な理由は、今は申し上

げた資料では見出せないんですね。そういったこともありまして今お聞きしているんですが、結局この問題

はまたさらに調査して聞くことになりますけれども、先ほど、結局この間、この石炭の件も含めてですね、

半年の間にやったことが、その後２年間と今回の裁判の件と大きく影を落としているわけなんですね。その

当時の判断がさっきみたいに２万５，０００円のものが前に買ったほうが実際安くついたかもしれないわけ

ですよ。結果としてですね、当時の正しさというより、私は今現時点の結果というものを今視点でとらえて

しゃべっているんですけれども、本当に対忚は結果として村長間違っていなかったんですかね。私はこれは

これだけ地域を２年間ですね、溶融炉に対して、物自体もそれまではだましだましでも、還元さんがきれい

に動いていた。確かに我々は溶融炉に対して基本的にいい感情を持っていませんでした。にもかかわらず２

月に１回動いていました。還元が引き上げたから、トラブってから。何があったんですか。確かにサンワさ

んに協力していただいて御迷惑かけていますけれども、協力してもらっていますけどね、みんな苦労してい

ますよね。挙句の果てに裁判、損害賠償、金がない。実際、裁判が起きてこの炉が動くかどうかのめどもつ

かない。本当に平成１７年１０月から半年間の判断が、村長、これだけの結果を招いているということ、正

しかったんでしょうか。それに対して私は疑問を持っているんですよ。どう思いますか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 私は正しいか間違っていたかということに直接答えるわけにはいかないんですけれども、私はごみがちゃ

んと処理できるようにこれからも努力をするということです。ですから今、宮里議員がおっしゃるように、

これもひとつの考え方。しかし、我々はこのかまを次のグループに委託することによって、これまではね。

本当はこのかまの性能というのは一月間は連続して燃やせるということであったけれども、ほとんど２週間

で打ち切って帰っているんですね。皮肉なことにというか、彼たちからすると非常に都合よく、座間味のご

みは２週間分しかなかったものですから、とめて帰ったというふうに報告は受けていたんですけれども、実

際、我々がごみがたまって連続運転をしたら、最初は２週間しかもたなかった。１６日でしたかな、燃やし

て、かまがただれて非常に危険な状態になったものですから止めまして、それを改良するのにどうしたらい

いかということで、還元にいた方々お二人を招いてじゃあ改良していこうと。ですからこの間、今年の３月、

４月、平成１８年度は１１月２６日から１２月２１まで操業し、２３２トン燃やしており、燃やすものがな

くてとめたところです。そして今回もそういうものを、もう尐し延ばすところまできているんですけれども、

先ほどから説明していますように、電気系統が故障して燃やせない状況にあるということでございます。で

すから、そういうことで今日は、直接私は間違っていたかどうかではなくて、こういう努力をしながらちゃ

んとごみ処理ができるように頑張りますというふうにひとつ申し上げておきたいと思います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 自己満足ですから、確かに村長としてはそうでしょうけれども、本当にその結果として私たちは非常にそ

の判断が正しかったかどうかというのを検証すべきだろうというふうに考えています。結果としてですね。 
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 それとですね、公会計、役場が行う、この辺がどうも役場は体質的にちょっとずれているんじゃないかと

いう気がしています。これについてはプラスマイナスだったらいいんじゃないかと。これでは行為そのもの

が正しく表現されないんですね。会計というのはあれ文学と一緒で、表現なんですよ。こういうの。プラス

マイナスがいいんだという話ではないんですが、そこら辺のことがあっちこっちで見られるんですが、もう

時間がないですから、そこら辺を指摘して私の質問を終わります。 

○ 議長（宮平秀保） 

 続きまして、６番 宮里祐司議員。 

○ ６番（宮里祐司議員） 

 最後ですね。暗くなる前に順番が回ってきましたので、日が落ちる前に質問のほうを早目に進めていきた

いと思います。 

 １点目ですね、税政課に関しての質問です。滞納税徴収業務の進捗状況についてです。自主納税体制を確

立し税収確保の目的で設置された税政課でありますが、６月、９月と継続質問を行いました滞納処理業務の

進捗状況についてお伺いします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 大城 晃税政課長。 

○ 税政課長（大城 晃） 

 ただいまの宮里議員の質問、税政課の滞納税徴収業務の進捗状況についてお答えします。お尋ねにありま

す税政課の９月定例議会以降の進捗状況について。これは毎回、宮里議員から御指摘のある徴収状況の資料

を去った５月に引き続き、１０月にも同じようにこういった徴収状況の表を各世帯に配付して、納付に対す

る理解と協力を促していたところであります。それで進捗状況としては９月にも発表したんですけれども、

新たに９月末と比較をしてみます。９月末で、個人住民税の現年度分徴収率が４６％でした。これ現年分で

すね。滞納分が３４．９％の徴収率だったんですけれども、１１月末時点で現年度６０．９％、滞納分５６．

０％となっております。また固定資産税の１１月末時点における徴収率は現年度分で５７．４％、滞納分２

２．３３％となっており、今後とも徴収率の向上に努めていきたいと考えております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ６番 宮里祐司議員。 

○ ６番（宮里祐司議員） 

 わかりました。それではですね、滞納状況ということで村営住宅のほうですね。こちらのほうの滞納状況

を教えていただけますか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 大城 晃税政課長。 

○ 税政課長（大城 晃） 

 村営住宅については、現年分はまとまって３月にどーんと入れたいということがあるので、今は滞納分に

ついて報告、回答をいたします。村営住宅の滞納分についてはですね、１１月３０日時点において過年度分

滞納者、村内で３名です。滞納額は合わせて１１５万５，０００円となっております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ６番 宮里祐司議員。 

○ ６番（宮里祐司議員） 

 ありがとうございます。では、住民課長のほうに国保税ですね。こちらの現年度分で構いませんので、１

１月末時点の徴収率を教えていただけますか。 
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○ 議長（宮平秀保） 

 宮平真由美住民課長。 

○ 住民課長（宮平真由美） 

 国保税についてお答えいたします。現年度分１２月、１月とあと２期残しておりますが、ただいまのとこ

ろ収納率は６５％になっております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ６番 宮里祐司議員。 

○ ６番（宮里祐司議員） 

 ありがとうございます。続きまして、短期併任制度というのがあったんですけれども、こちらの導入後の

成果ですね。税政課長のほうにお伺いします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 大城 晃税政課長。 

○ 税政課長（大城 晃） 

 短期併任制度導入後の成果ということでお答えします。御存じのとおり、住民税の滞納処理を実施する目

的で県の税務職員を市町村職員とする短期併任制度ですけれども、去った９月から１１月までの３カ月間実

施してきました。その成果としてですけれども、併任前、徴収率が３４．９％でしたが、併任後、１１月末

で５６％と期間中に滞納額全体の２１．１％を徴収できております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ６番 宮里祐司議員。 

○ ６番（宮里祐司議員） 

 わかりました。結構いい成果が出ているんですね。 

 じゃあ短期併任制度によってですね、もたらされたメリットといいますか、このメリットの部分とあと他

滞納税の徴収率に対する相乗効果というのは見られましたか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 大城 晃税政課長。 

○ 税政課長（大城 晃） 

 初めて導入した制度なんですけれども、この制度による相乗効果として期間中は住民税のみならず、固定

資産税の滞納額の徴収もあわせて実施してきました。期間中における固定資産税の徴収率が７．５％の実績

を上げております。また期間中は県職員と連携を密にして滞納処分を実施してきましたので、特に滞納者の

財産差し押さえ等を含め回収方法のノウハウを得られたことは、この制度を導入した最大のメリットだと思

います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ６番 宮里祐司議員。 

○ ６番（宮里祐司議員） 

 滞納者の差し押さえ等という言葉が今あったんですけれども、実際に差し押さえを行ったのですか。行っ

たのであれば、何件でしょうか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 大城 晃税政課長。 

○ 税政課長（大城 晃） 

 実際に差し押さえを行いました。地方税法第３３１号第１項第１号、これは市町村民税に係る滞納処分と
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いうものに基づき、銀行の預金口座の差し押さえを実施しております。財産には幾通りもありまして、その

中の預金の差し押さえをやっています。差し押さえ件数は住民税で５件、それから固定資産税で１件となっ

ております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ６番 宮里祐司議員。 

○ ６番（宮里祐司議員） 

 わかりました。課長、最後にちょっとお聞きしますが、個人住民税、固定資産税、あと過年度分を含む滞

納額がここまで膨大になったのかをどのように分析していますか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 大城 晃税政課長。 

○ 税政課長（大城 晃） 

 本年１１月末時点における住民税の過年度分滞納額なんですけれども３１０万３，９３５円、固定資産税

の過年度分滞納額は１，０７４万８，６００円となっております。特に固定資産税なんですけれども、滞納

額がここまで膨れ上がった背景として、１つ目には滞納者側なんですけれども、現年度分をきちんと納めら

れなかった納税者の納税意識の問題。これはいわゆる経営状況、いわゆる自分が納税できる範囲以上に融資

をもらっている件数がかなりありますので、こういった大口滞納者がこの額の多くを占めています。もう一

つは、じゃあ我々徴収体制側としてですね、人事異動等による徴収の専門知識、ノウハウが蓄積されにくい。

もう一つは今回初めて差し押さえを実施したんですけれども、滞納者との距離が近く、差し押さえ処分がや

りづらい、そういったものが考えられます。税務業務の最終的な目標なんですけれども、これは自主納税体

制を確立し税収を確保することにありますが、現状はまだ多くの滞納額を抱えております。引き続き村民へ

の納税意識の向上に努めていくとともに、滞納状況の的確な把握と分析を行って効率的な滞納整理を推進し

ていきたいと考えているところであります。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ６番 宮里祐司議員。 

○ ６番（宮里祐司議員） 

 わかりました。先ほどおっしゃったように短期併任制度によって専門職員の育成という部分でも尐し、大

分効果があったということですので、専門的な育成が完了して滞納の分析、あと効率のいい回収方法が確実

にできていれば、次年度は何をすればいいのかというのはおのずと見えていると思います。あと自主納税体

制の確立と滞納税の全額徴収が自主財源確保、いわゆる収入になると思うんですよ。収入が安定しますと、

あとは支出ですよね。こちらを抑えられれば税政課設置という部分は８割方成功したと私は思っております。 

 特に最後に村長にお聞きしたいんですけれども、次年度以降ですね、村有財産の整理処分等を視野に入れ

ていますか。もちろん財源確保ということでですね。その辺をお聞きしたいと思います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 今のところですね、処分の件は考えておりません。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ６番 宮里祐司議員。 

○ ６番（宮里祐司議員） 

 わかりました。合併問題等が迫っております。自主財源確保が非常に重要な時期になっておりますので、
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行政も民間並みの経営力がもう求められていると思います。税政課長はですね、引き続き自主納税体制確立

と税収の確保ですね、あと資産評価と村有財産の把握という２つが項目に入っていると思いますけれども、

プラス専門職員の育成というのをお願いしまして、１つ目の質問を終わりたいと思います。 

 議長、休憩するそうです。 

○ 議長（宮平秀保） 

 続けてください。 

 ６番 宮里祐司議員。 

○ ６番（宮里祐司議員） 

 続きまして２つ目ですね、全国学力・学習状況調査、全国学力テスト結果の公表についてです。先ほど一

番最初に宮里順之議員のほうからも質問があったんですけれども、尐し路線を変えて質問をしたいと思いま

すのでよろしくお願いします。 

 文教予算ですね、７７億円をかけた一大事業、全国学力・学習状況調査が全国の小学校６年生と中学校３

年生の約２２０万人が４月にテストを受けました。１０月２４日には都道府県別で平均正答率が公表され、

沖縄県はほとんどの科目で全国平均を下回り、４７都道府県最下位です。また市町村別の公表については、

点数に当たる平均正答率を挙げると地域や学校間の学力格差が鮮明になり序列化となるため、市町村の教育

委員会では正答率は公表しないようですが、テストの結果で公表できる範囲の本村の位置づけと、このテス

トが今後の本村の教育の改革と学力向上にどのように影響していくかという質問だったんですけれども、こ

の件は先ほども教育長の答弁で、本村の全国、あと県平均との比較、正答率がわかりましたので、もちろん

教育長も教育のエキスパートですから、このテストのコンセプトですね、現状の学校教育の問題点の発見と

改善、あと全国的な義務教育の水準向上というものを踏まえた上でのメリット、デメリットはもちろん検証

済みだと思っていますが、そこで公表についてお聞きしたいと思いますが、やはり子が通う学校の状況に地

域や親は非常に関心があります。それで、もちろん知る権利もあります。また公表することは学校、あと職

員の評価にもつながると思っております。何よりですね、今本村が抱える数々の諸問題に目を向けがちな地

域、あと行政、政治がこの結果を発表することにより、喚起されることがないかと思っています。 

 以上を踏まえてですね、先ほどのデータ、口頭で言ったデータで構いませんので、村広報紙による公表を

していただけないですか。もちろん調査結果が公表されることで、改善に向けたプラスの競争原理が必ず動

き始めると思ってのお願いですけれども、どうでしょうか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲地 勇教育長。 

○ 教育長（仲地 勇） 

 まず公表をするかどうかからお答えしますけれども、これはですね、私は村民の方々がどれだけ正しく認

識するかによるわけですが、公表をこれは慎重にしなければならんと言った手前、私の考えはこの学力とい

のは個々の問題なんですよ、ある意味で。座間味村に学力があるはずはないので、一人一人の子供の力とい

うのが学力なんですね。座間味村の場合に、私は村の平均といいましょうか、文科省とこうやりとりした成

績を先ほど発表しましたけれども、あの一部は新聞にも出ております。県の段階と比較してですね。それは

公表するということは先ほど申しましたように、生徒一人一人の学力ですから、まず児童生徒の許可が必要

じゃないかと思うんです。座間味村のような小さい学校になりますと、座間味村のある学校では生徒が特定

されてしまうんですよ。ちなみに村で６年生は１３人です。中学３年生が１７人おります。１０人以上いて

も大体かわらないと思うんですが、とにかくある学校ではもうだれということが特定されてしまう。だから

控えていたんですが、幸いに座間味村はですね、ずば抜けてよかったとはまではいかなくても、国の基準よ
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りもはるかに上、はるかじゃないです。平均を超えていましたので公表したわけです。これが教職員の士気

に及ぼす影響等については、こう考えているんです。教育の作用というのは、私が午前で説明したとおりで

すね、非常に漠然としていますので。ところが、漠然としたまま臨んでは役に立たないので、優秀な教員で

あるかぶるであるかというのは、見きわめないといかないわけですよ。それで、だからどういう観点から教

師や、あるいは学校の校長たちと話をするかというと、要するにどのように子供たちを動かすかということ

なんですね。つまり子供を、児童生徒にどのようにモチベーションを持たせるかという。このモチベーショ

ンというのはやる気と言いあらわしましょうかね。教師もやる気です、教師としてのやる気。だから、どこ

にもくっつくわけですけれども、このモチベーションがあるかないかによってこれが決まってくるものだと

思うんですよ。どんなに、例を挙げますと、ある子供が来ます。掛け算九九、難しいとやっている。これた

たいて教えるか、褒めて教えるか、極端に言えばこの２つになるわけですが、「ヤー、ウッピグヮーンワカ

ランバー」とびしびしやるのとですね、「お、わかったぞ」とこう段階を踏んで、じっくり待ってやるのと、

どっちが長く覚えるかというと、これは実験はしたことはないんですが、恐怖感を与えると全くこれを覚え

ることができないんだそうです。「ヤー、クリワカランネークルスンドー」と言われたらですね、なかなか

できないと言われています。だからそういうことで、教師にモチベーションがあるか、子供たちにあるかと

いうことで、結果がですね、成績がよければ、子供たちも教職員も自信を持つんじゃないかと思っているん

ですよ。その意味で今度の全国の一斉テストは機能したかなと思いますが、ただですね、国語と数学ですか

ら、算数ですから、この２教科だけではどうしても学力ははかれないと、こう思っております。以上です。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ６番 宮里祐司議員。 

○ ６番（宮里祐司議員） 

 わかりました。じゃあ私たちがデキラヌーなのはいっぱいたたかれたせいだと思います。解釈しますけれ

ども、ここにですね、地方自治体が独自に実施した学力調査の公開例というのが幾つか載っているんですよ。

やはりデメリットというよりもを、むしろメリットの部分で非常にいい事例がたくさんこう書かれている文

章なんですけれども、もちろん秋田県の事例のほうも大きく載っております。わかりました。公表について

は今のところは難しいということですよね。わかりました。 

 それとですね、文科省の調査結果がですね、テストがＡ問題はさほど問題なくて、課題はＢ問題、いわゆ

る活用問題ですね。知識理解を実生活のさまざまな場面に活用する力が弱い、要するに忚用力の力に課題が

あるという見解だったんですけれども、先ほどの公表で本村においては小学校の国語Ａ、Ｂにおいて課題が

あるという数字を見て認識したんですけれども、この結果に対する何か対策だとか、そういう話し合いとい

うのは持たれたんですか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲地 勇教育長。 

○ 教育長（仲地 勇） 

 これはですね、文科省の分析結果というのは経済格差というのを前面に出しておりますけれども、まだ詳

しくは県のほうでもどうかというのはわかっていないんです。今この委員会を立ち上げて、さらにその分析

をしているところなんですが、まだ県の、我々村の教育委員会でもやっておりません。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ６番 宮里祐司議員。 

○ ６番（宮里祐司議員） 

 わかりました。そうですね、今回のこの案件はですね、児童生徒の将来にかかわる問題ということですね。
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次世代を担う子供たちの問題であるということを考慮したときに、看過できないものとの判断から今回

ちょっと取り上げてみたんですけれども、学校問題というのは教育委員だけの問題ではないと私は思ってい

るんですよ。この全国学力テストで子供たちの学力、あと学習環境に関するデータがある程度は得られたわ

けですから、これをどう教育の改善と学力向上につなげるのかを徹底した分析と、データの有効活用を議論

する必要が私はあるんじゃないかなと思っております。そこで私はですね、家庭学習というところが、家庭

教育とか家庭学習の充実の強化ですか、これが一番問題があるんじゃないかなといろんな資料を見て思った

んですけれども、今回の学力テストですね。テスト結果以外に質問紙の調査というのが入っていたと思いま

す。この質問紙の結果というのはですね、これは児童生徒、あとは学校に対して質問紙での調査が行われて

いると思うんですけれども、特に基本的生活習慣、いわゆる家庭教育による興味深い調査結果というのが出

ていたと思います。これも文科省の調査結果なんですけれども、後ろのほうを見ているとですね、これほと

んど家庭に問題があるんじゃないかというような、思わないといけないような部分があります。例えば朝食

を食べた子供がですね、国語の正答率にいい傾向があったとか。そういうふうな部分が結構ヒアリングで出

ているんですよ。こういった部分ですね、この文科省によるこの調査結果というのも、ある程度はやっぱり

地域にですね、父兄を含めてＰＴＡ等に公表するべきじゃないかなと思うんですけれども、この結果はまず

来てありますか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲地 勇教育長。 

○ 教育長（仲地 勇） 

 新聞等ではある程度わかっているんですが、これは何よりもですね、漠然としたとらえ方になりますので、

沖縄県の調査結果が今のアンケートの分析と学力との関係が出ると思いますので、そこら辺が出たときに紹

介をしてまいりたいと思っております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ６番 宮里祐司議員。 

○ ６番（宮里祐司議員） 

 わかりました。もうあと２つですので…。今回の試験結果を受けてですね、いろんなところでゆとり教育

の修正を行うべきじゃないかとか、そういういろんな議論があるんですけれども、このことについて教育長

はどう思いますか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲地 勇教育長。 

○ 教育長（仲地 勇） 

 これは、ゆとり教育というのはないので、ある意味では総合学習の時間等のことを指しているわけですが、

これの改正というのは教育委員会段階ではできないんです。これはどうしてかと言いますと、この小学校、

中学校へ、文科省の告示として出されている小学校学習指導要領の中でうたわれてくるんです。これをもと

にしてやらないと、いわば法律を守らないということで罰されるわけでですね。この中で改正されることは

県の教育委員会等も当然わかってきますので、そこの指示を受けながらこのゆとり教育については考えてみ

たいと思っております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ６番 宮里祐司議員。 

○ ６番（宮里祐司議員） 

 わかりました。トップダウンといいますか、国の方針ということではこちらの各団体での方針では反映で
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きないということですが、学力テストに関してですね、１カ所だけ否定したところがありましたよね。教育

委員会で、犬山市ですか。向こうの教育長のようにですね、やはりこういう信念というか、方針として最後

まで私はこれには反対だというような気持ちが、教育長なら出せるかなとちょっと思っていたんですけれど

も。私は思うんですけれども、学歴もさることながら、子供たちが一生心に残る、この島でしかできないと

いう経験、これをやっぱりさせていただきたいなと思うんですよ。 

 あともう１件ですね、学習指導要領ですね。すみません、私「要綱」と書いていましたけれども、要領に

ついてですが、こちらのほうももちろん国の方針で改訂して決定いたしますから、教育長のほうにお聞きし

てもどうのこうのということはないと思うんですが、あえてちょっとお聞きしたいと思うんですよ。この学

習指導要領にですね、学習を通じて獲得すべき知識、技能を具体的に表示していく必要性というのを感じま

すか。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲地 勇教育長。 

○ 教育長（仲地 勇） 

 これは、これに書かれているのはすべてだと思っております。ただ１点だけ、座間味村の誇りの問題です

が、子供たちがですね、座間味村が本島内や本州とかわる第１番は、生徒の数が尐ないということなんです。

これが実は非常にいい面に作用していると思っているんですよ。どうしてかといいますと、尐人数学級とい

うのを今度の分析結果でもう非常に注目しているんです。ある県によりますと、尐人数に子供たちを小分け

して、あるいは先生をふやして、いつでもそれを念頭に置いて方策を練っているわけです。それからもう１

点はですね、最近非常に言われていることは、コミュニケーションアビリティーという言葉があるんですが、

これが発表力とか、あるいは表現力とか、それから会話力、こういうものを指していると思うんですが、こ

のコミュニケーションの機会が尐人数であるので、１３名でしたらもう頻繁に当たるわけですよ、先生と生

徒が。だから、このコミュニケーションの段階では大きい学校に負けない、何十倍もここのほうが有利であ

りますし、だからさっき言ったやる気がある子供にとっては非常に伸びていくだろうと思っております。た

だやる気のない、中途半端な子供にとってもですね、教師側からの質問が飛んできますので、そういう意味

では怠け者が育ちにくいところではないかと思っております。このことは子供たちにも説明していますので、

どの子でもみんなの前で発表したりする機会が多く回ってくるということは非常にメリットだと思っており

ます。以上です。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ６番 宮里祐司議員。 

○ ６番（宮里祐司議員） 

 わかりました。そうですね、きょうはＰＴＡ会長もいらしていますので、今のことも含めてですね、公表

という部分でどうかというのをまたＰＴＡでも議論していただきたいなとは思うんですけれども、先ほど

言ったようにですね、やはり地域が喚起されることで改善に向けたプラスの競争原理が動き始めることを私

は願って、教育委員会に対しての質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。 

○ 議長（宮平秀保） 

 これで一般質問を終わります。 

 しばらく休憩します。 

休 憩 

再 開 

○ 議長（宮平秀保） 
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 再開します。 

 日程第６．提出議案、議案第７２号 平成１９年度座間味村一般会計補正予算（第９号）についてから議

案第７７号 平成１９年度座間味村農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）についてまでの提案理由

の説明を求めます。 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

議案第７２号 

 

平成１９年度座間味村一般会計補正予算（第９号）について 

 

 地方自治法第９６条第１項第２号の規定により、別紙のとおり議会の議決を求める。 

 

 平成１９年１２月１９日提出 

座間味村長 仲 村 三 雄 

 

平成１９年度座間味村一般会計補正予算（第９号） 

 

 平成１９年度座間味村の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，６７０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ１，６６７，７１９千円とする。 

 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出補正予算」による。 

 

 平成１９年１２月１９日提出 

座間味村長 仲 村 三 雄 

 

第１表  歳 入 歳 出 補 正 予 算 

 歳 入 （単位：千円） 

款 項 補正前予算額 補 正 額 計 

９ 地 方 交 付 税   754,565 1,408 755,973 

  １ 地 方 交 付 税 754,565 1,408 755,973 

11 使 用 料 及 び 手 数 料   47,531 262 47,793 

  １ 使 用 料 43,065 262 43,327 

歳 入 合 計 1,666,049 1,670 1,667,719 
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 歳 出 （単位：千円） 

款 項 補正前予算額 補 正 額 計 

２ 総 務 費   204,046 304 204,350 

  ２ 徴 税 費 20,292 304 20,596 

３ 民 生 費   107,310 △2,351 104,959 

  １ 社 会 福 祉 費 94,780 △2,351 92,429 

６ 農 林 水 産 業 費   87,106 △174 86,932 

  １ 農 業 費 25,670 △72 25,598 

  ３ 水 産 業 費 34,990 △102 34,888 

８ 土 木 費   389,466 △198 389,268 

  ５ 下 水 道 費 42,389 △198 42,191 

10 教 育 費   157,794 262 158,056 

  ２ 小 学 校 費 31,693 262 31,955 

13 諸 支 出 金   13,295 3,827 17,122 

  ２ 公 営 企 業 費 13,289 3,827 17,116 

歳 出 合 計 1,666,049 1,670 1,667,719 
 

 詳細については以前に説明されたようですので、省略させていただきます。 

 

議案第７３号 

 

平成１９年度座間味村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

 

 地方自治法第９６条第１項第２号の規定により、別紙のとおり議会の議決を求める。 

 

 平成１９年１２月１９日提出 

座間味村長 仲 村 三 雄 

 

平成１９年度座間味村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

 平成１９年度座間味村の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，３５１千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ１６２，７７７千円とする。 

 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出補正予算」による。 
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 平成１９年１２月１９日提出 

座間味村長 仲 村 三 雄 

 

第１表  歳 入 歳 出 補 正 予 算 

 歳 入 （単位：千円） 

款 項 補正前予算額 補 正 額 計 

８ 繰 入 金   26,688 △2,351 24,337 

  １ 一 般 会 計 繰 入 金 26,687 △2,351 24,336 

歳 入 合 計 165,128 △2,351 162,777 

 

 歳 出 （単位：千円） 

款 項 補正前予算額 補 正 額 計 

１ 総 務 費   17,279 △2,351 14,928 

  １ 総 務 管 理 費 17,190 △2,351 14,839 

歳 出 合 計 165,128 △2,351 162,777 

 

 詳細は省略させていただきます。 

 

議案第７４号 

 

平成１９年度座間味村航路事業特別会計補正予算（第４号）について 

 

 地方自治法第９６条第１項第２号の規定により、別紙のとおり議会の議決を求める。 

 

 平成１９年１２月１９日提出 

座間味村長 仲 村 三 雄 

 

平成１９年度座間味村航路事業特別会計補正予算（第４号） 

 

 平成１９年度座間味村の航路事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８，０８９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ６３７，５６２千円とする。 

 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出補正予算」による。 

 

 平成１９年１２月１９日提出 

座間味村長 仲 村 三 雄 
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第１表  歳 入 歳 出 補 正 予 算 

 歳 入 （単位：千円） 

款 項 補正前予算額 補 正 額 計 

１ 事 業 収 入   629,468 8,089 637,557 

  １ 運 航 収 入 613,677 4,262 617,939 

  ３ 営 業 外 収 益 13,290 3,827 17,117 

歳 入 合 計 629,473 8,089 637,562 

 

 歳 出 （単位：千円） 

款 項 補正前予算額 補 正 額 計 

１ 運 航 費 用   343,212 9,287 352,499 

  ９ 船 費 208,721 9,287 218,008 

２ 営 業 費 用   128,846 △400 128,446 

  ５ 店 費 66,992 △400 66,592 

４ 事 業 税 費   14,000 △1,000 13,000 

  １ 営 業 外 費 用 14,000 △1,000 13,000 

５ 公 債 費   75,318 702 76,020 

  １ 公 債 費 75,318 702 76,020 

６ 予 備 費   506 △500 6 

  １ 予 備 費 506 △500 6 

歳 出 合 計 629,473 8,089 637,562 

 

 詳細は省略させていただきます。 

 

議案第７５号 

 

平成１９年度座間味村下水道事業特別会計補正予算（第１号）について 

 

 地方自治法第９６条第１項第２号の規定により、別紙のとおり議会の議決を求める。 

 

 平成１９年１２月１９日提出 

座間味村長 仲 村 三 雄 

 

 

平成１９年度座間味村下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 平成１９年度座間味村の下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 
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（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５０，７６１千円とする。 

 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出補正予算」による。 

 

 平成１９年１２月１９日提出 

座間味村長 仲 村 三 雄 

 

第１表  歳 入 歳 出 補 正 予 算 

 歳 入 （単位：千円） 

款 項 補正前予算額 補 正 額 計 

４ 繰 入 金   42,389 △198 42,191 

  １ 繰 入 金 42,389 △198 42,191 

５ 繰 越 金   1 198 199 

  １ 繰 越 金 1 198 199 

歳 入 合 計 50,761 0 50,761 

 

 歳 出 （単位：千円） 

款 項 補正前予算額 補 正 額 計 

       

歳 出 合 計 50,761 0 50,761 

 

 詳細については省略いたします。 

 

議案第７６号 

 

平成１９年度座間味村漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について 

 

 地方自治法第９６条第１項第２号の規定により、別紙のとおり議会の議決を求める。 

 

 平成１９年１２月１９日提出 

座間味村長 仲 村 三 雄 

 

平成１９年度座間味村漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 平成１９年度座間味村の漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３２５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ３５，９３１千円とする。 
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 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出補正予算」による。 

 

 平成１９年１２月１９日提出 

座間味村長 仲 村 三 雄 

 

第１表  歳 入 歳 出 補 正 予 算 

 歳 入 （単位：千円） 

款 項 補正前予算額 補 正 額 計 

５ 繰 入 金   31,231 △102 31,129 

  １ 繰 入 金 31,231 △102 31,129 

６ 繰 越 金   1 427 428 

  １ 繰 越 金 1 427 428 

歳 入 合 計 35,606 325 35,931 

 

 歳 出 （単位：千円） 

款 項 補正前予算額 補 正 額 計 

１ 事 業 費   16,296 325 16,621 

  １ 事 業 費 16,296 325 16,621 

歳 出 合 計 35,606 325 35,931 

 

 詳細については、説明については省略させていただきます。 

 

議案第７７号 

 

平成１９年度座間味村農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について 

 

 地方自治法第９６条第１項第２号の規定により、別紙のとおり議会の議決を求める。 

 

 平成１９年１２月１９日提出 

座間味村長 仲 村 三 雄 

 

平成１９年度座間味村農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 平成１９年度座間味村の農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，６６１千円とする。 

 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出補正予算」による。 
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 平成１９年１２月１９日提出 

座間味村長 仲 村 三 雄 

 

第１表  歳 入 歳 出 補 正 予 算 

 歳 入 （単位：千円） 

款 項 補正前予算額 補 正 額 計 

５ 繰 入 金   4,175 △72 4,103 

  １ 繰 入 金 4,175 △72 4,103 

６ 繰 越 金   1 72 73 

  １ 繰 越 金 1 72 73 

歳 入 合 計 4,661 0 4,661 

 

 歳 出 （単位：千円） 

款 項 補正前予算額 補 正 額 計 

       

歳 出 合 計 4,661 0 4,661 

 

 詳細については、説明は省略いたします。 

 これで提案理由の説明を終わります。よろしく御審議をお願いします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 これで提案理由の説明を終わります。 

 これから日程第７．議案第７２号 平成１９年度座間味村一般会計補正予算（第９号）についてを議題と

します。 

 質疑を行います。８番 金城勝英議員。 

○ ８番（金城勝英議員） 

 一般会計についてちょっとお聞きしたいと思います。１４ページをお開きください。航路事業に３８２万

７，０００円の繰り出しがあるんですが、これはどうしてなのかお聞きしたいと思います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 垣花 健総務企画課長。 

○ 総務企画課長（垣花 健） 

 お答えいたします。議案第７４号の航路事業の補正ともつながるところなんですけれども、今回の航路事

業特会の繰出金の３８２万７，０００円は人件費の分であります。当初の積算において事務的なミスがござ

いまして、今回補正をお願いしております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ８番 金城勝英議員。 

○ ８番（金城勝英議員） 

 この給与のミスというのは、これはもう公務員としては考えられない話なんですね。しかもこんなにたく

さん、３８０万円も繰り出しをやるというのは、これどういった誤りがあったのかお聞きしたいと思います。 

○ 議長（宮平秀保） 
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 しばらく休憩します。 

休 憩 

再 開 

○ 議長（宮平秀保） 

 再開します。 

 宮村英美船舶課長。 

○ 船舶課長（宮村英美） 

 船員の正職員１５名の給与に係る部分なんですが、給与及び諸手当等が足りなかったということで当初予

算の、総務課長からありましたとおりちょっと計算ミスがありまして、この３８０万円という大きな金額に

なっております。給与と諸手当等の分です。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ８番 金城勝英議員。 

○ ８番（金城勝英議員） 

 これ手当とか職員の給与は、これはもう大変なことでございますね。とにかく私は今これ新しく採用され

た方かなと思ったんですね。新しく採用された方が何名かいた場合には、こういったものがあると思うんで

すよ。当初予算でこれだけのものというのは、かなり一連のこの一人一人の給与というのは号給がどうあっ

てどうあって手当が幾ら、１２月、６月とちゃんと計算してあると思うんですよ。このようにして、こんな

たくさんのものが計算ミスというのは、これはもう本当に考えられないことだと思いますね。だからこれ幸

いにして、一般会計がたくさん金があるからこれだけ今繰り出しやるわけでございますけれども、今後はで

すね、こういったものがないようにですよ。私、いつか前にも言ったと思うんですが、これはもう公務員と

して、本当に私は失格だと思いますよ。これは今後気をつけてもらいたい。以上です。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う者あり） 

 進行します。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

（「討論なし」と言う者あり） 

 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「討論なし」と言う者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第７２号 平成１９年度座間味村一般会計補正予算（第９号）についてを採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって議案第７２号 平成１９年度座間味村一般会計補正予算（第９号）につ

いては、原案のとおり可決しました。 

 日程第８．議案第７３号 平成１９年度座間味村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について

を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う者あり） 
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 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

（「討論なし」と言う者あり） 

 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「討論なし」と言う者あり） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第７３号 平成１９年度座間味村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）についてを

採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって議案第７３号 平成１９年度座間味村国民健康保険事業特別会計補正予

算（第２号）については、原案のとおり可決されました。 

 日程第９．議案第７４号 平成１９年度座間味村航路事業特別会計補正予算（第４号）についてを議題と

します。 

 質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う者あり） 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

（「討論なし」と言う者あり） 

 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「討論なし」と言う者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第７４号 平成１９年度座間味村航路事業特別会計補正予算（第４号）についてを採決しま

す。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって議案第７４号 平成１９年度座間味村航路事業特別会計補正予算（第４

号）については、原案のとおり可決されました。 

 日程第１０．議案第７５号 平成１９年度座間味村下水道事業特別会計補正予算（第１号）についてを議

題とします。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う者あり） 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

（「討論なし」と言う者あり） 

 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「討論なし」と言う者あり） 
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 これで討論を終わります。 

 これから議案第７５号 平成１９年度座間味村下水道事業特別会計補正予算（第１号）についてを採決し

ます。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって議案第７５号 平成１９年度座間味村下水道事業特別会計補正予算（第

１号）については、原案のとおり可決されました。 

 日程第１１．議案第７６号 平成１９年度座間味村漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につい

てを議題とします。 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う者あり） 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

（「討論なし」と言う者あり） 

 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「討論なし」と言う者あり） 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第７６号 平成１９年度座間味村漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）についてを

採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって議案第７６号 平成１９年度座間味村漁業集落排水事業特別会計補正予

算（第１号）については、原案のとおり可決されました。 

 日程第１２．議案第７７号 平成１９年度座間味村農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につい

てを議題とします。 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う者あり） 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

（「討論なし」と言う者あり） 

 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「討論なし」と言う者あり） 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第７７号 平成１９年度座間味村農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）についてを

採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって議案第７７号 平成１９年度座間味村農業集落排水事業特別会計補正予
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算（第１号）は、原案のとおり可決されました。 

 日程第１３．議案第７８号 平成１９年度村道慶留間阿嘉線災害復旧工事（１工区）請負契約についてか

ら議案第８１号 平成１９年度村道座間味阿佐線道路改良工事（３工区）請負契約についてまでを一括議題

とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

議案第７８号 

 

平成１９年度村道慶留間阿嘉線災害復旧工事（１工区）請負契約について 

 

 平成１９年度村道慶留間阿嘉線災害復旧工事（１工区）請負契約について、次のように工事請負契約を締

結したので、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 契約の目的   平成１９年度村道慶留間阿嘉線災害復旧工事（１工区） 

２ 契約の方法   指名競争入札による契約 

３ 契約金額    ７４，５５０，０００円 

          （うち消費税３，５５０，０００円） 

４ 契約の相手方  有限会社 平山建設工業 

          代表取締役 平山正幸 

 

 平成１９年１２月１９日提出 

座間味村長 仲 村 三 雄 

 

提案理由 

 平成１９年度村道慶留間阿嘉線災害復旧工事（１工区）請負契約の締結については、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を必要とする。 

 

 詳細については以前に説明されたようですので、省略させていただきます。 

 

議案第７９号 

 

平成１９年度村道慶留間阿嘉線災害復旧工事（２工区）請負契約について 

 平成１９年度村道慶留間阿嘉線災害復旧工事（２工区）請負契約について、次のように工事請負契約を締

結したので、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 契約の目的   平成１９年度村道慶留間阿嘉線災害復旧工事（２工区） 
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２ 契約の方法   指名競争入札による契約 

３ 契約金額    ６７，２００，０００円 

          （うち消費税３，２００，０００円） 

４ 契約の相手方  有限会社 新 

          代表取締役 山城 豊 

 

 平成１９年１２月１９日提出 

座間味村長 仲 村 三 雄 

 

提案理由 

 平成１９年度村道慶留間阿嘉線災害復旧工事（２工区）請負契約の締結については、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を必要とする。 

 

 詳細の説明については省略させていただきます。 

 

議案第８０号 

 

平成１９年度村道座間味阿佐線道路改良工事（２工区）請負契約について 

 

 平成１９年度村道座間味阿佐線道路改良工事（２工区）請負契約について、次のように工事請負契約を締

結したので、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 契約の目的   平成１９年度村道座間味阿佐線道路改良工事（２工区） 

２ 契約の方法   指名競争入札による契約 

３ 契約金額    １０７，１００，０００円 

          （うち消費税５，１００，０００円） 

４ 契約の相手方  株式会社 大松建設 

          代表取締役 玉城光弘 

 

 平成１９年１２月１９日提出 

座間味村長 仲 村 三 雄 

提案理由 

 平成１９年度村道座間味阿佐線道路改良工事（２工区）請負契約の締結については、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を必要とする。 

 

 詳細の説明については省略させていただきます。 
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議案第８１号 

 

平成１９年度村道座間味阿佐線道路改良工事（３工区）請負契約について 

 

 平成１９年度村道座間味阿佐線道路改良工事（３工区）請負契約について、次のように工事請負契約を締

結したので、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 契約の目的   平成１９年度村道座間味阿佐線道路改良工事（３工区） 

２ 契約の方法   指名競争入札による契約 

３ 契約金額    ６４，０５０，０００円 

          （うち消費税３，０５０，０００円） 

４ 契約の相手方  有限会社 中村建設 

          代表取締役 中村 靖 

 

 平成１９年１２月１９日提出 

座間味村長 仲 村 三 雄 

 

提案理由 

 平成１９年度村道座間味阿佐線道路改良工事（３工区）請負契約の締結については、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を必要とする。 

 

 詳細の説明については省略させていただきます。 

 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○ 議長（宮平秀保） 

 これで提案理由の説明を終わります。 

 詳細についてはさきに説明してありますので、省略します。 

 これから質疑を行います。７番 宮里清之助議員。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 議案第７８号、７９号、８０号、８１号について、入札状況と落札予定額と落札率についてお教えくださ

い。 

○ 議長（宮平秀保） 

 垣花 健総務企画課長。 

○ 総務企画課長（垣花 健） 

 議案第７８号から８１号までの落札の状況と落札率…。 

○ ７番（宮里清之助議員） 

 予定額もお願いします。 

○ 総務企画課長（垣花 健） 

 まず初めに議案第７８号 平成１９年度村道慶留間阿嘉線災害復旧工事（１工区）請負契約についての入
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札の結果です。７社の指名によりまして、入札が去った１２月１１日に行われております。予定価格が７，

１８０万円、これはすべて消費税抜きの価格です。落札決定額が７，１００万円、落札率にいたしますと９

８．９％ということになります。 

 次に議案第７９号の村道慶留間阿嘉線（２工区）のほうです。これも７社で指名競争入札が同日行われて

おりまして、予定価格６，５１０万円、落札決定額６，４００万円ちょうど、率にいたしますと９８．３％

になります。 

 次、議案第８０号、村道座間味阿佐線（２工区）の請負契約です。これも同日に７社の指名で行われてお

りまして、予定価格が１億３００万円、落札決定額１億２００万円ちょうどです。落札率にいたしますと９

９％ちょうどということになります。 

 次、議案第８１号、村道座間味阿佐線（３工区）のほうです。これは６社の指名で行われまして、同日の

入札です。入札予定価格６，１７５万円、落札決定額６，１００万円ちょうど、落札決定率にしますと９８．

８％になります。以上です。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ほかに質疑ありませんか。３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 契約金額についていいんですけれども、この議案第７９号の工事について、これは消波ブロックと修復ブ

ロック等が工事の内容になっておりますが、このテトラポット何というか、これは沖縄本島のほうでつくっ

たのを運んできてやるのか、それともここで生産をするのか。その辺はちょっと聞いていないですね。お願

いします。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英幸産業振興課長。 

○ 産業振興課長（金城英幸） 

 ただいまの御質疑なんですが、消波ブロック、テトラポット等の製作なんですけれども、これは糸満市の

西崎の漁港内のヤードで一忚製作する予定です。できた時点で３回ほどに分けて阿嘉の漁港に運んで設置を

するということで一忚計画しております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 この大きいのは阿嘉でつくれ、座間味でつくれと言ってもこれ無理な話なんですけれども、できるだけ小

さいものとかですね、そういうのがあるのであれば島のほうに業者もおりますし、また雇用の面でもこうい

うのをつくるときには島で遊んでいる人たちもおりますので、そういう人たちの雇用につながる方法でです

ね、業者にできるだけお願いしてできるようにしてもらいたいと考えております。 

 それとあと工期はやっぱり、みんな３月いっぱいで区切るのかどうか、その辺ちょっと教えていただけま

すか。工期の期間は。 

○ 議長（宮平秀保） 

 金城英幸産業振興課長。 

○ 産業振興課長（金城英幸） 

 工期なんですが、１２月末、もう年度もあとわずかしか残っていない状況なんですが、やはり残された３

カ月では、工期内ではちょっと厳しいのかなと。若干繰り越しに入るんじゃないかと今見ております。一忚

契約としては３月いっぱいということでやっています。 
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○ 議長（宮平秀保） 

 ３番 金城善昇議員。 

○ ３番（金城善昇議員） 

 この契約、工期についてはですね、道路工事ですから雤とかによってこう延長せざるを得ないというとき

には、きちんとですね、その手続を踏んでやっていただきたいと。これは前にもそういう工期のちゃんとし

た手続ができなくてここに問題があったりとか、出てきた部分がありますので、そういうことが二度とない

ように気を引き締めてですね、きちんとした手続を踏んでください。工期内でおさまれば一番いいんですけ

れども、期間があとはね、正月のあれが入りますので、多分できないだろうという可能性からそうだろうと

思いますので、手続は確実に踏まえてください。以上です。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ほかに質疑ありませんか。６番 宮里祐司議員。 

○ ６番（宮里祐司議員） 

 この工事の落札価格なんですけれども、村の広報紙等で地域住民に公表しますか。落札価格と落札の実際

の金額ですね。 

○ 議長（宮平秀保） 

 垣花 健総務企画課長。 

○ 総務企画課長（垣花 健） 

 ただいまの宮里議員の御質疑にお答えいたします。現在、１２月発行の広報を準備中でありまして、その

広報のほうに入札状況ということで載せる予定であります。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ほかに質疑ありませんか。８番 金城勝英議員。 

○ ８番（金城勝英議員） 

 座間味阿佐線の２工区と３工区について、ちょっとお聞きしたいと思います。この事業におきましては執

行部の皆さん方の説明によりますと、今年度でこの工事は終わるということを聞いて非常に残念に思ってい

るわけでございますけれども、初めの計画におきまして村長はトンネル工法がいいというように、自分なり

にその計画を変えたわけでございますけれども、真ん中でこれが引っかかりまして、これがだめになったわ

けですね。これにつきましては設計等、いろいろなものの諸経費におきましては村に対して大変な、非常に

大きな打撃を与えております。これが今、この工法が今だった場合にはもうちょっと進んでいるどころじゃ

ない。その集落と集落の間が完成するまでに至ってなかったかと私は思っております。今後ですね、村長は、

これはやはり村の起債ができないというようなことがありまして来年はできないと思うんですが、今後どの

ようにして集落と集落の道路を結ぶのかお聞きしたいと思います。 

○ 議長（宮平秀保） 

 仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

 当初はやはり村の負担を軽くしようということで、県代行に持っていくということで、稲嶺知事のときで

したけれども、知事の公聴会でやはりトンネルリ技法を含めてこの座間味阿佐線を整備するということを発

表していただきました。それにひとつのっとって設計等を進めました。けれども、やはり用地交渉が平成１

８年度までに完了しないといけないということで、鋭意努力はしたんですけれども、地主の承諾が得られず、

結局計画を断念せざるを得なかったと。と申しますのは最近よく言われる、要するに着工して１０年以内に

完成するということで、これ平成１２年の着手でございましたから、平成２２年が最終です。そういうこと
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で、平成２２年度にはもう今からトンネル工法に持っていってもだめだということで、県側のひとつ指導も

ありまして、設計ということでは尐し金を使いましたけれども、いわゆる道路は阿佐側と座間味側から手が

けておりましたけれども、そのトンネルということでの路線の変更は、その時期まではないということで中

断したところであります。それで御質疑にあります、これ今とめますけれども、あとは今県側といろいろ調

整をしておりますのは、交付金ということで補助金はもうなくなります。補助金はなくなってですね、交付

金での整備はどうだろうかというふうな県からの指導を今受けているところでございまして、すぐやめるん

じゃなくて、国も今道路補助金というものを削減していく中ですけれども、交付金ということでは今度から

は尐し地域の実情に忚じた道路整備をするということで認めていくという方針のようですので、その制度を

活用してですね、できれば早い時期に開通のめどを立てたいというふうに考えております。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ８番 金城勝英議員。 

○ ８番（金城勝英議員） 

 私が、これ４年前ですかね、５年前ぐらいになると思うんですが、やはり県代行するにはそれだけの条件

整備がないといけないということを再三言ってきたわけですよね。これにおきましては、やはり財政が非常

に厳しい中でございますのでいつも言っているわけでございますが、今このように条件整備ができなかった

というようなものは非常に私は執行部としましてですね、大変な失態じゃないかなと思っております。特に

あの辺の集落というのは非常に危険度の高いところもあるわけですね、もうちょっと行きましたら。だから、

そういったところがあるもんですから、やはり村長は腕に磨きをかけましてですね、起債ができない、交付

税ができないというんだったら交付金でできるということになっておりますので、なるべくその距離を延ば

してですね、できるだけ頑張ってもらいたいと思います。以上で終わります。 

○ 議長（宮平秀保） 

 ほかに質疑ありませんか。進行してよろしいですか。 

（「質疑なし」と言う者あり） 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

（「討論なし」と言う者あり） 

 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「討論なし」と言う者あり） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第７８号 平成１９年度村道慶留間阿嘉線災害復旧工事（１工区）請負契約についてを採決

します。 

 休憩します。 

休 憩 

再 開 

○ 議長（宮平秀保） 

 再開します。 

 反対討論がありますのでこれから決をとります。原案に賛成者の方は起立をお願います。 

（起立多数） 

 賛成者多数とみなします。したがって議案第７８号 平成１９年度村道慶留間阿嘉線災害復旧工事（１工
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区）請負契約については、賛成多数で原案のとおり可決されました。 

 これから議案第７９号 平成１９年度村道慶留間阿嘉線災害復旧工事（２工区）請負契約についてを採決

します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって議案第７９号 平成１９年度村道慶留間阿嘉線災害復旧工事（２工区）

請負契約については、原案のとおり可決されました。 

 これから議案第８０号 平成１９年度村道座間味阿佐線道路改良工事（２工区）請負契約についてを採決

します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって議案第８０号 平成１９年度村道座間味阿佐線道路改良工事（２工区）

請負契約については、原案のとおり可決されました。 

 これから議案第８１号 平成１９年度村道座間味阿佐線道路改良工事（３工区）請負契約についてを採決

します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって議案第８１号 平成１９年度村道座間味阿佐線道路改良工事（３工区）

請負契約については、原案のとおり可決されました。 

 日程第１４．議案第８２号 南部広域行政組合規約の変更についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明をお願いします。仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

議案第８２号 

 

南部広域行政組合規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、南部広域行政組合規約を別紙の

とおり変更する。 

 

 平成１９年１２月１９日提出 

座間味村長 仲 村 三 雄 

 

提案理由 

 南部広域行政組合の組織団体である糸満市が、平成２０年１月３１日限りで同組合の一般廃棄物最終処分

場の設置及び管理運営に関する事務の共同処理を取り止めることに伴い、南部広域行政組合規約を変更する

必要が生じたため、地方自治法第２９０条の規定に基づき本案を提案する。 

 

 詳細については前日に説明を行っておりますので、省略させていただきます。 

 御審議をよろしくお願いします。 

○ 議長（宮平秀保） 
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 これで提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う者あり） 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

（「討論なし」と言う者あり） 

 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「討論なし」と言う者あり） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第８２号 南部広域行政組合規約の変更についてを採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって議案第８２号 南部広域行政組合規約の変更については、原案のとおり

可決されました。 

 日程第１５．報告第２号 座間味村国民保護計画についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。仲村三雄村長。 

○ 村長（仲村三雄） 

報告第２号 

 

座間味村国民保護計画について 

 

 座間味村国民保護計画について、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第３５条

第３項第６号の規定により別添のとおり報告する。 

 

 平成１９年１２月１９日 

座間味村長 仲 村 三 雄 

 

 これは非常に分厚い資料になっておりますが、前日に御説明いたしましたとおりでございますので、中身

の詳細については説明を省略させていただきます。 

 以上で報告を終わります。 

○ 議長（宮平秀保） 

 これで報告を終わります。 

 しばらく休憩します。 

休 憩 

再 開 

○ 議長（宮平秀保） 

 再開します。 

 執行部の方はこれでお開きしても結構ですので。大変お疲れさまでした。 

 しばらく休憩します。 
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休 憩 

再 開 

○ 議長（宮平秀保） 

 再開します。 

 日程第１６．発議第９号 未成年者の飲酒防止に関する宣言決議についてを議題とします。 

 本案についてはお手元にお配りした決議のとおりで、朗読は省略します。 

 

発議第９号 

平成１９年１２月１９日 

 

座間味村議会 

議長 宮 平 秀 保 殿 

 

提出者 座間味村議会議員 

宮 里 祐 司 

賛成者 座間味村議会議員 

宮 里 清之助 

 

未成年者の飲酒防止に関する宣言決議について 

 

 上記の案を、別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。 

 

未成年者の飲酒防止に関する宣言決議 

 

 本県の尐年の不良行為による補導人員は、昨年３万８，０００人と過去最多となった。 

 特に、飲酒による補導人員は、人口比で全国平均の約１０倍という高い水準にあり、ことしは中高生等が

連日のように集団飲酒で補導されるなど、未成年者の飲酒問題は極めて憂慮すべき状態にある。 

 未成年者の飲酒は、身体への悪影響を及ぼすだけでなく、急性アルコール中每による生命への危険性や、

事件事故の当事者となり得るなど、未成年者自身のみならず、地域社会への影響も計り知れないものがある。 

 子どもは大人の後ろ姿を見て育つと言われており、未成年者の飲酒を防止するためには、まず大人が襟を

正し範を示すことが求められている。 

 未成年者の飲酒防止を推進するためには、家庭、学校及び地域はもちろんのこと、酒類の販売・提供する

業界とも連携し、実効性のある取り組みを図ることが求められている。家庭では、未成年者の夜間の外出を

抑制する等基本的生活習慣の確立に努め、学校では、未成年者の飲酒が心身に及ぼす影響を学習させるとと

もに、学校のきまりや社会のルールを守ることの大切さを指導し、地域では、地域の子どもは地域で育てる

との認識のもと、未成年者の善導に努めることが必要である。また、酒類を販売・提供する業者は、販売時

の年齢確認を徹底し、未成年者には酒類を販売・提供しないよう努めることが必要です。 

 よって、本村議会は、憂慮すべき状況にある未成年者の飲酒問題に対し危機感を持って臨み、関係機関・

団体との連携強化等により、未成年者の飲酒を防止する社会づくりに率先して取り組むことを宣言する。 

 上記のとおり決議する。 



 ― 654 ― 

 平成１９年１２月１９日 

座 間 味 村 議 会 

 

○ 議長（宮平秀保） 

 これから発議第９号 未成年者の飲酒防止に関する宣言決議を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって発議第９号 未成年者の飲酒防止に関する宣言決議については、原案の

とおり可決しました。 

 日程第１７．発議第１０号 道路特定財源の暫定税率の延長を求める意見書についてを議題とします。 

 本案はお手元にお配りした意見書のとおりです。朗読は省略します。 

 

発議第１０号 

平成１９年１２月１９日 

 

座間味村議会 

議長 宮 平 秀 保 殿 

 

提出者 座間味村議会議員 

金 城 勝 英 

賛成者 座間味村議会議員 

宮 里 順 之 

 

道路特定財源の暫定税率の延長を求める意見書について 

 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。 

 

道路特定財源の暫定税率の延長を求める意見書 

 

 道路は、国民生活・経済振興のための最も基本的かつ重要な社会資本であるとともに、地域住民の生活を

支え「豊かで活力に満ちた潤いのある地域社会」を築くための基盤であり、道路整備は時代の要請を踏まえ

て着実に推進しなければならないものである。 

 当村は、「平和で豊かな、明るい活力に満ちた座間味村」を築くために豊かな自然環境と調和した村づく

りをめざし、生活道路である道路整備により、快適で利便性の高い「地域づくり」を基本に施策を展開して

おります。 

 よって、国におかれましては、県民・村民の期待する道路整備の着実な推進を図るために、以下の措置を

講じるよう強く要請する。 

 

１．道路特定財源の現行の暫定税率を延長し、道路整備に必要な財源を安定的かつ確実に確保すること。 

２．沖縄県をはじめ地方の道路整備について、道路特定財源の地方への配分割合を高めること等により、地



 ― 655 ― 

方の道路整備財源の充実に努めること。 

３．現在取り組みが進められている中期計画の策定にあたっては、沖縄県をはじめ地方が真に必要とする道

路整備について同計画に確実に盛り込み、地方の道路整備が遅れることのないようにすること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

 平成１９年１２月１９日 

沖縄県座間味村議会 

 

あて先：内閣総理大臣 殿 

    国土交通大臣 殿 

    内閣府沖縄及び北方対策担当大臣 殿 

    総務大臣 殿 

    財務大臣 殿 

    内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 殿 

    内閣府特命担当大臣（金融） 殿 

    衆議院議長 殿 

    参議院議長 殿 

 

○ 議長（宮平秀保） 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって発議第１０号 道路特定財源の暫定税率の延長を求める意見書について

は、原案のとおり可決されました。 

 これで本日の日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 これをもって、平成１９年度第４回座間味村議会定例会を閉会します。 

閉 会（午後６時５５分） 

 

   地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

議  長  宮 平 秀 保 

 

署名議員  宮 里 順 之 

 

署名議員  中 村 秀 克 

 

 

 


